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1．合同調査の趣旨

八シ場ダムは、利根川流域の洪水被害の軽減と首都圏の都市用水の開発を目的として

吾妻ﾉ||流域に初めて建設される多目的ダムで､治水及び利水上極めて重要な施設である。

八シ場ダムについては、平成16年の第2回基本計画の変更で、事業費が2倍以上と

なる4600億円に引き上げられた。その際、1都5県は、国土交通省関東地方整備局

（以下「関東地方整備局｣）が主張する増額理由等を鵜呑みにせず、その妥当性を確認す

るための調査を合同で行い、一層のコスト縮減、適正なコスト管理を行うことを前提に

受け入れた。

また、これまで関東地方整備局は、「今後の施工に当たっては、事業全体におけるコス

ト縮減により対応することを基本として総事業費内での完成を目指して最大限の努力を

行う」としてきた。

このような経緯の中で、平成28年4月28日、関東地方整備局から事業費4600

億円を概算で5400億円に増額（概算上限額800億円）せざるを得ないとの見込み

が1都5県に示された。

1都5県としては、事業費の増額提示は極めて遺憾であるが、八シ場ダムは、 1都5

県にとって治水及び利水上極めて重要な施設であることから、増額がやむを得ないもの

か合同で調査を行ったものである。

調査に当たっては、第2回以降の基本計画変更時と同様、 1都5県が合同で関東地方

整備局から示された資料等に基づき、増額内容、増額理由、金額の妥当性について厳正

に確認を行った。

合同調査の構成員
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都県名 所属名 構成員

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

企画部水・土地計画課

土木部河川課

県士整備部河川課

県土整備部砂防水資源課

企画部地域政策課土地・水対策室

県土整備部特定ダム対策課

県士整備部河川課

企画財政部土地水政策課

県土整備部河川砂防課

企業局水道企画課

総合企画部水政課

県士整備部河川整備課

都市整備局都市づくり政策部広域調整課

建設局河川部計画課

水道局総務部施設計画課

課長以下

担当職員



2合同調査過程

平成28年

・ 4月28日 関東地方整備局が1都5県に事業費増額（概算上限額800億円）

及び主な増額要因の提示

1都5県が事業費増額（概算上限額800億円）の詳細の提示を要求

関東地方整備局が1都5県に事業費増額（概算上限額800億円）の

内訳の提示

（1都5県が合同で調査を行うことを決定）

1都5県合同調査①書面調査（関東地方整備局に意見・質問）

（関東地方整備局から回答）

5月20日

・ 5月25日

5月30日

・ 6月16日

～17日 ［|ご麓菫臺壼蕊墨臺ゞ
1都5県合同調査②現地調査

1都5県合同調査③関東地方整備局に再確認事項の照会

関東地方整備局から事業費増額（仮精査額720億円）の提示

1都5県合同調査④事業費増額（仮精査額720億円）の確認

関東地方整備局が「第5回基本計画変更（案)」の公表

1都5県合同調査⑤「第5回基本計画変更（案)」の確認

八シ場ダムエ事事務所での書類

）
確認

・ 6月27日

・ 6月28日

・ 7月8日

・ 8月12日

8月15日
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3.合同調査①(書面調査）

平成28年4月28日（木）、 1都5県は、関東地方整備局から八シ場ダム建設事業費

4600億円を概算で5400億円に増額（概算上限額800億円）せざるを得ないと

の提示を受けた（別添資料1）。

1都5県としては、事業費の増額提示は極めて遺憾であるが、増額が真にやむを得な

いものかを早急に確認するため、速やかに増額の内訳及び根拠を明らかにするよう求め

た。

5月20日（金）に関東地方整備局から詳細内訳の提示を受けたため（別添資料2）、

1都5県は、第2回以降の基本計画変更時と同様、合同で調査を行うことを決定し、次

のとおり意見・質問を集約し、関東地方整備局に回答を求めた。

（1）意見・質問日

平成28年5月25日（水）

（2）回答日

平成28年5月30日（月）

（3）意見・質問と回答内容

69項目（別添資料3）

〔質問項目〕

・第4回基本計画変更時に各都県が付した意見への対処内容

・公共工事関連単価の変化についての考え方

・埋蔵文化財発掘調査及び付替鉄道に係る関係機関との協議内容

・地すべり等安全対策の検討内容等
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4.合同調査②(現地調査）

書面調査で得られた情報を基に、現地において八シ場ダムエ事事務所の職員からのヒ

アリングと関係資料の確認、建設現場の状況について確認した。

なお、調査範囲が広範に渡るため、1都5県の職員（24名）を4班（各6名）に分け、

班ごとに担当分野を決め、次のとおり調査を実施した。

（1）調査日 平成28年6月16日（木）及び6月17日（金）

（2）場 所 国士交通省関東地方整備局八シ場ダムエ事事務所会議室

八シ場ダム建設現場

（3）確認者と対応者

確認者（1都5県職員24名）

4

担当分野 都県名 所属名 役 職 氏 名

班1

事
業
管
理
・
物
価
等

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

士木部河川課

県士整備部砂防水資源課

企画部地域政策課

企業局水道企画課

県土整備部河川整備課

建設局河川部計画課

係長

課長補佐

主幹

主査

班長

統括課長代理

滑川雅典

高山博行

一場裕之

若山宏

桐木靖

加賀屋博文

班2

ダ
ム
本
体
工
事
等

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

企画部水・士地計画課

県士整備部砂防水資源課

県土整備部河｝||課

県士整備部河川砂防課

総合企画部水政課

都市整備局都市づくり政策部
広域調整課

課長補佐

係長

主幹

主査

副主幹

統括課長代理

今井和敏

水沼孝恵

島田陽一郎

寸田英利

花川正人

高津治

班3

代
替
地
安
全
対
策
等

地
す
べ
り
対
策
。

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

土木部河川課

県士整備部河j||課

県士整備部特定ダム対策課

県士整備部河川砂防課

総合企画部水政課

水道局総務部施設計画課

技師

主任

主幹

副課長

副主幹

課長代理

宮本浩樹

伊藤壮大

松沢泰之

長谷部進一

田畑啓介

植田 誠



対応者（八シ場ダム工事事務所職員4名ほか）

（4）調査結果

担当分野ごとに事業費変更にかかる増額要因等について、対応が必要となった経緯、

対応策の検討内容、関係者との協議状況、事業費算定の考え方等を、八シ場ダムエ事事

務所の職員から直接ヒアリングを行うとともに関係資料等を確認したが、精査中とされ

た項目を除き、不適切と判断できる事実は確認されなかった（詳細は別添資料4のとお

り)。

また、 5月30日の書面調査の回答後の平成28年6月2日に、消費税率の10％へ

の改定を平成31年10月まで延期することが閣議決定されたことから、今回の事業費

変更に反映しない旨の説明があり、修正されたことを確認した。

さらに､現地の状況についても確認を行うとともに､これまでのコスト縮減の取組み、

全体工程についても確認を行った。

なお、現地調査時において精査中とされた項目については、再確認事項として別途関

東地方整備局に回答を求めることとした（合同調査③)。
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担当分野 都県名 所属名 役 職 氏 名

班4

関
係
機
関
と
の
調
整
等

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

企画部水・土地計画課

県土整備部砂防水資源課

県士整備部特定ダム対策課

企画財政部土地水政策課

県士整備部河川整備課

建設局河川部計画課

係長

主幹兼課長

補佐(総括）

生活再建対策

主監

副課長

副主査

主任

関 宏二

石井重雄

八木寿一郎

稲場康仁

大)'’ 一正

永井友梨

担当分野 役職 ・ 氏名

1班事業管理・公共工事関連単価等 工務課長・小平剛弘ほか担当職員

2班ダム本体工事等 本体推進室長・徳添桂一ほか担当職員

3班地すべり対策・代替地安全対策等 調査設計課長・藤原康宏ほか担当職員

4班関係機関との調整等 事業計画課長・塩谷浩ほか担当職員



八シ場ダム工事事務所会議室内でのヒアリング（6月16日、17日）
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本体基礎掘削状況の確認 埋蔵文化財発掘調査現場の確認（下湯原遺跡）

八シ場ダム建設現場での現地確認（6月17日）

5合同調査③(再確認事項の照会）

現地調査時において精査中とされた事項について、次のとおり関東地方整備局へ

認の照会を行った。

（1）照会日

平成28年6月27日（月）

（2）再確認事項

。最新値（平成28年6月データ）を踏まえた今後の公共工事関連単価の上昇分

・貯水池内の樹木の伐採範囲

・水没区間内の旧JR施設の撤去範囲

‘その他のコスト縮減

次のとおり関東地方整備局へ再確

6



6.合同調査④(仮精査内容の確認）

平成28年6月28日（火）、 1都5県は、関東地方整備局から増額要因を精査した結

果、現時点で5320億円（720億円増額）になるとの提示を受けた（別添資料5)。

これを受け、次のとおり仮精査内容の確認を行った。

（1）日 時 平成28年7月8日（金）

（2）場 所 国士交通省関東地方整備局河川部会議室

（3）確認者と説明者

確認者（1都5県職員8名）

説明者（関東地方整備局職員3名）

関東地方整備局河川部古市広域水管理官

関東地方整備局河川部河川計画課石田課長補佐

関東地方整備局河川部河川計画課大野建設専門官

（4）確認結果

関東地方整備局の職員から直接ヒアリングを行うとともに､関係資料等を確認したが、

不適切と判断できる事実は確認されなかった（詳細は別添資料6のとおり)。

公共工事関連単価の上昇分については、最新の平成28年データを使用して精査を行

ったこと、貯水池内の樹木の伐採範囲については全伐採から選択伐採にしたこと、水没

区間内の旧JR施設は一部を存置することとしたことなどにより、増額が80億円縮減

されたことを確認した。

また、関東地方整備局が、その他の増額要因及びコスト縮減要因について、確定に向

け引き続き精査を進めることを確認した。

7

都県名 所 属 役 職 氏 名

茨城県 企画部水・土地計画課 課長補佐 今井和敏

栃木県 県士整備部砂防水資源課 課長補佐 高山博行

群馬県 企画部地域政策課 主幹 一場裕之

埼玉県 企画財政部土地水政策課 副課長 稲場康仁

千葉県
総合企画部水政課

県土整備部河川整備課

副主幹

班長

田畑啓介

桐木靖

東京都

都市整備局都市づくり政策部
広域調整課

水道局総務部施設計画課

統括課長代理

課長代理

高津治

植田 誠
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仮精査内容の確認（7月8日）

7合同調査⑤(｢第5回基本計画変更(案)｣の確認）

平成28年8月12日（金）、関東地方整備局は「八シ場ダムの建設に関する基本計画

の変更について」を公表するとともに、同日に開催された関東地方整備局事業評価監視

委員会に基本計画の変更内容等を報告した（別添資料7)。

これを受け、1都5県は、合同調査④で確認した仮精査内容からの変更の有無につい

て確認を行った。

確認結果

平成28年8月15日（月）､上記「八シ場ダムの建設に関する基本計画の変更案につ

いて」の内容は、合同調査④で確認した仮精査内容と同内容であることを確認した。

8



8．合同調査結果(項目別）

（1）増額要因の調査

1）社会状況の変化に係る要因

1 ． 1 耐震化による変更

「大規模地震に対する耐震性能照査指針（案）・同解説」等に基づき、「東北地方太

平洋沖地震等の地震波形」を考慮して、ゲート部等の耐震性能を照査したところ、門

柱部について対策が必要となる可能性があることを確認した。

また、変更内容及び増額分の算定方法を確認したが、不適切と判断できる事実は確

認できなかった。

1 ．2関係機関との調整等による変更（埋蔵文化財対応など）

1 ．2．1 埋蔵文化財の試掘結果を踏まえた調査範囲の拡大に伴う増

群馬県教育委員会と締結した協定書に基づき、調査範囲、調査費を定めて実施して

いること、埋蔵文化財実施範囲の拡大による増分は、これまでの実績を踏まえて今後

の費用を算出していることを確認した。

また、変更内容、増額分の算定方法を確認したが、不適切と判断できる事実は確認

できなかった。

1 ． 2．2事業者等関係機関との調整による構造や施行計画の見直しによる増

（付替鉄道）

PCBが含まれる電気機器の処分方法や費用負担者については、第4回基本計画変

更時には決定していなかったことを確認した。

また、旧鉄道敷のレール、枕木等の処分について、 JR等との協議経緯、処分の内

容、処分費の増額分の算定方法を確認したが、不適切と判断できる事実は確認できな

かった。

（景勝地の保全）

名勝吾妻峡にダムを建設するため、文化財保護法に基づく協議により、平成19年

1月に文化庁長官から景観に係る条件が付されたことを受け、学識経験者等で構成す

る委員会を設置し、平成25年度以降にダム本体等のデザインを修正したことを確認

した。

また、変更内容及び増額分の算定方法を確認したが、不適切と判断できる事実は確

認できなかった。

2）地すべり等安全対策に係る要因

2．1 地すべり等の安全対策による変更

2．1 ． 1 湛水に伴う地すべり等の対策費の増

平成21年7月に「貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指針（案）・同解

説」が策定されたが、ダム検証により検証期間中は新たな段階に対応するための調査

が実施できなかったこと、ダム検証後に調査を再開し、専門家の意見を聴きながら精
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査を行ったところ6箇所で対策工が必要となったことを確認した。

また、第4回基本計画変更時には、ダム検証によりボーリング調査、解析・対策工

の必要性の評価が終了しておらず、対策工法の有無等が未確定であったことから、 4

600億円には計上されていないことを確認した。

ボーリング調査等の結果及び増額分の算定方法を確認したが、不適切と半||断できる

事実は確認できなかった。

2．1 ． 2湛水に伴う代替地地区の安全対策費の増

湛水に伴う代替地地区の安全対策は、平成18年改正の宅地造成等規制法に基づき

必要となったもので、平成16年の第2回基本計画変更時には計上していないことを

確認した。

また、平成18年の法改正後遅滞なく検討を行っていたが、ダム検証により検証期

間中は新たな段階に対応するための調査が実施できなかったこと、ダム検証後に専門

家の意見を聴きながら安定計算を行ったところ、 5箇所で対策工が必要となったこと

を確認した。

さらに、第4回基本計画変更時には、ダム検証によりボーリング調査、解析・対策

工の必要性の評価が実施できず、調査が概査レベルで対策の有無等が未確定であった

ことから、 4600億円には計上されていないことを確認した。

ボーリング調査等の結果及び増額分の算定方法を確認したが、不適切と判断できる

事実は確認できなかった。

3）現地状況の変化に係る要因

3．1 地質条件の明確化等による変更

3．1 ． 1現地地質条件の変更等による増

（本体掘肖llにおける土質区分の変更等）

ダム本体の基礎掘削が進捗し、掘肖ll面の地質状況が事前のボーリング調査に基づく

当初想定と比較し硬い岩石の割合が多く、本体掘削の土質区分の割合を変更している

こと、及び除去が必要な弱層部が当初想定より広く分布し、追加掘削及びこれに伴う

ダム本体のコンクリート量等が増加することを確認した。

また、検討内容及び増額分の算定方法を確認したが、不適切と判断できる事実は確

認できなかった。

（本体掘肖llにおける土質区分の変更等（グラウチング))

ダム本体の基礎掘削の進捗に伴い、弱層部の範囲が想定より拡大していることから

コンソリデーショングラウチングの施工範囲の見直しが必要となったこと等を確認し

た。

また、検討内容及び増額分の算定方法を確認したが、不適切と判断できる事実は確

認できなかった。

（貯水池伐採範囲の精査）

他ダムにおいて平成27年度の出水等で生じた事例（枯死木の表出、存置樹木の腐

敗による悪臭、船舶航行の障害）を踏まえて、必要最小限の伐採範囲を設定したこと
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を確認した。

また、検討内容及び増額分の算定方法を確認したが、不適切と判断できる事実は確

認できなかった。

（地すべり対策等の支障となる水没橋梁の撤去）

平成27年度までに地すべり対策の検討が進み、対策箇所が増加し、その施工に支

障となるなど水没橋梁の撤去が必要となったことを確認した。

．また、検討内容及び増額分の算定方法を確認したが、不適切と判断できる事実は確

認できなかった。

（骨材プラントヤード基礎地盤の土質改良）

骨材プラントヤードは、造成工事に着手し軟弱土が判明した平成25年9月時点で

は、他の候補地を選定することが困難であったこと、事前ボーリング調査の結果から

は、土質改良が必要な地盤であると判断できなかったこと、対策工については、土質

改良と購入士による盛土の比較等を行っていることを確認した。

また、検討内容及び増額分の算定方法を確認したが、不適切と判断できる事実は確

認できなかった。

（水理模型実験による減勢工の変更）

水理模型実験は､｢河川砂防技術基準設計編｣に基づき､平成19年から開始したが、

ダム検証のため一時休止となり、平成25年に再開し、平成27年3月に最終的な報

告書が取りまとめられたことを確認した。この結果を基に、減勢工の構造の見直しが

必要となったことを確認した。

また、検討内容及び増額分の算定方法を確認したが、不適切と判断できる事実は確

認できなかった。

（建設副産物（脱水ケーキ）の処分）

骨材製造設備やダムサイト濁水処理設備から発生する脱水ケーキについては､当初、

盛土材への利用を予定していたが、他ダムの実績を参考に環境基準値を超過した場合

を想定し、産業廃棄物としての処分費用を追加計上したことを確認した。

また、検討内容及び増額分の算定方法を確認したが、不適切と判断できる事実は確

認できなかった。

（町道工事における現地精査に伴う構造の変更）

旅館等の移転後の平成26年1月にボーリング調査を実施したところ、推定岩盤線

が当初想定よりも深いことが判明したため、平成27年度に詳細設計を実施し、工法

変更の必要が生じたことを確認した。

また、工法比較等の検討内容及び増額分の算定方法を確認したが、不適切と判断で

きる事実は確認できなかった。

（管理設備計画の精査による変更）

非常用発電設備は、「電気通信施設設計要領・同解説（平成25年度版)」に基づき

増設されること、放流警報設備は、「ダム放流警報システム計画・設計指針（案）・同

解説（平成23年4月)」に基づき警報局が追加されることを確認した。

管理棟は、他ダムの実例を踏まえ、必要な施設内容としていたものを、学識経験者

等をメンバーとした「八シ場ダム環境デザインに関する検討会」の意見を踏まえ平成
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28年5月に変更したことを確認した。

また、検討内容及び増額分の算定方法を確認したが、不適切と判断できる事実は確

認できなかった。

（盛土材調達の計画変更）

現計画では他事業からの発生土を受入れることを想定していたが、土砂の受け入れ

段階になり、近隣自治体等からの受入調整をしたが、受土の時期に合う事業が見当た

らず別途土砂の確保が必要となったこと、新たに採取する土砂は盛土の安定性が確保

できる材料であることを確認した。

また､他事業との調整状況､調達先の検討内容及び増額分の算定方法を確認したが、

不適切と判断できる事実は確認できなかった。

（代替地の基盤整備内容の具体化による変更）

平成28年4月に東・中村地区及び小倉地区の土地利用計画が具体化したことを受

け、東・中村地区では盛土法先部の地盤改良の追加、小倉地区では重力式擁壁の延長

の増が必要となったことを確認した。

また、検討内容及び増額分の算定方法を確認したが、不適切と判断できる事実は確

認できなかった。

3．2用地取得難航等による変更

3．2．1 用地制約に伴う運搬ルート変更等による増

（本体工事における用地交渉に伴う運搬経路の変更）

ダム掘肖||残士は近隣代替地の二次盛土で有効利用する計画であったが、用地交渉の

遅れにより、本体工事の掘削スケジュールとのズレが生じ、残土搬出先の変更が生じ

たこと、運搬ルートの変更に伴い道路の拡幅や橋梁の補強が必要となったことを確認

した。

また、検討内容及び増額分の算定方法を確認したが、不適切と判断できる事実は確

認できなかった。

（用地交渉難航に伴う裁決申請図書作成等）

未取得用地について、土地収用法に基づく立ち入り調査（士地測量、立木調査等)、

裁決申請図書の作成が必要となったことを確認した。

また、増額分の算定方法を確認したが、不適切と判断できる事実は確認できなかっ

た。

4）自然災害に係る要因等

4．1 洪水や大雪対応による変更

洪水や大雪対応による変更は、過去の事例や対応した実績の費用に基づくものであ

ることを確認した。

また、検討内容及び増額分の算定方法を確認したが、不適切と判断できる事実は確

認できなかった。
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5）社会経済的要因

5．1 公共工事関連単価の変化等

（公共工事関連単価の変化）

平成25年度から平成27年度までは、各年度の公共工事関連単価の変化分につい

て、第4回基本計画変更後から当該年度までの労務単価、資材単価、機械経費の平均

上昇率を用いて算出していること、平成28年度以降は、平成25年度から平成28

年度までの上昇傾向が今後も続くと想定し算出していることを確認した。

上昇率の高い労務単価は、平成24年度に対して平成27年度は実績で約1． 3倍

となっていること､平成31年度は約1．5倍になると想定していることを確認した。

また、算定方法及び根拠資料を確認したが、不適切と判断できる事実は確認できな

かった。

（一般管理費等の改定による変更）

平成27年度の土木工事積算基準等の改定により、一般管理費等率や現場管理費率

等が引き上げられていることを確認した。

今後の見込み額については、今後実施予定の工事と類似した実施済工事の事例をも

とに算定していることを確認した。

また、算定方法及び根拠資料を確認したが、不適切と判断できる事実は確認できな

かった。

5．2 消費税率の変更

平成26年4月から消費税率が8％へ引き上げされたことによる増額であることを

確認するとともに、平成29年度に予定されていた消費税率の10％への引き上げが

延期されたことに伴い、その増額分は計上されていないことを確認した。

また、算定方法及び根拠資料を確認したが、不適切と判断できる事実は確認できな

かった。

（2）コスト縮減額及びその充当先の調査

第4回基本計画変更後のコスト縮減額は､約57億円であることを確認するとともに、

コスト縮減額については、付替町道の構造変更に伴う測量設計費や補償工事費等の追加

工事等に充当されていること、また、それらの追加工事等は事業を進めていく上で必要

なものであることを確認した。

また、今後のコスト縮減見込額については、コスト管理等連絡協議会等で適時・適切

に報告するよう関東地方整備局に要請した。

なお、第4回基本計画変更からの増額に直接関わるものではないが、平成16年の第

2回基本計画変更時から平成26年度末までに総額約308億円のコスト縮減が図られ

てきたが、その縮減額はこれまでの事業進捗に必要な事業費に充当されてきたことにつ

いて、関東地方整備局から説明があった。

（3）全体工程の調査

各工程の進捗状況について、工程表及び全体事業計画図により説明を受け、残工事の
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内容を確認したところ、工事は順調に実施されていることを確認した。

また､工期延伸のリスクについて確認したところ､用地買収がほぼ完了していること、

土地収用法に基づく事業認定告示があったこと、埋蔵文化財調査が試験湛水前に完了す

る予定であること等から､関東地方整備局が工期内完成に向け取り組んでいることを確

認した。

(4)会計検査受検状況

直近では、平成27年5月に会計検査を受検し、指摘事項等はないことを確認した。
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9.合同調査結果(総括）

平成28年4月28日、関東地方整備局から八シ場ダム建設事業費4600億円を概

算で5400億円に増額（概算上限額800億円）せざるを得ないとの見込みが1都5

県に示された。

1都5県としては、事業費の増額提示は極めて遺憾であるが、八シ場ダムは、利根j|｜

流域の洪水被害の軽減と首都圏の都市用水の開発を目的とする極めて重要な施設である

ことから、増額がやむを得ないものか合同調査を行った。

合同調査は、平成28年5月25日から8月15日にわたり実施し、関東地方整備局

に対する書面等での内容確認、八シ場ダムエ事事務所での各種書類の確認、建設現場の

確認などにより増額内容、理由、金額の妥当性の確認を行った。

その結果、今回の増額は、公共工事関連単価の変化、消費税率の変更、関係機関との

調整､地質条件等の明確化や地すべり等安全対策の変更等が要因であることを確認した。

また、関東地方整備局は、平成25年の第4回基本計画の変更後に約57億円のコス

ト縮減を図ってきたが､その財源も既に必要な追加工事等に充当されてきた｡そのため、

今回の増額要因に対しては事業費の増額で対応せざるを得ず、都県による再確認事項の

照会後、国が提示した事業費5320億円（720億円の増額）はやむを得ないもので

あることを確認した。

なお、八シ場ダムは、治水及び利水上極めて重要な施設であることから、早期の効果

発現が必要不可欠である｡そのため、工期延伸のリスクについても確認を行った結果、

工期内完成が見込まれることを確認した。

10.今後の留意事項

（1）事業費の圧縮に向けて、関東地方整備局に対し更なるコスト縮減を求めていく。

（2）関東地方整備局に対し、コスト管理等連絡協議会の場を活用して､事業の進捗状況、

コスト縮減の実施状況、残事業を含めた全体事業の管理状況等について、適時・適切

に報告するよう求めていく。

（3）八シ場ダムの効果を早期に発現するよう、関東地方整備局に対し平成31年度の工

期厳守を求めていく。
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】編資【 料
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平成28年4月28日（木）に関東地方整備局から

提示された概算額800億円の資料
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精査中

事業費の主な増要因(案）

※合計額については､四捨五入の関係で一致しないことがあります。

※項目の金額については､精査中です。

※上表の増額は､今後のコスト縮減を見込んだ上での額です。

21

増要因
増額

(上限値）
比率

1．社会状況の変化に係る要因

1．1耐震化による変更

1．2関係機関との調整等による変更(埋蔵文化財対応など）

105

5

100

12.6％

0.4％

12.3％

2.地すべり等安全対策に係る要因

ETEすべり等安全対策による変更

140

140

17.6％

17.6％

3.現地状況の変化に係る要因

’3．1地質条件の明確化等による変更

E豆南亜取得難航等による変更

225

215

10

28.3％

26.7％

1.6％

4.自然災害に係る要因等

4．1洪水や大雪対応による変更

15

15

1.7％

1.7％

5.社会経済的要因

5．1公共工事関連単価の変化等

5 2消費税率の変更

315

265

50

39.8％

33.7％

6.2％

合計 800 100.0％



平成28年5月20日（金）に関東地方整備局から

提示された概算額800億円の詳細内訳資料
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資料A
■｡

精査中
八ｼ場ダム建設事業総事業費内訳(案）

《全頚;百万円》

呪叶画順薬賓
（組み終え）

変諏蓉l刃鯖交中の事案費
（上限値）

平成26年直哉で 平成27年唾以降
項 畑ロ 工柏 掴別 、剛 外的蕊因 備發

増顛合計(上図価）
←上■▲■一一一一△

口今争『~｡■ ＝』一一.ﾏ．1．社会検現の

変化に係る茎
国

a地すべり等
安全対策に係

る要因

3.理地状況の
淀化に侭る憂

国

4．自然災害に
係る要因等

数並 単位 数量宝剛 単価

〔千円〉

金飢 数量 金隠単価

〔〒円）

数量 単位l金叡 心．1全戸エ卒

関湿阜個の認世
尊

5．Z澗叉洩軍
の穿事

建設受 78-8161 式 427.47 1 ﾕ62.399 式1 144．156 509貢騨 14.057 152 31-85フ 492810－111 Z2－641 26928

工事長 式 qﾊ ﾛ駒1 1 58.520 式［ qqツq、 157.810 59-455 コア鵠 21.7卯 1昌21 25.482 21．552 3．9301 9－308

寺

I罪員
■

式江 74‘8鋤1． 41.9慨 76.“1I 1 w側詞貝 43‘502 19407 耐ag4916 8308 T4:B伽 ロ 証DZ3

堤休工

醒湿王

＊体掘削

グラウト

堤体エ

閉窓エ

付属エ幕

＊体掘削

グラウト、

堤体工

闘窺工

付属エ部

式［ 31．．73 1 5.099 46P428 式1 52.529 2M邪 597 ﾛ.4池 12089 10‘276 1-81211 耐

鋤0 I‘250 390 礼フフR 1.250 随I 330 1－311 5Z 52、
０

聖 ロ 、 0 39 13、

現地地頁条件の麦更等による埴【本体掘削l署拍ける土寅区分の交更等）
現地地買条件の変更尋による地(木舞均迦実験lこよる減勢工の変更）
現地地風条件の変更零による過(骨材プﾗﾝﾄﾔｰド基礎地墜の土買改良〕
用地制約に伴う蓮澱ルート変更等による増〔＊体エ事における用地交渉に伴う蓮擬経路の変更〉

704-000 m3 1,.393 168.421 26 4－721 672647 20 83.511 B41.0棚 m3 18－231 フーg:1m 、 、 3.893 0 3.055 3.41E 539

E7.200 3△119 0 70.370 現地地鷺条件の変更樺による過【本体提剤における土質区分の変更簿(グラウテング)〉0 72 5.0魂 70-370 5.0罰 1－917 299 @ 1-81, 1.4帳 20ｺ、 0 0、

大規楓池■に対する耐奮健能窒委による変更
亭案我再隅曝撞闘との隣室による柄遼や矩エ附圏の見直しによる埴(景劃埴の保全）
劃地地質条件の変更写による増【譲蜂副琵翰(鯉水ケーキ)の処分）
裂飽地質粂件の交更亨による増(永理楓型冥験による減勢工の変更》

911．0“ m3 15.688 0 70 1.,9.814 25 25.400 1.m9-814 10-792m3 264EO 41国 C 4.297 0 6076 5.077 1岬

江1 764 1 50 1.0M 式 1，64 300 、 0 ﾛ 面 3，0 260 40

式 率菜宥野I闘畷捜間との澗墜による構壷や施工計画の見直しによる増(景圏地の保全）I5n 0 0 式& 406 I 406 25m 168 ５ 0 8B 70 1フ世

放流殴戯 式 5.257 式73 I 5.795 5.B28 10572 1,572 2鞠1 、 0 厄 1.328iO

純工事 式 38‘204 35.7訓 23‘248 式1 1 58.”9 ”､775 6.39b ０ 5｡746 4J79 968331 8.306

井桁ブロック 1.99, 10．519 1-990 5．286 10‘519 、 ロ 1．99， 10．519 0 ロ 0 ロ0 0 0 、』､ 、

重力式腕堅 現地地質桑件の変更等による増(代蚕地の共鯰辱鹸内容の具体化によ異童画）1.991 8.555 1-ng1 3．202 6.555 20, 10-255 2．091 2.191 侭侭nF 2.051 0 1.60フ 0 4441 350 83ロ｢両 、

麗岸腕騒 理6 4－10E 5BLgD1 3.410 901.938 基I 4.311I 902 E 204 C 脚 ６ ロ 2“ 16G 39

防災ダム 42 至 5-部2 13t_87241 5-407 1 275.5把 27フ 基 5-58342 71 ５ ０ 囚 71 60 11【0

演路工 ﾖ.7461 m 8.050 5.906 1.119 7.728 2.8“ 完紙器舌必埣の奏重毒1二､;gろ鐘(露士村濁逮の計画委壷）ZO59 5.84フ 9．746 姉1 13.詞5 応梶調 MOI 1.54 247C E 4‐124 0

原石山巌土処理 69.400 現地地質幾件の壷更等による麹(本体圏R1lにおける土質区分の変更零）m2 ロロ』 0 0 103.146 20 2．071 1p3.146 2.071 1.177 ０ 0 6駒 0 518 436 83、2

鰐
本体沈砺

地珊対策

保眼 10.3oロ 率纂者導孤係嬢閥との函室による禰避や旗工肘圃の見直しによる増《量懲地の保全）m2 162 、 1,3｡、0 61 632 ０
１

－

０３＆０ m2 632 470 331 0 139 1166 ０
－
０

23

式 2‘304 猶水に伴う地すぺり評の封緊費の蝋1 1 2各113 11-469 式 13.582 11.278蝉
、

0 3‘308 〃.9，9 2.488 48231

I U
句■－

一

’@堀 I
ご
●

毒l 1 式 ■－ 0
・
０
一

９５管理説僻目管理説僻目 1:808
卓
０ 4駁1測90 【リ １ 1 式 証09田 110” 腹6§

式 現地地質染件の変更等による増《管理股傭計画の鯛壷による壷璽］1 44フ 式 135』 51ID '6 １ 1－354 1 007 0 ロ 657 01 250 199

鴎
浦繊宙(退

覆賦帥謹

愈気敗俄

捜陵固･放蚕鰯微睡費） 武 現地地質条件の変更幕による増《霊姓国ﾊﾅ画の繍壷による変更）545 蓑 139I ０ 、
q

l gB9 99白 4鴎 272 01 182 &21 0 、

灼樋 式 425 0 946
一
ユ’ ロ 1 1 546 621 0 0 0 121 92 2ユ0

式 理地地質粂件の査更等による鐘《誓理腫閥針画の鯛交による置更）1 74 、 1 式0 200 1 2” 129 0 91 0 35 Z6 【98

二！
血 ご

塑必16
q

鰯.992仮随箇笠 ｜ ’式 ﾌﾜ、丞 1 1 I昼519 1 胴汀51 1 ・式 3E377 14.34B 5月87 4-707、 婚2 781

ダム用仮殴蜘 式 5.2Z9 式1 1 435 １ 6．196 1回1醜 2391 5-632 8-402 0 0 0 0 1．402

埋退文化財の試圃轄果を訟憲えた閥壷範囲の拡大に伴う墹
事案看導隅係樫閲との閥室による禍遼や施エ叶皿の見血しによる畑(付替鉄道）
現地地質鑑件の吏更等による畑(貯水池住樫唾囲の精壷）
現地池貝象件の交更零による増(地すべり対扇導に支障となる水没横梁の撤去）
今後の洪水や大曾対応等による砲

堅垂.q1,蜂ご賦与mlmJ;W

エ早閲加藤《斬段》

エ畢川退蹄【現頑匝9即エ畢川退蹄【現頑匝9即

践鍔竺些
エ事、荊醗噺股)

1.9” 1‘937 22374．991 4-.72 梱‘540 1.937 17.920 5.992 152 4.069 $.529p 12.92m 2－816 0 目4，111 、

工事用魁力智

丘7” 1.76301－809 6.700 11.gn9 6.700 11‘825Iq 1ビ 16 0 ， 16 14 ２、 。 ID、

ｰ I■■0 ｜
｜

囮
０
口0 ’ 00 0 0 0 ﾛ ， 0’

’
１
１

－－ゴー

85422 424

大規模地盆に対する言in垂員蚕によ象客車
埋蔵文化財の陵駕銚思寺銭まえた頑査範囲の位大に伴う財
事実者専凹優機関との瞬整による楓造や施工叶固の見直しによる蛍(畳襲地の保全》
潅水に伴う地すべり毒の対震寅の増‘ 、
溢水に伴う代樫'@地区の安全封策愛の増
用地劇的に伴う琿潴ルード輩更等にまる財(用地文妙跳航に伴う戯洪亀鯖図書作薩等）

郵畳獅計言郵畳獅計言 式１
－

75.45？ 1 ”・躯4 式11A5” 1 0.961 5‐696 1垈妬5 49 2.749

2二一一一一一一

ツ罰ツ員0

１
画

一
一用地受亙び補償喪用地受及び棉慣愛

驍票唾二二
用地受及び補償頁

襖償エ事費

式1 250‘594 31ig油 式I． 2Z7B73 1 q
I 259訓2 4且203 。‘3“ 7．”7 516n－11R 6go 811 0

鼬’ 1
・

館

■

■

『

６

0
1

－

0’ M ⑩
＄

ﾔ

ト 、0式 122､蝿7 1叩445 19"03 式 一I 12Z漁ヌ T 01 0 0

藍一

勺､

－

１

釦

’ 1
凸
会
Ｈ
写

■
企
図
哩

口
俸
内
》

武 128‘813 122J907 認 3幻43 2.027 5181 1句 1麺 135930 9J118 ｜ 鋤263 帥1
■

１

事実考耳関係糎閏との閥婁による櫓造や施工叶回の見直しによる遜〔付智鍵布〕10－．9ロ ｺｱ‘574 10.38, ｡6.784 1.7B7 5コ， 1，．コ90 38.570 997 572 0 4Z4 371、1 【q ０、

39．80ヨ1aB40 1ローg4D ．R 偶フ月 C 269 75 1コ10－m40 39－89コ 肋 ロ 0 0 、 BG、 、

11,972 11．59538．177 36．6羽 277 1.879 11．972 .9－70m 5．1 455 フ65．1 0 0 0 0胴 、

25.5“ 12.257 17．430 1口570 aq7ロ 19_ﾌ59 1gZ5 3749.IB9 25答500 7.501 105 4.283 gll 『 9ツ回、、 、

1 | ｡ 116認 １
』
Ｊ
士 12 p ・0一

一
｜
》

皇活再迩対策費皇活再迩対策費

鉛囎及び槻械梗副長

事栗車両戎

式 I C ’01･鋤4 式 1:6341 0 、
谷

Ｐ

．PO

、

…･I洞 1式 地軸 式1 1 2bM7 1.972 27イ 幻4 561 3皇519 、 0 T F 間If上

~■■＃ 帥
４
吋
〃
，1式 1 ．0I 形 34 式 ５h 102 7 0 0 5 k

営珂･布舎饗 式 1 1 61 2上445 式2j387 70 2457 ９12 、 F ［ 12 に

ｌ
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1
1 0垂事跨費 ’ 5,254式1 28．909 24‘554 笠1 ロ 029.Rn風 0 ６

■
■
【
８
．

0

－1

不濁の事魁への贋え 式1 式 不謝の阜郎への償え0 １ p 1.1フ0 11170 OL1 1ﾕ17， 0 0 『 1.17C 【q
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14:O罰
一
州 l~- 26.gjj事某蓋 15G.能0 ’ 一狸2450.0“ 麺｡$40 割唖0 10.W’ 1.型2 31.8曲

※裁量､金製零にラ砥では鯖登

※現酢画事業受(組み替え)は平威25年度畳終のコスト管理表で示した総事案妥の内服.(平成28年3月のコスト管理等に関する連絡協胸会で擾示）
※平成26年皮までと平成27年座以降の金額については､平成27年12月末誌点の金甑.<平成28年3月のコスト管理等に関寸る連絡皿置舎で提示〕



資料B

精査中事業費の主な増要因(案）

(単位;億円）

’
増籠！

(上限値)’
1

資料c
侭o，

増要因 比率

1祉会状溌の変化に係愚要悶 101 1 12.6%

1．1甜鹿化による変更

|LL]大鱗陵鐘震に対霜溌謝轆照査による変更1．1．1大競膜錘露に対亨る溌露生龍照査による変更

3 Cさ4黙 No.1

恥

⑫ 6.鏑

12関係擬関との溺整等による変更(埋蔵文北財対応など） 98 1 12鍵

12．1鯉藤野と爵の議嬬篝采を踏菫えた調遥範囲の拡大に伴う麺 67 1 8－4艶 剥奪.2

12．2窮業者響溺係機関との繊整による構造や施工計画の見瀧し臆よる増12．2窮業者響溺係機関との繊整による構造や施工計画の見瀧し臆よる増 3］ 3"g製

’’ l
l
I

付替鉄道 趣
－
８

蝿
一
岬

28鴬

r－

t､畷 ’紫勝地の繰全紫勝地の繰全紫勝地の繰全
■■■■■■■

Z・地すべり等安全対策に係る要因

2．1地すべり簿安全対策による変更

’2.1ゞ’湛水に伴う地すべり等の対雛費の増
|2, '2"<に伴冒代椿趣錘謹の安全対策饗の増

2.1地すべり等安全対策による変更

'2.1ゞ’湛水に伴う地すべり等の対雛費の増
|2, '2"<に伴冒代穏趣錘謹の安全対策饗の増

2.1..1湛水に伴う地ｳｰくり等の対雛費の増

2.1.2潅水に伴う代椿趣錘謹の安全対策饗の増

1銅 1 17．錨

1 17．錨141

一
睡
睡

96 1 12&1%

I " i 5.5%

226 I 斑鼠3％3．現地状況の変化に係る要因

3.1堆質条件の明確化等による変更 214 ； 2息溺

3.1.1現地地震粂件の蕊更籍髄よる蝋 2蕊 ： 26.7熟

車体掘溌における土愛塵分の変吏等 5.1鷲41 側｡､7

本体捌柵塁おける土鴬極分の蕊蕊等(ゲﾗｳﾁﾝグ） 3 1 C今嬢 間⑨.8

貯水池伐擬範囲の糖壷 49 5.(蕊 牌o,9

地すべり鐡策等に支障となる水没橋梁の撤去 11 1.鑑 NC二10

像秘ブラントヤード韮礎鼈盤の土質改良

水理摸窒実裟による減勢工の褒更

韓側剛歳鈴縦水ケーキ》の蝿分

町遊工事龍おける郵世猜査に伴う鋳造の変更

2 i 0.2% 付｡､11

18 2.蕊 Nc-12

16 1 2.畷 I N･鰯'3

8 1 1.鱗 No-14

l
l
l

』

10 1 1．3％管理識総計衝の糠査;こよる喪更 No-15

塵土材認達の計醐変更 ｌ
ｌ
ｒ

5=2塾 ６
７

１

１

・
α

側
淵

4】

代替地の蕊舞鞍礁内審の具体化鐘よる変更代替地の蕊舞鞍礁内審の具体化鐘よる変更 16 ； 2.鰯

3.2購地取得難航等によ患漢更 13 1息％

3.2.1用地溌蕊iこ鐸う運議ルート変蕊零fこよる鐙 13 1－銭

’
本鮮動二譲騨瀞け惑溺懲籠雛に緋う運搬綴蹄の変更

簸地交琴謹鹸に伴う窪決難詰醗謬綜成鐸

鰹
一
砿

： 1－識
岸一一一一一
i a"

侭鰹幡

闘嘩､19
－

4"自然災害に係る要悶等 13 ： 3．7％

’
4.1洪水や大君鐡応による変更

14，1ユ今後嘩騨くや大雷慧志等に塞増4‘1．1今後嘩鐸や大雪慧塞等による増

I3 1 1.7粥
＆

1.霊 ｜隠毎20

鱒.蝿’

露
一
一
鋸霜社会経済的要溺

5－1公共工事関連単衡の変化嬢 263 i 337%

'5,薊‘’公共工率潤遮獺震鋤蕊匙
'5.1塵一般管謹費等の華：こよる変墜

5,曲．1公共工熊潤漣瀧艤鋤蕊繼

5．1．2－殺管謹費等の蕊毒こよる変墜

"7 i "" 崎
一
》
一
“

１
１

心

ワ●
ｰ一 2合鍵

5.諺淵費税率の変更5.諺淵費税率の変更 I s･"49

合醗 8U0 1 100"%

※合計額については､四捨五入の関係で一致しな原ごEが記9まず5
※項目の金額については電請査中です。
※上表の増額は､今後のコスト縮減を見込んだ上での篭です。
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資料C

精査中

事業費の主な増要因(案）
掴
の



’ 精査中

事業費 主な増要因(案）案要 （の
ユ■ 一

弓■ー

~I

1．1耐濃化蕊よる変更(大規模地震に対す愚耐震性能照査による変更)…(約3億円）

■本体関連構造物(ゲート部等)の耐震性能照査を実施したと蓮ろ､門柱部の補強対策が必要となる可能性がある
ことが確認されました。 このため､他ダムの事例をもとに､門柱部の鉄筋量の増加を想定し籍その必要額を計上
しました。

議語“

一電予詫莚

。
Ｉ

’
智伊

蕊 可

」
剣
１

“
。

(右岸）
I 騨

蕊
蕊
＃
斑
＃

鱗薫
一

写宣昌幽原ダム（
〃

ａ
４
１

Ｊ

ａ
４
Ｉ

〃
参考《耐震性能無査フロー》

戸

’ ’
1

⑳想定地震の選定ｒ
ノ

文献費料等の襄査・想定地溌の選定

夢レベル2地震動の設定
ゴー

《ご芒竺，
・想定地震による地震動の推定
※レベル2地震動の推定方法は、「ダム距離減衰式｜

を用いる経験釣方法によることを基本
H20年麿←周23年瘻『ダム距離減衰式｜改憲

り

面a－a

■辱…一一 ■■巧ち車一再

’
１
１3ダム本体の謝雲性能の穎査

綴形動的解折や撞蕩逼潅等を考慮した地燃応答解析
を実施し、静水機能が維持されることの確認や修復
方法等を検討

乙斗あみ一己○伊禰ゅ佇吾号令昌吐舎今学二号鼻■｡■、血b

鉄 ｌ
Ｉ ’

1
1

秒関運構造物等の議蕊性能の照査

･放流設艤のケート等の関連構造物に捜鰯が生じた
としてもダムの静水機能が維持されることを確認

1

門柱錦のコンクリート1m智当たりの緯鹸筋蛍

を増やし霜酎垂蛙範を確保します。ケート門柊齢
(鹸筋量の変更）
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詞
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堤体上流繭図
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事業費 主 要

蕊鯛圏鉛

蕊

Im

1．堂関係機関との調整等による変更(埋蔵文化財対応など〉

（埋蔵文化財の試掘結果を踏まえた調査範囲の拡大に伴う増)""｡(約67億円）

遷第4回基本計画変更以降の調査の進展及び新たな試掘結果を踏まえ､調査面積等が増大することとなりました。

■また､複数の地層から遺跡や出土品が発掘され､調査費用が増額している事例を踏まえ､既存の調査実績単価と
調査残面積から今後必要となる埋蔵文化財調査費用を見直しました。

－一

断面図(三平I遺跡）※複数の地賎から遺跡が発掘されたため､調査愛用が増加した事例 (三平I遺跡）
h
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一
団事業賛 主 案要因の

1．2関係機関との調整等による変更(埋蔵文化財対応など）
（事業者等関係機関との調整による構造や施工計画の見直しによる増(付替鉄道))…(約22億円）

■ 旧鉄道施設が水没した際の影響調査を実施したところ､枕木が防腐処理されていることが判明したため､関係機
関と調整し､水質の保全に万全を期すため､枕木等を撤去をすることとしました。

■また､PCBを含む電気機器については､旧鉄道施設の一部として引き渡しを受けていることから､処分費用を計
上しました。

○ポリ塩化ビフェニル《PCB》が含まれる電気機器については､関係法令にもとづき､一時的に保管後､適正に処分することとしています。
松

〆〆〆争.鯵~･"て’
旧長野原変電所内のPCBを含有する電気機器111凸

ま
ず

溌
豪、一込

、
『

、

、
い

』

一
口』“

蝿

唾騨琿

蝉■一R昏館

野劉 ー

込竺悲瀕
h

垂垂

川原潮温泉駅
二室一一

＝

ず ｛ﾊ隙蕩
。

ノ‐

｛5,600m

○枕木等については､廃棄物処理法にもとづき､適正に処理します。 枕木。線路等の撤去イメージ 3
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１

’ 精査

事業費の主な増 案）要悪
＝

’

1．2関係機関との調整等による変更(埋蔵文化財対応など） ‐
（事業者等関係機関との調整による構造や施工計画の見直しによる増(景勝地の保全)） （約8億円）ぜ■唾

名勝吾妻峡の景観の保全について､文化庁長官の回答を踏まえ､学識経験者等から構成される委員会に諮り
検討を進めた結果､周辺景観とダム等の構造物との調和を図るために､ダム堤体等の構造を一部変更する必
要が生じました”

■

○周辺景観とダム等の構造物との調和を図るために変更した主な項目
(参考）景観性に関わる評価項目(調和を図るための観点）
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１
１
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１
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１
１

ｉ
ｌ
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Ｉ

要素 ’ 樵溌塞慮の考え方鵠和の観点変更噸目 変更内容

無くすぐ毘えなくする）小さくする､揃える①ﾌーチング ．大きさを小さく､形状番同じ潟さに揃える

農観的なインパクト
を軽減

個々の蕊蕊に
藷わる事項

小さくする②ケート操作室《下流面） 小さくする
揃える

･幅､簡さを小さくする
｡ビアと擢陰形状を議える

朧かす
騨
斡 ぽかす③ゲート操作蜜〈上流鰯 ’形状{鷲丸み識●け駒《ぼかす）

揃える
関係性を整え､無秩
序な印象を与えない

ようにし､ダム蟻観
全体としての豊観的
影響を軽滅

．導流壁の幅をビアと幅を撤える 整える懇導流壁 要素同士の関

係に閥わる事
項

まとめる

１
１

揃える風塞獅露奮埋め潟し形状溌撚え愚縛堤体下部埋め戻し 整える

’
蕊える‘堤体上流面の法勾謡を揃える。

‘ゲート周りの法勾認をビアの外側まで選ばす(整える）
⑧ケート周りの法勾配 溶け込ませる

変更項目

4-8声■ 6ﾜも一

⑱ﾌーチング

動ケート操作室
(下流面〉

夢ケート操作室
(上流面）

醗躍諦睡

罰堤体下部
埋め戻し

eケート周りの
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事 な増要因(案）案要因

｜
’

1

2．1地すべり等安全対策による変更(湛水に伴う地すべり等の対策費の増)…(約96億円）

饗現計画では、平成21年に定められた新たな技術指針※に基づき､当時得られている情報等をもとに最大限の範
囲を想定し､地すべり等の対策費を事業費の外数として整理していました｡(従前から対策を予定していた3箇飯
は現計画に計上〉

■今般､専門家の意見を聴きながら地すべり等対策の必要な調査等を進めた結果､従前3箇所を含む6箇所鰯対
策が必要であることが判明したことから､必要な費用を事業費に計上しました。
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『~~..~..l ,未固緒堆積物斜面対霞工を必要とする可能性がある地区
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|地すべり対策（ｲﾒｰジ図)’
〆'全』ノ｜｜歩哩フー青ソハコジ久々漬 グ

地すべり土壌の末端部に盛土を行うこ
とにより‘龍すべり潮動力に抵読す患力
を増加させ､地すべりを防止

地すべり土塊の頭部の荷重を隙去す
ることにより地すべりの滑動力を低減さ
せ､地すべりを防止
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O新蕊指針磯の主な内騨
』.航空レーザー測量による地形判鱗の藷蕊向上
2高品質ポｰﾘﾝグによ認･くり面蕊定鰯糖度向上
3授蚤流解析によ蓬間隙氷唾の残識奉毎糖度向上

＆師

燕新たな指針I『貯水漣周辺の地すべり穂麦と対策に閥する技錆措針〈察>伺鱗鋭｣平成21年7月国土交通省河川局治水課 押さえ盛土工《イメー拶図〉排土工(イメージ図）
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一

事 費 増要因(案要因業 の主な主 ）

2.1地すべり等安全対策による変更(湛水に伴う代替地地区の安全対策費の増)…(約44億円）

■現計画では､平成18年に改正された宅地造成等規制法に定められた基準に従い、当時得られている情報等をも
とに最大限の範囲(5箇所)を想定し､代替地地区の安全対策費を事業費の外数として整理していました。

■今般､専門家の意見を聴きながら安全対策の必要な調査等を進めた結果､5箇所の安全対策が必要であること
が判明したことから､必要な費用を事業費に計上しました。

トー‐一安全対策（イメージ図）
白砂川

塾-=＝ ○代替地地区の安全対策一覧 智

杭を不動地錐まで貫入し､地すべり土塊
の滑勤力を杭で抑制し､地すべりを防止

“
血

杭工(イメージ図）

畿内にアンカーを定蒲させ､地すべり瀞
動力をアンカーの引張力で抑え､地すべ
りを防止
一

アンカーエ(イメージ図）

6

箱査中

Nob6

“

杭工

二二

アンカーエ



事 費業 の主なの 増要因(案）案 ［二画亙．

8.1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(本体掘削における土質区分の変更等>)…(約41億円）

■ダム本体の基礎掘肖11の進捗により､掘肖ﾘ面の詳細な地質情報が明らかとなり、当初想定より硬い岩石の割合が
多いことや､除去が必要な弱層部が想定より深かったことなどから､これらにかかる掘肖1費用等が増額となりま
した。

【断面図】 弱層部の追加掘削(左岸） (右岸）

例【A断面】

(ダム軸）
■

I

ll範囲

当初

追加

“
鋤

:垂、
〃1Lノ(上

Y I

※A断面を、右岸から左岸方向にみた図

※EL580mの断面を､真上から真下方向にみた図

冑い厩の枠獅が澄石の分布範囲

O実鶴の撰溌
券い範麗が臺石の分布範盟

量産

｜ 弱層部の分布状況岩石の分布状況
詞

精査中
司
会

」今

’

凡例岩石範囲

『一司：当初

に二コ§変更
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’

事業費 主 案因（ ’

3．1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(本体掘削における土質区分の変更等(グラウチング)))…(約3億円）

■ダム本体の基礎掘肖ﾘの進捗により､詳細な掘肖l1面の地質情報が明らかとなり､弱部補強及び遮水性の改良の
ためのコンソリデーショングラウチングを施工する範囲の見直しを行いました。

○コンソリデーショングラウチング範囲(弱部補強）

一
一

(左岸）“
『

一一一一一一一一一

i l※真上から真下方向を見た図面

【平面図】 凡例コンソリデーション

グラウチング範囲(弱部補強）

『ー可:当初
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8

緒査中

NC勤8

国軍

岳r ■
ー一

｜

仏

プ
ー

園
１
Ｊ
″
崎
李

ｊ
■
午
戸
口

ソロツク
ー

1
1

i
陀
甘

8

吋

f

1
句

帥

再

■■

巳 q■■■■

』Ｆ七ーノｈ倹坤ロ伊口６

:ク

ブ且』；
r言一

一

I ■■

ｰ

-F戸

■“

盃

ｑ
ｐｂ

③
Ｐ

Ｆ
－

唖 酷

斗彊茸

d
a

・毎 日

、
●

両 藩 |a‘
則
測

国
& ■

ユ,
、 〃

＆

門
ｒ

〆

凡

L p

T2‐ 3

1

冬

】



｜
｜

’

‐ママ、1一壱一凸産一一＝

＝＝

届アゴマX

一＝弓
~ぜ＝

｜糖査中 l

rm5刃司事業費の主な増 案要因(案）

－一一一一

‐1
3．1地質条件の明確化等による変更

（現地地質条件の変更等による増(貯水池伐採範囲の精査))…(約48億円）

■貯水池内の樹木伐採については､ダム管理上の観点から必要最低限の範囲とする計画としていましたが､悪臭

などの代替地周辺の環境及び船舶の通行等に影響があることが判明したため､伐採範囲の見直しを行いました｡I
○樹木の伐採範囲について

■■■|伐採面轆’ 伐採対象範囲
O樹木を存置した堪合の謀題

｜－伐採対象のｲﾒｰヅ ’ 他ダムの存渥した場合の状況

，枯死木は周辺道路から一部見える。
･出水後､水位が下がるとゴミや腐敗

木によって悪臭を発する。

卿残置樹木が支障となって流木処理
が行えない。

･管理上の問題として､船舶の通行
に支障が生じている。

‐‐

･近接する住民生活環境への影響大
｡観光査濃としての価値低下

．常時満水位以下を伐採｡流木止めより下流を対象
･常時満水位以下を全伐採

当初 約4ha

少艶麗漬撚煙
“
車

撫菫狐
583

－㎡詞P々電や種

変更

(追加
範囲）

･当初範囲に以下を追加

･流木止めより上流も対象
･常時満水位琢下を全伐採

約107ha :伐採封象

蟻 。

州i蘭蝿鵬

綴
八類ダム八

鞘鯵

塵蔓遡 夢＝
嚢11

夢｡、

畢毒 綴。
画■、 丑

唖｝

簿 圃・診課｛ン鍔。 辞土一 ■■■（当初)伐採範囲

､､曽､管-… ■■(変更)伐採範囲(追加範囲）

塁

9



｜糖査一中｜

「雨而司事業費の主な業費 主 案要因

3.1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(地すべり対策等に支障となる水没橋梁の撤去))…(約11億円）

■存置を予定していた水没する既設橋梁について､地すべり等対策の検討などが進捗し､施工の支障となること
が判明したこと等により､橋梁の撤去が必要となりました。

撤去橋梁の概要

“
鱒

＝喝

基
＝

p

＝

ー

房宰
Z

早 急式林地区代轡地今
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、亀に
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浪

横壁(未固結堆積物）

､鞠&G海嘗画…h冒偲湧捧楊琶、白岩沢(地すべり）
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I
事業費の主の 増要因な増要因(案）案

一

地質条件の明嬢化等による変更
(現地地質条件の変更等による増(骨材プラントヤード基礎地盤の土質改良))…(約重億門）

骨材プラントヤードの土地造成については､現地の地山の切土土砂を盛土材として流用することとしていました
が､地山の切土に一部軟弱土が含まれていたため､土質改良が必要となりました。

3．1

■

骨材プラントヤードの土地造成
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I鞭I鞭 骨材ブラントヤード空機 軟弱土の状態
弧Hmr

漣
＝よ夢

'一痒需
鶏

切土した土砂に軟弱な土砂が含まれており、
土砂の巡搬を可能とするため、土質改良を実
施し、盛土材に流川 腰

唾屈辱 F一

塁
一改良目標隙（コーン術数）

改良前：約200kN/m2"
畢

改良後8 M01<N/m2"'

驚需；
琴
？

(A寺A

霊冨
－句 輩画面

※1土地造成において漉切な土質改良を行えば
使用可能なもの

※2土地造成においてそのまま使用可能なもの
「建設発生土利用マニュアル{より

ザ ■■ 坤

･■＝垂君

軟弱±に生石灰を混合し土質を改良

(スタビライザを用いた固化剤(生石灰;の混合状況）

断前図

11
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精査中

事業 主 (案（要因の ’ No.12

－

3.1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(水理模型実験による減勢工の変更))…(約18億円）

灘水理模型実験により､放流水を減勢させるための構造の検討を進めた結果､減勢工構造の見直しが必要となり
ました。

○減勢工の見直し項目

’ ’見直し項目 見直し理由

1)側壁の形状 溌淵の磯定霧鬮的とし､逆流城を形成・増大させるため_側壁の形状を斜めに開いた形状とした
一一 一一一一 一

2)側壁の高さ 放流による浸食を受けない高さで、速い流速での越水を避ける高さ確保した
一一一 一一一

⑥シルの設髄 流況の安定を目的とし、強制的に跳水を発生させるためのシルを設置した
一 一 一

のブロックの設置 流況の安定を目的とし､強制的に流れのエネルギーを減勢させるブロック銭受置した
－－－ 一 一－

今
一

駒剛ダムの織上げ 流況の硬鐙巻目的とし、安定した跳水を発生させるための減勢池水位を確保するために副ダムを満上げした

1
L

’Ｉ
弧
蝿
部
Ｐ

１
１蕊－

~

ざ
』

鋤ブロックの股置型

Ｆ

６

且

溝上げ ’⑤副ダムのb-b'断面
勢シルの設置

砿

●

■ ■

’ 、

何捌壁の形状一
Ｆ

一
』

一一一二一一二．-、

べ
げ

~

、
右岸 左岸

｜

I

12



口 業費事業 の主な増要因(案）主な 要

3.1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(建設副産物(脱水ケーキ)の処分))…(約16億円）

■ダム本体工事に伴い骨材製造設備及びダムサイト濁水処理設備から発生する建設副産物(脱水ケーキ)につい
ては､盛土材への利用を予定していましたが､他ダムにおいて産業廃棄物として処理する割合が高いという実績
を踏まえ､八ｼ場ダムにおいても環境基準値を超過した場合を想定し､産業廃棄物としての処分費用を計上しま
した。

脱水ケーキ
ー享一

濁水処理設備
＆

一

や
樋

精査中



一一

費の主な増要因(案）案の主 要事業

3．1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(町道工事における現地精査に伴う構造の変更))…(約8億円）

■付替町道の一部区間において､ボーリングを実施したところ､推定岩盤線の位置が想定より深かったことから、当
初計画していた補強土壁工法から､他工法(鋼製桟道橋)に変更しました。

｜’

竃 ~潅k I
－

●推定岩盤線が当初想定していた深度よりも大幅に深い位置にある
、

●補強十壁乖法の 準（盛士高20m)を超えー

諺
蕊 仮設時の斜面対策が不要I●工法変更により掘削規模が減少するため、 こなる

侭
や

“

三診誤
匿罰通陞壁聖童 匿ヨ 鋼製桟道橋

廷＝

鐸騨〆

一戸領参一琴”
ノ 町道

潭爆蕊．..．
畷／

～

構造変更箇所一-二‘
菰

"嬢

構造変更箇所一-二‘
菰

"嬢

ーー

推定岩盤
【当初】

■iイ■iイ

憲撰鍵関識
必必

＝

14
1 1

糖査一中首
胃

NC,14



■ 事業費の主な増要因(案）な 案要因

3．1地質条件の明確化等による変更
(現地地質条件の変更等による増(管理設備計画の精査による変更))．．"(約10億円）

現計画では､他ダムの事例を参考にして必要な施設を見込んでいましたが､その後､東日本大震災後に改定され
た要領等に基づき具体的な検討を行った結果､非常用発電設備や放流警報設備の追加等が必要となりました。

■

－

－

【放流警報設備】

現地調査及び吾妻川の既往洪水を踏まえた放流警報区間
の検討の結果､下流域の沿州住民や河川内利用者等に不聴
区間が生じないように警報局の箇所数が変更となりました。

【非常用発電設備】

東日本大震災での停電実績を踏まえ､停電の想定期間が3
日から7日間に変更となりました。

また､基準に基づく非常用電源設備の増強､及び必要な燃料
が確保できる設備に変更となりました。縄

や
14局一→29局

1台→2台
※当初は醤主要箇所(支川の合流点等)に放流警報設備を設置する
計画でしたが､現地調査の結果､河道沿いに公園や釣り場等の点在
が確認されたため､警報範囲を拡充しました。また､周囲に民家が
多く騒音問題が懸念される箇所への対策として､スピーカとサイレン
の併用に見直しを行いました。

~戸一事ー

I

卜
一

一

咽
塑
鈩〆 コ

ト■

竜

･詞
､

非常用発電機2台
■I■■■一

ゲート設備及びダム管理棟
に電力を供給し機能を確保

’
－－－

15
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｜精査中｜
「砺芯~1事 費業 の主な増要因(案）案要因

毒
》

一
雲

■

ワ

ー

リ

■

●

ｂ

■

Ｉ
！
■
巳
６
町
ｌ
３
９

ｂ
Ｆ
ｂ
１

3.1地質条件の明確化等による変更
(現地地質条件の変更等による増《盛土材調達の計画変更))""｡(約41億円）

流路工の盛土材は他事業からの受け入れを想定していましたが､土砂の受け入れ段階において､必要な受土
量が確保できなかったため､新たに盛土材の確保(採取､運搬)が必要となりました。

■

流路工（盛土） 。土砂採取予定箇所位置図

ﾄｰｰｰ他事業からの発生土砂の受け入れを想定

閏圖周厩
心
幽

一

施工段階において､土砂の
発生時期と受入時期等が
あえば受け入れ可能

＜〆

| (土砂弗蕊工事， ’(土砂弗鳥ｴ事）

土砂の受け入れのイメージ図

16



事業費の主費 な増要因(案）案要因

3.1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(代替地の基盤整備内容の具体化による変更))…(約16億円）

■代替地地区の基盤整備内容が具体化したことにより、重力式擁壁の延長の増加や地質精査よる擁壁基礎の地
盤改良(置き換えエ)、盛土法先部の地盤改良(セメント改良工)が必要となりました。

|横壁(小倉)地区’

断面図
A-A'断面

① ④,い
○ 麓力式鰻壁

|横壁(東･中村)地区’
断面図
B-B･断面

③③

17
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ｉ

糖査中

事業篝 増主 ）鰯 雄

’ NO｡19

3.2用地取得難航等による変更
（用地制約に伴う運搬ルート変更等による増(本体工事における用地交渉に伴う運搬経路の変更))…<約12億円）

■想定していた土砂搬出先の用地取得に時間を要したことにより､別の残土置場への運搬及び運搬路整備が必
要となりました。

－ 一 ． I－

変更項目 変更理由
線

ﾉ修一
徹

川原畑残土置蝋の変更 垂○磯土織嶬と噸鴬していた水没地内の嬬地取得に鋳澗を要し彩別の残土溝
増騨へ鰯運搬が必裟となりました．

①残土憧場【打越】
（二次盛土）土砂運搬路(蕊毅機嬢)鰯補諭 ○残土置端へ運搬するため､25tダンプに対応する讃設橋梁の補強が新たに

必要と触りました｡
fd

拝〃Z 一

【温井沢:1｡3km】

や
判

〃

z録｜ノ物
吟』

喝蕊ム
ヲ

雲 画

霊

幸

地

{~垂 ＝
〃

》
【打

I

＝

C
詮

ー

躍麗堂喫｡-．
【仮設備:2.3k

一一弓

劃,-雪公一宅窪

既股檎梁の補強(25tダンプ対応）

》
Ⅷ

P

I
■

1
一
一

初
更

当
変

「
「
、

y ：

j
錨

再

曽込
苧

瞳壁’ I
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’

’
事業費の主な増要因(案）案要因

~塵

3.2用地取得難航等による変更
（用地制約に伴う運搬ルート変更等による増(用地交渉難航に伴う裁決申請図書作成等))…(約0.5億円）

■水没地等における未取得用地について､任意協議と並行して適切な時期に収用手続きを進めるため､土地収用
法第35条に基づく立入調査(土地測量､立木調査等)、36条に基づく裁決申請図書の作成が必要となりました。

、
1

か心

、

』
こ
い
４
８
画
も
●
Ｂ
Ｅ
ｑ
ｕ
、

、
一秘

一

‐

”
ゞ
へ

９〆》

鍵
．
》

△

心

芦●

竺

寺

一画ぶり

、薙似、、、．

『
‐

』

今
“

〆=壹減湾 1
1 8

1－ 竃
、

土地収用法第35条に基づく立入調査イメージ

鱒

＝

1歳皇
…

俣野臓陶

一＝ ．

P

ミ濃‐

〆ご〆
獄

'●－．・
ノ 、重転

、〆

／
’淫

ぷ

:起業地範囲
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騎査

－

１
１業費の事業 主 案要因

1洪水や大雪対応による変更(今後の洪水や大雪対応等による増)…(約13億円）

自然災害により､工事現場等の復旧が必要となった実績を踏まえ､今後の自然災害の発生を想定し､復旧費用
を計上しました。

■４
■

1
1

叩
〆

■士曜■働土砂謬Ⅷ

念

中

No.釦



｜

’

｜
’

１
１

’
事業費の主な増要因（要因 案） ’

5．1公共工事関連単価の変化等(公共工事関連単価の変化)｡…(約247億円）

■現事業費は､第4回基本計画変更時の単価(注'をもとに算定しています｡新事業費(案)については､その後､平
成25年度以降の変動を踏まえた費用を事業費に計上しています｡(注2(約158億円）

■また､平成25年度～平成27年度の傾向から､平成28年度以降の単価の変動を推定し､今後に備えるための費
用を事業費に計上しました。（約89億円）

’ ’■年度別単価上昇率(労務､浅村､機械経費等） 実線部

点線部

H28年度以降はH27年度単価

H28年度以降はH25～H27年度の傾向による推定

上170

160

150

140

130

120

110

100

90

一一実細
凡例

◆▲来■

◇△鯛ロ三三丑|難:麓：
ソ

墜…の単”
ｳi〃

実績鐘

推寵値

ムーーゴ妙子〆"÷炉.｡◇｜●“，■

今

ﾝ｝／

、 詞｢、、

Ｓ
三
Ⅱ
葛
諺
糾
吋
判
垣
珊

軌
。

一一ジゴーゴーダー歪--ダーーー一つ一つ◇ﾆﾆｰｰず安苧~扇面V、一
一

ｰ

ー~‐‐ ‐~－－~一~~一~~－‐‐".‐夛壽

奎〆哉壼冨云壼一－斤 ＝＝==ニーテヴ心｡p一幸”‐＝

／〆 皇‘今つゎ掌筆一韓鈩0Fと卓＝皇‘今つゎ掌筆一韓鈩0Fと卓＝ 必／、
一一 一 －

＝

一遍空中一一つ~=
一 勾雨

H30年度

149，6

H31年度

155．9

H24年度

100．0

H25年度

118．2

H26年度

126．9

H27年度

130.8

H28年度

1370

H29年度

143‘3一労務単価

－労務(測)蝋価 100.0 100.5 106．4 112.4 118,4 124.3 130.3 136．3

一驚材製 100.0 100.4 105.1 103.3 104.8 106.3 1078 .109.3

一機械経擬 104.7 '106.2 107.8 .109.3100‘0 100．0 103‘1 103. 1

注'蕊4回基本計画変更時の単価は､ダム検師時に算定した率成22年度単価を採用している勤
注2;平成22年度から平成24年度までは大きな蝿価の変動が生じていなかったため､平成24年度単価を雑準として騨出を行った衝21

糖査中
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事 費業 の主な増要因(案）主 案要

1公共工事関連単価の変化等(一般管理費等の改定による変更)…(約22億円）

平成27年度の国土交通省土木工事積算基準等の改定により､一般管理費等率が約20％､現場管理費率が5％、
設計業務委託等の諸経費が約5％増加しました｡平成27年度以降の工事等に改定後の積算基準を反映させた
ことによる増額が生じました。

●５
■

●

25％

幾用の熱水拙成 、工率 。･･
･

（イメージ図） ．.｡．
●

●

｜消費税等相当額し．．

一般管即萱等壷'の改定
－－11行邑旱

羅
皿
癖
弱

一
般
懐
嚇
寅
守
蛎
《
鮎
）

人材育成・確保等の必要性を踏ま

えた適正な利潤を確保するため、一
般管理贄等率が改定されました。

一

１
１

切
一

ー

ト

ト
、

'2◆
守

零。
．f・

◆の
◆●

●●
◆●

●◆心 “
一

10趣 壷
●

1健

吋童卸《エ車簸狸）

唖方◆
●

● q

◆

●
①

※l :一般砺理溌縛：工耶施工にあたる企難の継続巡燐に必謹な慨川
L

己

魂

現場管理普嘩の改定 躯唇基、4栗

工
事
原
価

皿
錘
郵
郵
癖
郵
癖
津
曄

現
堪
管
噛
費
幸
（
粍
）

垂早室

現増管理費
純
工
事
費

ｰ

一般管理讃等率の改定に伴い、

現場管理賀の外注経饗（外注する
際の一般管理喪等）についても合
わせて改定されました。

一 ■
■
■
●
●
①
旬
●
つ
●
。
●
ａ
Ｇ
Ｇ
ｐ
ゅ
■
色
●
●
■

1

10傳7”万

対裁鐘(麓工亭黄）

※2：現墳符理溌：工期施工にあたって，工邸を管理するために必襲な共通仮激溌以外の締溌 ’し 一

※l及び※2:土木工事標琳頓算韮準替（共通編）平成28年度（4月版〉より按粋22

現場管理費

共通仮設饗

直接工事費

巳一

r、 ‘.．fj､



事 費の主な増要因(案）主 要業

「
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Ｉ
ｔ
Ｉ

5.2消費税率の変更…(約49億円）

■現事業費は消費税5％を考慮したものでしたが､平成26年4月以降については､8％に変更しました｡また､平成
29年4月に予定されている10%への増税を踏まえ､平成29年度以降の必要額を見込みました。

消費税率の変遷(消愛税率）

平成29年4月

10%(予定）
郵
輝

－

４鐸
蝿

２
８

成平平成26年4月
8“

10％ 、

今回

消費
見込んだ

税

－－

－

平成9年4月
5％§％

平成元年4月
3鈴

5％ ‐画

｜
、
一

前回まで見

込んでいた

消費税■－
0％ 1 1 I I

昭和61年 平成3年 平成8年 平成13年平成18年平成23年平成28年～
23



資料D

精査中

ｺｽﾄ縮減策一覧表(案）

(単位:億円）

聖桧五入の凹

53

縮減内容 縮減額

1．工事の設計･施工等の見直しに係る縮減

1．1本体工事のための工事用道路の幅員等見直しによる減

1．2他事業の建設発生土を盛土材料に有効活用することによる減

▲ 7

▲ 4

▲ 3

2.調査画設計等の精度向上に係る縮減

2．1地質調査等の精度向上に伴う貯水池周辺における地すべり等の対策の減

▲ 47

▲ 47

合計
▲ 54



|I’ 精査中

縮減策 案（ ）卜ス．

ｺｽﾄ縮減の取靭組み【1/3】

1工事の設計則施工等め見直しに係る縮減
（本体工事のためぬエ事謂道路の幅員等見直し{こよる減》…(約▲4億円）

ダム本体の掘肖1残土や地すべり対策などの工事用道路において､大型ダンプ(25t及び40t)の対面通行ができる
道路拡幅を計画していましたが､施工計画を照査(実車と空車の通行区分け等)し､①橋梁補強箇所の削減､②
対面通行から交互通行へ見直し､③仮設橋梁の構造変更を実施することにより､コスト縮減を図ることとしました。
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｜鞘査中 I

ﾄ縮減縮 策＜案）コス ’

ｺｽﾄ縮減の取り組み【2/3】

2工事の設計･施工等の見直しに係る縮減
（他事業の建設発生土を盛土材料に有効活用することによる減)…(約▲3億円）

盛土材料を現場内採取で賄うこととしていましたが､関東地方整備局管内の他事業等の建設発生土を本工事現
場に搬入してもらうように他事業と調達時期等についての調整を進め､土砂採取"運搬経費等の縮減を図ることと
しました。

1．0

■

軌
罰

グ
〃
Ｊ
Ｉ
１
１
ｌ
、

ノ
ク

、~－－“チグ



１
１

■

’
スト縮ト 減策(案）策 案．

ｺｽﾄ縮減の取り組み【3/3】
1

1

1調査｡設計等の精度向上に係る縮減2．

’(地質調査等の精度向上に伴う貯水池周辺における地すべり等の対策の減)…(約▲47億円）

貯水池周辺の地すべり等対策において､平成21年に定められた新たな技術指針※に基づき､ダム検証時では11
箇所(うち1箇所対策済)が対策を必要とする可能性のある箇所としていました｡その後､平成25年度から専門家
の意見を聴きながら地すべり等対策の必要な調査等を進めた結果､対策箇所を6箇所(うち1箇所対策済)に限定
しました。
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資料E

八ツ場ダム建設事業工程表(案） 精査中 ！

1 項目 ’ 当初(第4回変更） ’ 変更(案）

| ェ期 ’工期 ’昭和42年度から平成31年度までの予定 昭和42年度から平成31年度までの予定

一：当初《第4回変更）

－：変更(案）
工程の箱査
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この工程表は､事業完成までの進め方の概ねの目安を示したものであり､実際の各工程は現地の状況等により変更となる可能性があります。
補償の工程は､本体工蕊等への影瀞しない簸大限の工期を表したものであり､実際の工程は短縮される可能性があります。
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第4回基本計画変更後のｺｽﾄ縮減及びｺｽﾄ増額一覧表

（単位:億円）

※合計については､四捨五入の関係で一致しないことがあります。

※合計については､四捨五入の関係で一致しないことがあります．
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縮減内容 縮減額

(1)工事の設計｡施工等の見直しに係る減

①作業ヤード造成の掘削残土の搬出先を変更したことによる減

②骨材ブﾗﾝﾄヤードの盛土法尻部の擁壁を省略したことによる減

③技術提案による選択取水設備形式の変更による減

▲ 0．2

▲ 0．3

▲14．6

(2)その他

④落札差金(八ｼ場ダム本体建設工事）

○精査

▲36．1

▲ 5．4

合計(1)～(2)
※

▲56．5

増額内容 増額

(1)自然条件等に対する設計･施工計画変更に係る増

I○基礎地盤の改良の追加等による増 ’

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

胡
一
Ｗ

－

16．9

2.1
－

伯
訓
一
羽
朋
一
伽

○上流二次締切の母材の採取箇所の変更等による増

○路盤の浸食防止及び粉じん防止対策の追加による増

○追加設計等･町道の構造形式変更等による増

○出水に伴う法面対策の追加による増

○施工計画の変更及び山側斜面の擦壁追加等による増

○上部工作業中の安全対策の充実等による増

○町道の設計変更に伴う床版面積の増

○施工時のアクセス路の追加による増

(2)その他

○地すべり等調査の追加による増

○発注者支援業務の充実による増

○現地踏査や関係機関調整等の結果､設計変更等による増

4．5

17．5

1.9

合計(1)～(2)※ 56.0



| NOJ |NO｡ 1ダム費におけるコスト減

(作業ヤード造成の掘削残土の搬出先変更によるコスト縮減）こよゐ．一

施エ状況施工箇所
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〆 ､【コスト縮減となった内容】
作業ヤード造成の棚削残土の搬出先を変更したことによる減。
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| NO2 1N0.2ダム費におけるコスト減
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【コスト縮減となった内容】

骨材ブラントヤードの磯士法尻部の擁壁を省略することによるコスト縮減
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ダム費におけるコスト減 I M3 1N0.3

工事の設計･施工計画の変更(選択取水設備の形式変更に る減）
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【コスト縮減となった内容】

技術提案による選択取水設備形式の変更による減
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| NO.4 1N0.4ダム費におけるコス}､減
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ダム費におけるコスト増 増－1

(上流二次締切の母材の採取箇所の変更等による増）
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〆
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【増減内容】

仮締切において､上流二次締切(CSG)の母材の採取箇所の変更等による増

【増額】 ［工事費｡ダム費］
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ダム費におけるｺｽﾄ増 増－2
（路盤の浸食及び粉塵防止対策の追加による増〉

F一一一一■7－7■？ q一■■

大柏木地区工事用道路におい

て､降雨による路盤の浸食対

策及び隣接する集落に対する

粉塵防止対策が必要となり、瀝
青安定処理を実施

夕
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平面図 －
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粉塵発生状況標準断面図
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大柏木地区集落

~、
【増減内容】

大柏木地区工事用道路において路盤の浸食及び粉塵防止対策の追加による増

【増額】 ［工事費･ダム費］

Lー ノ



測量設計費"補償工事費におけるコスト増 増－3
(追加設計等"町道の構造形式変更等による増）

【関係機関調盤に
よる要因事例】

【現地精査に
よる要因事例】
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【橋梁部】

単純非合成曲霧版桁橋
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補償工事費におけるコスー増 増－4

(出水に伴う法面対策の追加による増）
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より国道の川側法
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【増減内容】

付替国道横壁地区において､出水に伴う法面対策の追加による増

【コスト増の要因】
【増額】［補償工事費］
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補償工事費におけるコスト増 増－5

(施工計画の変更及び山側斜面の擁壁追加等による増）
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’ 当面の安全対策として､用地制約に伴い､施工叶画の
変更及び山側斜面の擁壁追加(A琴1w430m2)により道路
を確保に菫.|蕊価側緬め醗甑卿伽臓職函
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変更施エ範囲

/則デ編壼ラニ
流路工・代替地整備範囲

迂回路を設置し県道を施工

当初施工鮠囲
既存道路

当初予定迂回鶏

▼

〆
、【増減内容】

付替県道jll原湯地区において､用地制約に伴い施工計画の変更及び山側斜面の擁壁構造の追加による増
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補償工事費におけるコスト増 増-6
（上部工作業中の安全対策の充実等による増）
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【増減内容】

付替県道白砂川橋において､上部工施工中の安全対策の充実(非常停止装置の設置､列車見張員の配置等)等
による増。

膣額】 ［補償工事費］
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補償工事費におけるコスト増 増－7
（町道の設計変更に伴う床版面積の増）
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【増減内容】
付替県道白砂川橋において､橋詰めに取り付く町道の設計変更に伴う床版面積の増

【増額】［補償工事蟹］
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本繊ｼﾌﾄ長確保のため､床版面積の増



補償工事費におけるコスト増 増－8

(施工時のアクセス路の追加による増）
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町道林長野原線と現道145号の取付道路により､従前利用されて
いた居宅の出入口を分断してしまうため､代替アクセス路の確保
が必要

こより､従前利用されて

"t醤アクセス路の確保

アクセス露
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【増減内容】

付替町道長野原地区において､関係機関調整等の結果､施工時のアクセス路の追加による増。

【増額】 ［補償工事費］
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補償工事費におけるコスト増 増－9
（基礎地盤の改良の追加等による増）
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4､3m)までの間の地盤を改良する必要が生じた
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【増減内容】

付替町道林地区において､ボックスカルバート基礎地盤の改良の追加等による増

【増額】［補侭工事費］
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測量設計費におけるコス糸増 増一'。
（地すべり等調査の追加による翼スト増）
国道145号付替

亡ﾆコ 地すべり簿醗遼簡所

贈濯地区玉

調査追加数量

馳責ボーリング】
久々戸地厘o箇所

白岩沢地区17箇所

勝沼地区 9箇所

久森地区 2箇所

二社平地区 3箇所
合計 31箇所
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増減内容】

地すべり等調査において､地質構造の精度向上のため地質及び地下水の調査数量の追加による増

[測量設計費］



測量設計費･補償エ事費におけるコス器増 増－1’
（発注者支援業務の充婁による増）

、

測量設計費【増額理由】
･用地交渉の過程で多数共有地の存在が判明し､早期の用地取得のため補憧金算定､登記資料作成､相続状況確認等の業務量の増加。
，平成31年度事業完成のため事業認定申請に向け申請資料作成や､並行して地権者の方々と任意交渉を丁寧に進めるために必要となる
交渉関係貿料作成等の業務量の増加。

ノ

I用地交渉に関す愚
業務】
補償金算定の対象
物件の調査､調査

書"算定書､登記資
料の作成､相続状況
の確認等。

【用地交渉に関する
業務】

用地補償説明､用
地交渉補助等。

【事業認定申請に饅
する業務】
事業認定申請書及
びこれに関連する資
料の作成等．
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補償工事費【増額理由】
･付替町道､代替地整備の調整に関する業務量(検討､設計､施工計画､工事監督等)の増加。
･要望を踏まえ､現行の代替地分譲基準の上限(基準は現況宅地面積以内など>を超える追加分譲の運用方針策定やそのための地元､関
係機関調整に関する業務量(検討､設計等)の増加。
、一一一 __-- --. -- _ _ - -- . . …. . ､ ノ
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【付替町道､代替地
整備の調整に関す
る業務】
地元等説明資料の
作成等(検討､設計、
施工計画の作成等）鑑

【付替町道､代替地

整備の調整に関す
る業務】

工事検査の臨場、

工事発注関係資料
の作成､工事契約

の履行に必要な資
料の作成等。

【地元､関係機関調
整に関する業務】

代替地追加分譲の
運用方針策定やそ

のための地元､関

係機関との調整に
必要となる資料の
作成等。

､

『－－号
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＠

【説明状況(イメージ>】 【代替地地区整備】

〆 、
【増減内容】

測量設計費;生活再建関連工事や関連用地取得の進捗を図るため､発注者支援業務の充実による増
補償工事費:生活再建関連工事の進捗を図るため､発注者支援業務の充実による増

【増額】 ［測量設計費]、［補償工事費］LL塗』 _ノ



補償工事費におけるコスト増 増－12

(現地籍査や関係機関調整等の結果建設計変更等による増）

、／

○耐風制振対策の追加

設計精査の結果蕊外ケーブルの上側の計28ケーブルについて振

勘抑制のための制振装置を設置 ノ

側面図
制振装置設置箇所
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【増減内容】

付替県道八ﾂ場大橋において､現地精査や関係機関調整等の結果､設計変更等による増

【増額】［補償工事蟹］
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書面調査

（水）1都5県の意見・質問平成28年5月25日

（月）関東地方整備局の回答平成28年5月30日

77



|資料3 1資料3

書面調査（意見・質問と回答）

番号 I都5県の意見、質問(5/25） 関東地方整備局の回答(5/30）項目

・八シ場ダムに総いては、蛎業の終雛に入り、残議業の
内容等を精査していたところ。

，平成29年度の概算要求に向け、残事業の内容等を塘査
した結果、現事業識（約4600億円）を増額変更する必
要があることが判明した。

，今回提示した増額800億円（梢査中上限値､以下同じ）
は、法定手続きを経た第4回基本計画変更を原点にし
て盤理している。

・今回説明している新たな増要因（社会経済的要因を除
く）部分を含む新規発注は埜本的に行っていない。

．ただし、本体掘削の土質区分の変化など、現場の状況
変化により既発注工事等での対応を余儀なくされる
ものはある。

・ダムの完成に向けて、これからも関係機関との調整は

引き続き行われるが、現時点において事業費の増額に
つながると思われるものについてはすべて見込んで

いる。

・現計画で予定していた事業量及ひ噸業識と既実施率業
量及び事業費の関係については､5/20に提示した資料
「八シ場ダム建設事業総事業費内駅（案）」を確認
いただきたい。

・単価上昇・消脅税以外にも、第4回基本計画変更以降
これまでに生じた一般管理讃等の改定など社会経済
的要因も増額800億円に含んでいる。

。なお、今後の実施内容に伴う増分については、平成27
年度のコスト管理協識会で報告している組み替え後
の事業費をベースに整理をしている。

。これまでコスト管理協議会で脱明してきたとおり、こ
れまでのコスト減はその間のコスト増要因でほぼ相

殺されている。

・一般的に大規模公共事業を遂行するためには、極めて
多岐にわたる工事や調査検討を行う必要があり、更に
事業期間内に制度改正力3生じることやそもそも工事
現溺は大きな不確実性を伴っていること等もあるこ
とから、事業を進めていく中で状況は時蕊刻々と変化
しており、関係機関等と適時的確に調整していても対
応誠困難なことも多く存在する。

霞は現計画の総事業磯（約
4,600億円）から、いつ増額と
なることを認織（把握）したの

か慥

侭と何を比較して800億円の増
額となるの力も
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今回の変更増要因となる内容

変更を伴う工事の発注､契約変
更緯していないか。

基本的蕊項
3

3

鶴係機関との調整により見込

ま託る変更増はこれですべて

か。
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韮本的事項
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精査中の事業饗の増要因とし
て、単価上昇､消費税以外廷主
に今後必要な事業費で整淫さ
れているが､現計画で予定して
いた事業鐙及び事業費と既実
施事業量及び事業費が示され
ないと残蛎業が変更分かどう
か不明である。また、コスト縮
減相当分の増額要因溌淵れて
いるのではない力も

基本的事項
5

5

一一一一一一一一一一一一一一一一今一＝や一一今一一一一一一一一一一寺一一
一一一一一一一トー一一一＝一一一｡一一＝一一争一一■一一

ダム事業の増要因内容につい

は蟻国の調盤遅れで発生したの
で蕊ないか。

基本的事項
6

6

溝費税10銘への増蕊が見送
られた場合の対応を示してい

ただきたい。

炉 与司吟 呵 －■一一 寺 4 一争 一4トー＝

基本的事項
7

｡見送りが決定さ熱た段階で適切に対応する。7

凸一一一 b一 炉■－－＝ 弓b 司り－4 －4炉 qP 4P q伊 争一一一一一一一一

ダム検証に伴い､第4回基本計
画変更;こより平成31年度まで
工期が遅延したため､物価等の
影講が生じたものであり、ダム
検証に関する増額が､各都県及
び各利水者が負担する必要性
を示していただきたい。

･制度上、ダム検証は事業再評価の一露とむて位麗づけ
られており、事業執行に必要な経費であると考える。

,ダム検証に伴う経溌は、前回の計画変更時;こ事業饗に
含めることで整理済みで、今回の増額分に睦含んでい
ない。

基本的事項
8

8

幸勺e■､－－－＝一.■■ Ⅱ■』■■一一一一屯■■‐①一一一一一一ー一一一一＝一一-－－つ一一一一一一－‐ﾛ■■｡■トーー■■一一ｰ一一一画ー■■‐~ｰ君寺
一一＝一＝一一■一一一＝＝＝■一一凸一一一一＝凸一一由垂一

総事莱費における代替地整嚇

費用の考え方を示していただ
きたい。

･総事業饗における代替地の整伽磯用の考え方について
は、分譲収入でまかなうこととしている。

埜本的事項
9

9

79



|資料31資料3

書面調査（意見・質問と回答）

関東地方整備局の回答(5/30）番号I 項目 1都5県の意見・質問(5/25）

・各都県からは基本計画変更時など様禽な機会を通じ
て、二スト縮減に努め、総事業饗を圧縮する旨の強い
意見を賜っている。

・国土交通省でも取水設備の見直しや施工段階における

縮減などのコスト縮減に取り組んできたところであ
る。

第4側基本計薊変更時に各都。さら挺事蕊監理の徹底の観点から、関係都県、利水者
県が付した意見について、どの ；こも参雛いただき、コスト管理協識会を開催してきた
ように受け止め対処してきた ところである。

のか。 ”5/20に増要因として示している内容は、第4回基本計
画変更I職こは想定できなかったものや具体の事業規
模が高い精度で見込めなかったため計上できなかっ
たものであるが、今後一廟のコスト縮減に取り組むと
ともに、今後のコスト管理について都県と議論し、改
善すべき点があれば、改善していきたいと考えてい
る。

今後､平成31年度の完成が遅
れることはない力も ‘現時点での想定では、平成31年度に事業完了できる
今回の事業量増加により現行 ものと考えている。
計画通りの工期で完成するの
か疑問である。

現時点で未貿収となっている．土地収用法に基づく事業認定が平成28年4月22同に
土地について、今後、工期に影告示された。事業工程に影謬を与えないよう、任意協
群することはないか。 識と並行して適切な時期に収用手続きを進めていく。

第4回基本計画変更時に､各都・本体工事において巡航RCD工法の採用､冬期施工(通

雛雲轤簿擬態蟇嘉鴎繍礎豐睦採剛する蝉により､工轆
．また、生活再建等を含む全体工期について･は「早期完

降の工期短縮の努力内容及び成に向けた取り組みを進める」との基本的な方針に沿
成果を示していただきたい。

って、引き続き取り組んでいく。

・ダム建設後の水藻境の予測を行ったところ、洪水調節
のために6月に貯水位を低下させる際に、冷水放流が
発生するおそれがあり、また、比較的規模の大きな出

選択取水設備の必要性を示し水後くこはSSが高くなるという予測結果が得られてい
ていただきたい。 る。
選択取水設備の段数は何段秀詮 ”選択取水設備は蕊下流剛liの状況に応じて、ダム貯水
段数を減らして､更なるコスト 池の任意の謁さから取水して放流することによ野、下
縮減はできないのか。 流の冷濁水対策を行う設備である。

、選択取水設備鋤段敷は、 31段としているが、段数を

減らすことにより、冷濁水対策としてきめ細かな対応
瀞できなくなる恐れがある。．

・技徳提案については、公表を前提として技術鍵案を求
めて識らず、提案項目及びその提案内容猿、この法人
のアイデアやノウノ､ウが含まれており、当骸法人の経

営職路そのものに影響を及ぼすおそれがあることか
技術提案による縮識について、 ら開示することはできない。
提案の詳細資料を示していた （参考）
だきたい。 『行政機関の藻有する情報の公開に関する法律」

第5条第2号イ（公にすることにより、当該法人等又
当該彊人の権剰、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるもの）に骸当するため、同条の規定
に基づき不開示としている。

第4側基本計薊変更時に各都
県が付した意見について、どの
ように受け止め対処してきた

のか。

今後､平成31年度の完成が遅
れることはない力も

第4回基本計画変更時に､各都

県から工期短縮を図るよう意

見が付されているが､同変更以

降の工期短縮の努力内容及び
成果を示していただきたい。

選択取水設備の必要性を示し
ていただきたい。
選択取水設備の段数は何段秀諺

段数を減らして､更なるコスト
総減はできないのか。

技術提案による縮減について、
提案の詳細資料を示していた
だきたい。

基本的事項
10

10

工程
11 今回の事業量増加により現行

1
計画通りの工期で完成するの
か疑問である。

現時点で未貿収となっている
工程

12 土地について、今後、工期に影
2

群することはないか。

蝿
３

13

一中一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■一一一

'41 ｺｽﾄ繊1

＝一｡‐ー』画一･I■ーー一＝ー一一一一一－一一一＝－－－－ トー一一一一一一一一一一一一一一一一‐一一～、一一口一一一一一一q■、一一一一一

'｡｜ ‐ｽﾄ縮減2
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書面調査（意見・質問と回答）
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番号 項目 1都5県の意見・質問(5/25） 関東地方整備局の回答(5/30）

16

P‐‐ー‐。■し ■

17

●一‐＝一一画

18

■一ーｰ一一■

19

p‐一一一一●

20

pー一一一一‐

21

‐一一一一一

22

ー‐‐一一口

23

社会状況の変化
に係る要因

①耐震化

社会状況の変化

に係る要因

②埋蔵文化財

社会状況の変化
に係る要因

③付替鉄道
1

社会状況の変化

に係る要因

③付替鉄道
2

社会状況の変化
に係る要因

③付替鉄道
3

社会状況の変化

に係る要因

③付替鉄道
4

社会状況の変化

に係る要因

③付替鉄道
5

社会状況の変化

に係る要因

④景勝地の保全
1

照査により耐震性能を確保す

る必要が生じたのは、ゲート門

柱部だけか｡その他の施設は必

要ないのか。

東日本大震災後の耐震性照査

の考え方の変更点を示してい

ただきたい。

耐震設計は当初から実施して

いたのではないのか｡耐震性能

照査が必要となった時期､根拠

となった基準を示していただ

きたい。

本設計の妥当性を示していた

だきたい。

関係機関との調整の経緯を示

していただきたい。

処理について、関係機関との調

整の経緯を示していただきた

い。

JR等の鉄道会社で､それらの
再利用（売却等）はできないの

か｡できない場合は、理由を示

していただきたい。

処理費に関しJRとの費用負担
の考え方を示していただきた

いc

枕木等の処分費が増額となる

とのことだが、当該処分費等は

JRへの補償費として別途計上
されていないのか。

灰Bが含まれる電気機器の処分

時期はいつ頃か。

景観の保全に係る委員会の正

式名称を示していただきたい。

関係機関等との調整状況を示

していただきたい。

･ダムの酎震性能照査は、「大規模地震に対するダム耐

麓性能照査指針（案）平成17年3月」に基づき必要と

なった。

･門柱部については柵強対策が必要となる可能性がある

ことが確認された‘現在照査中のため、他ダムの事例

をもとに、門柱部の鉄筋堂の噌加を見込んでいる。

・ダム本体、ゲート部は、耐震性能照査は実施済みであ

る。なお、ダム本体は、ダム検証以前に同指針に基づ
き照査を実施し、構造変更の対応済みである。

また、東北地方太平洋沖地震後に地震動の推定に用

いる条件式の改定に伴い、同式を反映した照査が新た

に必要となった。

一一一一一一÷‐一一一●一一●一一与一一 ①‐＝●一一一一ー＝‐÷‐一‐一一一一一ー‐4口ー q■い÷一‐一一一一一一一一一一4■い ●e一幸や－．

･群馬県教育委員会、公益法人群馬県埋蔵文化財調査事

業団と図の3者間で協定を締結し、協定に基づき調査

を実施している”

･試掘調査の結果を踏まえ、現在までに、 4回の協定変

更（調査面積の変更等）がされているところである。
ー一e－－－÷一参一一毎つ●争→一●わ ■■ロ■■一■一一口－－5■ー－q■ 。■‐一一＝一一一一一-一●÷q■b一一一一一一ー＝q■●‐一‐→ー■‐q

･枕木等について、群馬県環境部局と廃棄物の処理及び

清掃に関する法律上の取り扱いの相談を実施してき

たところである．

●ロ●ロd■の｡1■｡‐●●｡●●■■口1■4■ロロロロロ■。■■●口■1■4■●｡□｡■1■■4■‐ロロロロ■●‐‐‐■■D■1■‐q■■｡●q■－．■申●●0

･水没する鉄道施設のうち再利用（売却等）が可能なも

のは、再利用（売却等）に向けた努力をしていくが、

現時点では再利用（売却等）が確実でないため、売却

費を見込まず撤去処分などを必要額として計上して

いる。

－争●一一宇 ﾛ■腸一一一一一｡ー‐●一や一一句一一●一一一一一一一一●一つー一一一一一一一一一一‐●一一一■■－－.■､一年 ﾛ■一｡◆●｡●一己

･処理費については、ダム事業による付替鉄道により生
じるものであることから、ダムによる負担である。

つ由一一一一一q■■字一一一－一■一一●●一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一＝ﾛ■､ー÷ー一‐q■b q■P一一一一‐一一一一や●一口一●

･廃止鉄道施設については、国への引き渡しとなるため、

枕木等は国で処分する。このため、JRの補償費として

計上はしていない。

＝~ーー｡ ｡■ q■－－－－－－－－－－ 1■＝ー●一一一一一つ一－一一口車一一・一一一－今4■‐一｡‐＝わ‐‐q■し一一一‐‐‐一一●一－一一一●

･処分施設が限定されており、処理する順番待ちの状況

であるため、現時点では処分時期は未定である。

ーこつ‐ーⅡ■ｰ‐○一＝●ーd■一ー‐｡ q■‐｡‐ｰー。■■‐■ロー‐‐■■一一一ー－－－一口一幸一一q■F一一q■ーq■､ーq■■一一■ｰ一つ一一●ー一一一つ

．『八シ場ダム環境デザインに関する検討委員会』であ
る。

･現在までに7回の委員会において、必要な措置を検討

してきたところである。
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資料3

書面調査（意勇”質間と回答）

番号 1都5県の意見。質問(5/25〉 関東地方整艤局の回答(5通0）項目

社会状況の変化委員会の意見艇基づき構造を

＝④蕊繍塁謹鑿議灘
2

いただきたい｡

委員会の意見艇基づき構造を

変更する際､変更後の構造が最 ・検討委員会から意見を聴きながら、適切な構識こ変更をし
蕊襟募駕篭難てい…で“経済性…評価……熱､。
いただきたい＠

．平成19年1月文化庁から、①景観に対する配慮から『景
観設計」を実施し、細部の意匠、艤景等の詳細を工夫する

こと、②周遊路に対する配慮として、ダム完成後の講しい

周遊路を適切に確保すること、などの意見を付して回答が

辮鱒窒繍認患.総童会の意舳容個辺景観とグﾑ等の構造物との綱
び委員会の検討内容を確認し 和を図るための主な項目）

・フーチング：小さく、揃える
たい。

・ゲート燥作室（下流間）：小さく、揃える

。ケート操作室〈上流面）：ぼかす

・導洗壁：整える

・堤体下部埋め戻し：揃える

。ゲート周りの法勾配：整える

,I.貯水池周辺の地すべり調査と対策に閥する技術指斜･(案) ･

同解説』廷基づき、専門家等の助言を得ながら、詳細な調

彗磯露壌戦難蕊灘識篭羅識
沼、小愈）（1箇所実施済み）に加え、3箇所（白岩沢、

横壁、久々戸）を新たに追加している。

“ダム事業における地すべり等対策は､潅水に伴う影響の観
点から調査・検討及び必要に応じて対策を実施することと

している。

’八シ場ダムでは、平成23年のダム検証以前においても、空

＊零蹴や地形図による地形判読調査、文献禰査、現地踏査

等を基に、地形・地質や地すべり等の専門家の助言を得な

がら、地すべりの可能性があり、かつ、湛水の影響を受け

患3鰯所で対紫が必要となる可能性が為るとして、魂事溌

費;こもその対策費を計上Lている。

蕊瀞羅鴬溌篭蕊
の基準皇直し等））を示してい調査が実施でき薮かつたため、当時有していた調査結果を
ただきたい。

基誕、毒えられる最大限の範囲として想定し、従前から対

策を予定していた3箇所（1箇所実施済み）に加え、新た

艇s箇所で対策が必要となる可能性があると報告した。 ｜
・ダム検証以降（平成25年度以降）、新たな地蔵調査や地下｜

水等の観測、土質試験などを実施することで調査糖度を向

”1ﾆさせ、これらの傭報等を踏まえ湛水に伴う安定解様を行

い、対策工の必要性を評価して、対策工については、専門

家等の嚇言を得な承ら決定していく予定である。

．なお、現蒋点で東同本大震災などの霞災による蕊因での基

準等の見直しはしていない。

吾妻峡の景観の保全について、

文化庁長官からの画答内容及

び委員会の検討内容を確認し

たい。

一一÷一一一‘■■一一一一－一一一・一一面

地すべり等対策についての穣

討内容を示して､､ただきたい。

一一画･ﾚｰ ｡一 李亭

蝋すべ箪等淡全対策腱ついて

の検講過謹(東員本大震災など

の蕊臓建ないの銀鱗全対篭

の基準皇直し等））を示してい

ただきたい。

社会状況の変化

に係る要因

④景勝地の保全
3

25

つ■ーーわ‐~『ー‐ー‐‐‐‐■■己、‐ロー■■■■－■■■■＝■－－←‘－－－－－－－‘■■一一一一一一一一,－

地すべり等安全

対鐙に係る婁照

①潅水に伴う地

すべり等の対策
1

26

÷‐一‐ 一&酉一~一一一一一一一一一一一－－－q■ローーーーロ凹凸ね今一韓 c+巴一一一=－凸一一画一一一一■串一→凸

地すべり等安全

対瀦こ係る要因

①瀧永{こ伴う地

すべり等の対策
2

27

礎
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書面調査（意見・質問と回答）
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番号 項目 l都5県の意見・質問(5/25） 関東地方整備局の回答(5/30）

28

傍｡ー申●ｰー

29

hー一一‐一一

30

地すべり等安全

対策に係る要因

①瀧水に伴う地
すべり等の対策

3

地すべり等安全

対策に係る要因

①湛水に伴う地
すべり等の対策

4
一一｡一4■●一幸句一やロローーーー｡◆●－1

地すべり等安全
対策に係る要因

①湛水に伴う
地すべり等の対

策
5

対策済みの1箇所は､今回の増

高の対象外として考えて良い

か°

ダム検証以降に進められた調

査等によって得られた新たな

傭報は何か。

○一一一一一七 一一－一一一一ーつ--一一一一一一一一一■■‐‐一一一一一

現事業費は､地すべり対策や代
替地地区安全対策の費用を外

数としていた理由と、対策養用

を精査中の事業費に見込むこ

と、及びその時期の妥当性を示

していただきたい。

･対策済みの1箇所（横壁「小倉」地区）は、対象外で
ある。

･地質調査（ボーリング）、地下水観測、室内試験結果

など地盤性状や地下水状況(年間を通じた基礎データ）

等が新たに僻られた情報である。

･地すべり対策・代替地地区の安全対策は共に、ダムの
湛水（水位変動）に伴う安全性の確認を行う必要があ

り、必要に応じて対策工を実施していく。

･平成23年11月に行ったダム検証においても、それら

安全対策の必要性は認織しており、ダム案と各種代替

案との比較においては、同対策に必要な最大限の費用

を加味した上で、比較検討を行っている。

･一方、ダム検証における事業費の点検では、当時、「貯
水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指針

(案）」や宅地造成等規制法等に基づく同対策の調査
検討が十分に進んでおらず、その対策の要否が確定的
でなかったことから、事業費には同対策に係る費用は

含まず、その時点で得られていた技術情報を基に最大

限の地すべり範囲等を想定して必要額を算出し、事業

費の外書きとして整理していた。また、第4回基本計

画変更時も同じ状況であったため、同様の整理として

いた。

．その後、検討を進めた結果必要な対策箇所等が確定す
る見通しとなったことから、繍査中の事業費は、必要

な費用を計上している。

31

ﾛ や÷ーゆ●＝

32

一一一●一一

33

地すべり等安全

対策に係る要因

①湛水に伴う地
すべり等の対策

6

地すべり等安全
対瀦こ係る要因

②代替地地区の
安全対策

1

一一一一‐一一一一一.■bー4■b一一－一一~全一｡

地すべり等安全

対策に係る要因

②代替地地区の
安全対策

2

要対策箇所が今後増加する可

能性はあるのか。

ダム検証以降に進められた調

査等によって得られた新たな

情報は何かb

■~●一一一一一一一一一一一一－＝一一一一一－一一~－＝一一ー一÷一一ー可

代替地安全対策の各地区にお

ける検討内容を示していただ

きたい。

･対策箇所の検討にあたっては、節目節日で専門家の意
見を聴きながら検討を進めており、現時点において、

今後対策箇所等が増加することはないものと考えてい
る＠

･地質調査（ボーリング）、室内試験結果などである。

．「宅地造成等規制法」 (H18改正）等に定められた基
準に従って、詳細な調査を実施し、それらの情報を踏

まえ湛水に伴う安定検討を行い、安全対策が必要とな

る箇所が5箇所となった。

34

地すべり等安全

対策に係る要因

②代替地地区の
安全対策

3

第4回基本計画変更以降に基準

等の改定があったのか。
｡ありません。



|資料3 1資料3

書面調査（意見”質問と回答）

関東地方整備局の回答(5ﾉ30）1都5県の意見。質問(5/25）番号 項目

地すべり等安全

対策4こ係る要因
②代替地地!xの

安全対策
4

八シ場ダムの代替地地区（宅地及び付替道路等の公共
施設から構成）の侭競癖については、これまでの長年
におたる地元の方々等との交渉の結果、決められてき
たところである。

代替地区の場薪は適切であっ

たと言えるのか｡代講地区の避
定にあたっては、どのような検

討を行っているのか。

36

・地すべり対策。代替地地区の安全対策は共に、ダムの
潅水（水位変動）に伴う安全性の確認を行う必要があ
り、必蕊腱応じて対策工を実施していく。

・平成23年11月に行ったダム検証においても、それら
安全対策の必要性は認職しており、ダム案と各種代替
案との比較においては、同対策に必要な最大限の費用
を加味した.上で、比較検討を行っている。

･一方、ダム検証における事業盛の点検では、当時、「貯
水池周辺の地すべり鯛査と対策に関する技術指針

（案）」や宅地造成等規制法等に基づく同対策の調査
検討が十分に進んでおらず、その対策の要否が確定的
でなかったことから、事業饗には同対策に係る費用は
含まず、その時点で得られていた技術傭報を基に最大
限の地すべり範囲等を想定して必要額を算出し、事業
澱の外蕃きとして整理していた。また、第4回基本計
画変更時も同じ状況であったため、同様の整理として

いた。

．その後、検討を進めた結果必要な対策箇所等が確定す
る見通しとなったことから、精査中の事業饗は、必要
な費用を計上している。

今』■一一IP db ．

現事業費は､代替地地区安全対

策や地すべり対策の費用を外
数としていた理由と､対策幾用
を精査中の事業費誕見込むこ
との妥当性を示していただき
たい。

地すべり等安全

対策#こ係る襲悶
②代替地地区の

安全対策
5

36

一一一一■一＝

本体掘綱について､今までのコ

スト管理における掘削鐘の減
と精査中の事業費における掘

削量の増の考え方を示してい

ただきたい。
また､本体工についても同様に

示していただきたい。

現地状況の変化
｛こ係る要因（現地

地質条件の変更）
①本体掘削

1

｡過去のコスト縮減は、地衝鯛査等による地徽構造の精
度向上に伴う基礎鋸削線の見直しや堤体配置の見直
しにより縮減をしたものであり、一方、今回のコスト
増は、基磁掘削の進捗による掘削面からの詳細な地質
傭報の明碓化により増額が必要となったものである。

37

現地状況の変化
;こ係る要因（現地

地質条件の変更）
逼津体掘削

2

現地状況の変化
;こ係る要因（現地

地質条件の変更）
①本体掘削

3

現地状況の変化
に係る要因（現地

地衝条件の変更）
②グラウチング

現地状況の変化

に係る要因（現地
地鷺条件の変更）

③貯水池伐採
1

．硬い岩石部分については、機械併用発破掘削となるこ
と等から増加する。

。弱扇部については、礁却するために掘削が追加となる

ことにより増加する画

硬い岩石あるいは弱層部の場
所と量が把握できたことによ

り、掘削譜用が増高になる理由
を示していただきたい。

38

吟 白色一一

基礎掘削が完了した時点で増

額輻は確定するのか。
･掘割に係る作業がすべて完了すれば､饗用は確定する。39

百一一一ロー＝ ‐わ一申一一一一◆一一一一→－－－－－－－今声マー◆令｡ご口や~■一 ◆一一一一一－－÷÷一一一一一字＝一一口一一一一一一屯二一づ

コンソリデーショングラウチングは、遮水性の改良と

弱部の舗強を目的に実施されるものである。
グラウチング技術指針に基づき設計を行っている。

グラウチングの目的と効果､設

計の考え方を示していただき

たい．

40

一一今｡ 弓 一一一一ｰ一ー一一一一一一＝ー－一一一一一一一一一一一一一一一一一やーー ＝＝画一一一一一＝寺一一一一一一一一一一 一一一一－一一一ユーーーーー寺÷一 一一○一 一一巳一一一一一■ーー■■■ー＝＝一つーー

伐擦した樹木は売却等による

収入を計上できないのか｡でき
ない場合は､理由を示していた
だきたい｡

売勃払いが可能なものは売り払いの努力をしていく
が、売り払いできなかった場合の事態が想定されるた
め難収入は計上していない。

41

84
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書面調査（意見。質問と回答）

番号 1都5県の意見”麗問(5/25）項目 関東地方整備局の回答(5/30〉

，鑿蕊譜繊樹氷の伐採範囲の増分につ',、
4'地鵬件の変更)騨鯛議鋼欝蕊寮

③貯水池伐採瓶
2

現地状況の変化

4.鰯稟毒懸評他のダﾑでも嗣様に伐採鮒
③貯水池伐採っているの力も

3

現地状況の変化

に係る要因（現地売り払い部材はあるのか｡ある

44地衝条件の変更）場合は､その収入を計上してい
④水没桶梁 るのか。

1

現地状況の変化

“孟 勢謹要鮮總歎
2

現地状況の蕊化｢~~~~~‐‐~．..~~ ~.….一~.~..~‐‐~~~~~~~~~~~~~~~.~~一~..．~.~~~~~~~~~、

4‘孟舞皇濡菫勢蛎梁を柵した糊ど､趣の
④水没橋梁 方法は検討したのか．

3

現地状況の変化

4ﾌ懸難懸評他のダﾑで棡雛に橘梁撤去
④水没橋梁 を行っているのか。

4
－－－，■p一三一一一一.一一一一一一一一一一一缶一一の－．－

現地状況の変化
に係る要因（現地基礎地盤の土質改良が必要と

48地質条件の変更）なった理由を示していただき
⑤ﾌﾟﾗﾝﾄﾔｰ．ﾄﾞ たい。

1

‘禦灘蝋謹聴鼻ご減撫鑿
禦｡地雷解'灌撫瀕する-と．

,他ダムの事例も踏まえ、継続して綾討を進めていると
ころである。

モーーー寺一一 一合一÷－－争辛＝‐←一一一一申一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一二－一一－一q■■‐＝＝＝一一寺一一ローーB一一

他ダムにおいても、同様の伐採を実施し,ている事例は
ある。 ‘

･売り払いに努めるが、売り払いできなかった場合の事
態が想定されるため雑収入獄計上していない。

｡平成27年度までに地すべり等の検討が進捗し、その

施工に支陣となることが明らかになったため、現計画
では想定していなかった。

一一■一＝凸画一■＝＝■ 凸 一一一凸。＝－－－－－－1■。－－－－－ウーーー÷一一一一一一一一一一一一一‐』■‐一己‐‐■一一

･橘梁を存趣したままでは、施工に支障となることが明
らかとなったため、撤去することを前提として施工方
法を検討している。

一一一一＝一一一一一■一心④与一甲＝＝●一宇凸一一一一一●＝＝＝一一一■■､＝‐一一一一.■p‐争●一一一一一一一一一一一与一=ｰq■■｡一‐

他ダムにおいても、同様の橘梁撤去を実施している蛎
例はある。

･切土により発生した土砂が軟弱土だったため、土質改
良を行い砿土材として使用したものである。

一一一一一凸一一■一一＝－－－一一一一一一一→●一一一一一参→一一一一一一一■■P一一一一一つ年一一一一一一一一凸一一一一一＝ーー■一一

．近隣において、土質改良の実施時期に良質土を発生す
る工事がなかったため、入手することができなかっ
た。

・減勢工の柵造鍾見直しは以下の内容となっている。
①側壁を斜めに鍔いた形で形状変更。

②側壁の痛さについて、越水を避ける高さを確隈
③強制的に跳水を発生させるためのシルを設睡。

④強制的に流れのエネルギーを減勢さぜるブロックを
設置。

⑤副ダムの嵩上げ。

現地職況の変化
に係る要因（現地

50地賛条件の変更〉

⑥減勢工
1

減勢工の榊造の見直しの内容

を示していただきたい。

現地状況の変化
に係る要因（現地

51地獄条件の変更）
⑥減勢工

2

水理模型実験を行った理由を

明らかにし､その結果概要がわ
かる資料を示していただきた
い。

河川砂防技術基準（案）同解説設計編により、実験
に基づき定めるものとするとされている。

85
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資料3

書面調査（意見“質問出回答）

関東地方整備局の回答(5/30）1都5県の意見。質問(5/25）番号 項目

。ダム検証中に新たな段階に入れなかったこと等から、
現計澗では同実験ば未完了であり、概略設計により賢
用を計上していた。

．そめ彼、平成25年変か‘も専門家による減勢工の水理
模型実験を再開し、その結果を踏まえ、減勢工の構造
変更が必要となり、増額が生じた。

・他ダムの実績を参考に、脱水ケーキに含まれる六価ク
ロム等が、「環境基本法に藻づく土壌典塊基準｣鵜よび

『土壌汚染対策法に基づく特定有害物質含有壁基準」
ぬ基準値を超過すると想定している。

現地状況の変化

に係る要悶（現地
地髄条件の変更）

⑥減勢工
3

現地状況の変化
に係る要因（現地

地衝条件の変更）
⑦建設副産物

1

現地状況の変化

に係る要因（現地

地衝条件の変更）
⑦建設副産物

2

現地状況の変化

に係る要因（現地

地髄条件の変更）
⑦建設副産物

3

現地状況の変化
に係る要因（現地

地寅条件の変更）

⑧町道工事
1

減勢工の見直し,について、第4

園基本計画変更以前では予測
できなかった現地の状況の変
化などがあったのか､鍛えてい

ただきたい。

52

一・一一■＝q■

脱水ケーキが何の環境基準を
超過するのか教えていただき

たい。

53

今後､計上している処分饗用が
超過する可能性はあるか。

･他ダムの実績を考慮して、必要な処分量を見込んでい
るものである。

54

ー画●己ユ 一参 ←一 ÷ 一 一 一一 一一一~－－－ ●F和 ‐＝ 一 ﾛ 炉 - 号

当初の利用計画を示していた

だきたい。
管内の盛土材への再利用を想定していた。55

ー＝一一一一一

付蒋町道の椛造変更について、

変更した工法の妥当性を示し
ていただきたい。

工法の比較検討を行い、構造的、経済的に優位となっ
た鋼製桟道橋に構造形式を変更したものである。

56

・臓館等への影響を考慮して、ボーリング調喪による地
質調査が末実施の箇所があったため、近隣の地質や現

地の地形情報を参考に、推定岩盤線による概略設計を
行い、補強土壁工法を採用したが、その後の地質調査
により推潅岩縦線が当初想定より深い位腫にあるこ

とが判明したものである。

志現計画の管理設備簿、他ダムの事例を参考に設備規
摸・内容等を計上していた。

。その後、東日本大震災後に改定された『ダム放流警報
システム計画・談議指針（案）』（平成23年4月）
及び『電気通信施設設計要領・同解説』（平成26年3
月）等をもとに見直しを行う必要が生じたが、ダム検
証時には蕊業が新たな段階に進むことができなかっ
たため、検証後に改めて検討を行うことになった。

・平成28年3月に専門家等の意見を踏まえた管理設備
計画を策定し、これに伴い増額となった。

一一一一一一ーーーー一一‐－－－－口■ー一一一一－一一－一一‐一一一一一＝

現地状況の変化
に係る要因（現地

地質条件の変更）
⑧町道工事

2

町道工事の構造変更について、

当初の推定岩盤線が違ってい
た理由を示していただきたい。

57

ーーー一一一一一~一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一F一ｰ 』今 qウーq－ 一一一一一■トー一一一一一一一一■■

現地犠況の変化

§こ係る要因（現地
地預条件の変更）

⑨管理設備

鮫流警報設備が追加となった
具体的な理由を示していただ

きたい．

58

一＝一再＝ｰ■■

現地鱗況の変化
#こ係る要因（現地
地質条鉾の変更）

⑩盛土材調達

現地状況の変化
に係る要因（用地
取得難紘等;こよ

る変更）
運搬経路

－毎 一＝－ 汽一＝Fヰ凸七一詩●ｰマローーーーニ－－今一一今一一宇●ﾛ■~

漣事業から、盛土材の認達を予定していたが、近隣に
おいて調達時期の合う工事がなかったことから、管内
で採取し調達することに変更したものである。

盛土材調達の変更漣至った考
え方を示していただきたい。

59

一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一q■■－－一ｰ画一一一｡ 弓D－q ｡ b ■し ー一一一一一一｡ －－弓■ ÷ b P 4 P一一 トー －缶マー 一トー＝一一口 qﾄ ゴ 1ト ーマ 弓 弓 ｡‐ 一毛一一一 b む一一一一‐－ －－－寺＝毎毎

想定していた土砂搬出先の用

地取得に時間を要した経緯を
示していただきたい。

残土磁場と想定していた水没地内の用地取得におい
て、関係者等との調整に時間を要したものである。

60

86
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書面調査（意見“質問と回答）

番号 1都5県の意見・質問(5/25） 関東地方整備局の回答(5/30）項目

新
で
込
一

を
画
見
』

用
計
を
》

費
現
用
勤
。
一

日
、
費
功
一

函
》
》
蝿

翫
泌
畔
誠
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然自 ･精査中の事業饗では、今後起こりうる自然災害への対
応として、近年の災害実績をもとに復旧蟹用の増を見
込んだものである。
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「自然災害により、工事現場等
の復旧が必要となった実績を

自然災害によるふまえ、今後の自然災害の発生・直近の災害対応に係る費用から1ヵ年あたりに要した
要因等 を想定し、復旧謝用を計上し溌用を算出し、これに、平成28～31年の4ヵ年を乗じ

2 た」とあるが、具体的にどの様て算出している。
な考え方で費用を算定してい
るのか示していただきたい。

菖然災害による峯蕊i男思熟爵麓･鮮極縦畷僻穿復旧はダム事業に要因等

3 いのか。

”工事澱等に単価の上昇率を乗じて、公共工事関連単価
による上昇額を算出している。

・単価上昇率については、資材饗・労務費・機械経費の

擬溌躯公共工率関連単価の変化につ単価の平均上昇率を閑いて算出している。
価の変化悪声え方を示して'､ただ書 公共工事関連単価上昇額＝単価上昇率（労務饗構成比

1
（％)×労務費上昇率(％)＋資材盤構成比(％)×驚材饗
上昇率(％)＋機械経費構成比(％)×機械経費上昇率

（鈴>）×年度毎の工種金額

社会経済的翻雪露露呈管麓蟹圭謹･平成28年度以降に公共工輔連単価が上昇した場合に

舩職連単謹 綴蕊欝:嘘
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一. ■D -今

65

一一弓 雫

社会経済的要因
各年度の労務単価、労務（測）

①公共工事関連単
66 単価、驚材単価、機械経劉は、

価の変化
単価適用地区はどこか。

3

労務澱、蕊機材は群馬県、労務費（測）、機賊経劉は
全鬮を適用し、平均単価を用いている。

,改定された一般管理饗等率は、平成27年4月11ﾖから
適用されている。

･残工事のうち主要となる工種を対象として、一般管理

費等の改定前後の基準を複数の工事事例に適用し硫算
を行い、一般管理饗等の改定に伴う願算額の上昇率を
算定。これを工事饗に乗じ、一般管理費等の改定によ
る上昇額を算定している。

＝苧一一一一副一一一コ｡一一勺一一｡＝ｰ－一一亡ーー与一ヨロ

一般管理識等の改定による変
更について考え方を示してい

ただきたい。

社会経済的要因

67②一般管理費等の
改定

← 。 弓 い 』 一一■ - F－● 1 ÷ 弓 削 －● 炉 一一一一

i､‐－‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐‐ ー ‐ ‐‐ ．‐ ‐ ‐・

梢費壇税は、唾6年4月1日か
ら8鉛’,H29年4月1日から10%

に引き上げる法改正がH24\8
月に成立しており、第4回基本
計画変更時にはわかっていた
はずだが、なぜ見込まなかった

のか。

･平成25年10月1日に、消餐税の増税（8％、1Q%)
の閣議決定がされたが、第4回基本計画変更では、変
更手続きの最中だったため増税の反映は行わず、消餐
税の増繍こよる影灘については、コスト縮減により対
応をすることとしていた。

社会経済的要因
68③消費税率の変更

1

一・■－－一争べ一手一毎口一一＝ローーーーーー一心垂一一一

･年度毎の工種金額に消饗税率(平成25年度までは5％、
平成26年度以降は8％、平成29年度以降は10％）
を乗じて算出し､税率変更前との差を計上している。

社会軽済的要因

69③消餐税率の変更
2

消費税の増税による変更§こつ
いて考え方を示していただき

たい。
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現地調査

平成28年6月17日(金）平成28年6月16日(木）～
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○現地調査結果（平成28年6月16日～17日）

（1）1班調査結果

調査者茨城県滑川係長 栃木県高山課長補佐

埼玉県若山主査 千葉県桐木班長

群馬県一場主幹

東京都加賀屋統括課長代理
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調査項目（大項目） 「事業管理、物価等」

1）全体工程

2）公共工事関連単価の変化による変更

3）一般管理費等の改定による変更

4）消費税率の変更

5）コスト縮減

調査結果

1 ）全体工程

各工種の進捗状況及び今後の工事計画について、工程表及び図面により説明を受け確認し

た。また、工期が延伸するリスクについて確認したところ、用地については土地収用法に基

づく手続きを進めていること、埋蔵文化財現地調査は、現在の進度で試験湛水前に完了する

予定であることから工期内完成に向け取り組んでいることを確認した。

2）公共工事関連単価の変化による変更

年度事業費(H28以降は想定額）を基に、八シ場ダム建設事業の平均的な労務費、資材費、

機械経費の構成比率（以下「構成比率」という｡）を算出し、当該構成比率を踏まえた事業費

に年度ごとの実績単価の平均上昇率を用いて算定していることを確認した。なお構成比率は、

直近の代表的な工事において構成比確認資料を用いた説明を受け、その設定が適切であるこ

とを確認した。

今後の物価増を想定したトレンドについては、平成25～27年度の実績上昇率を基に算定し

ていることを確認した。また、最新の平成28年度単価を反映したもので精査中であることを

確認した。

3）一般管理費等の改定による変更

記者発表資料等により、一般管理費等の改定内容を確認した。一般管理費等の改定による

増額は、平成27年度以降の工事について平均4％の増加率を見込んでいる。この増加率は、

今後実施予定の工事と類似した実施済工事について、改定前と改定後の基準で再計算した結

果と比較して、算定していることを確認した。

4）消費税率の変更

平成26年4月に5％から8％へ改定された増税分について､H26年度以降の年度事業費(H28

以降は想定額）を基に3％増分を算定していることを確認した。また、10%へ増税分は6

月1日に公表された実施先送りを受けて計上していないことを確認した。

5）コスト縮減

第4回基本計画変更後から平成26年度末までのコスト縮減策（約56．5億円）及び増額内

容（約56．0億円)、代表的なコスト縮減事例を確認した。また、今回の増額変更に関するコ

スト縮減策について確認し、これらの縮減策に加え、早期に実現の見込みが立つ可能性があ

るコスト縮減策について、その検討・調整を急ぐ旨の説明があった。今後のコスト縮減見込

については最大限の努力を行ない、コスト管理連絡協議会等で適時報告してもらうことを依

頼した。

なお、今回確認を行う第4回基本計画変更からの増額に直接関わるものではないが、平成



16年の第2回基本計画変更時から平成26年度末までのコスト縮減の取り組みについて､その
縮減額（約308億円）がこれまでの事業進捗に必要な事業費（約302億円）に充当されてき
たこと、平成26年度末時点でのコスト縮減総額と既充当額の差分が約6．5億円であることの
説明があった。
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○現地調査結果（平成28年6月16日～17日）

（2）2班調査結果

調査者茨城県今井課長補佐 栃木県水沼係長

埼玉県寸田主査 千葉県花川副主幹

群馬県島田主幹

東京都高津統括課長代理
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調査項目（大項目） 「ダム本体工事等」

1）大規模地震に対する耐震性能照査による変更

2）現地地質条件の変更等による増

①本体掘削における土質区分の変更等

②本体掘肖l1における土質区分の変更等（グラウチング）

③貯水池伐採範囲の精査

④骨材プラントヤード基礎地盤の土質改良

⑤水理模型実験による減勢工の変更

⑥建設副産物（脱水ケーキ）の処分

⑦管理設備計画の精査による変更

調査結果

1）大規模地震に対する耐震性能照査による変更

｢大規模地震に対する耐震性能照査指針（案）・同解説」(H17.3)及び「ダム技術」論文

(H24.11)、(H26.11)を用いた説明を受け、同指針等に基づき、「東北地方太平洋沖地震等の

地震波形」を考慮したゲート部等の耐震性能照査を本体工事の中で行っており、対策が必要

となる可能性があることを確認した。

また、増額分の算定の考え方についても、他ダムの事例を参考にして鉄筋量の割り増しを

見込んでいるなど、不適切と判断できる事実は確認できなかった。

2）現地地質条件の変更等による増

①本体掘削における土質区分の変更等

図面等を用いた説明を受け、平成27年1月以降の掘削において、事前ボーリング調査に基

づく当初想定と比較し硬い岩石の割合が多くなっており、土質区分の割合を変更して実施し

ていることを確認した。また、平成28年3月に、除去が必要な弱層部が当初想定より広く分

布していることが明らかになり、追加掘削及びこれに伴うダム本体のコンクリート量、原石

山の掘肖ll量が増加することを確認した。

②本体掘肖l1における土質区分の変更等（グラウチング）

図面等を用いた説明を受け、ダム本体の基礎掘肖l1の進捗に伴い、除去が必要な弱層部の範

囲が想定より拡大していることが判明し、これに合わせてコンソリデーショングラウチング

の施工範囲も増となったことを確認した。施工範囲及び施工方法、管理業務の追加内容につ

いては技術指針に基づき検討されており、不適切と判断できる事実は確認できなかった。

③貯水池伐採範囲の精査

資料等を用いた説明を受け、流木止め（網場）より上流側の樹木を存置していた他ダムに

おいて、平成27年度の出水等により枯死木の表出、存置樹木の腐敗による悪臭、船舶航行へ

の障害が顕在化したことが確認されたことを踏まえ、常時満水位以下の樹木を伐採する計画

へ見直ししたことを確認した。

なお、現在、選択伐採について精査中であることを確認した。



理
④骨材プラントヤード基礎地盤の土質改良

図面等を用いた説明を受け、骨材プラントヤードにおいて、事前ボーリングの調査結果か

らでは土質改良が必要な地盤を把握することが困難であったこと、平成25年9月の造成工事

着手後の軟弱土が判明した時点では、他の候補地を選定し変更することは困難であったこと

を確認した。

対策工については、土質改良と購入材の費用比較等の検討を行っており、安価な土質改良

が実施されていることを確認した。

⑤水理模型実験による減勢工の変更

「河川砂防技術基準（案）・同解説設計編[I]」等を用いた説明を受け、水理模型実験は、

同基準に基づき平成19年に開始したがダム検証のため一時休止となり、平成25年に再開し、

平成27年3月に最終的な報告書がとりまとめられたことを確認した。この結果をもとに、減

勢工の構造の見直しが必要となったことを確認した。

⑥建設副産物（脱水ケーキ）の処分

骨材製造設備及びダムサイト濁水処理設備により発生する脱水ケーキについては、当初、

盛土材への利用を予定していたが、平成28年4月時点の事業費精査において、他ダムの実績

を参考にして、安全側を採用する観点から環境基準値を超過した場合を想定し、産業廃棄物

としての処分した場合の費用が追加計上されたことを確認した。

⑦管理設備計画の精査による変更

「電気通信施設設計要領。同解説(H25年度版)」及び「放流警報システム計画・設計指針

（案）・同解説(H23年4月)」を用いた説明を受け、同指針等に基づき、非常用発電設備を

2台、警報局を29局とする検討結果を平成28年3月にとりまとめ変更したことを確認した。

管理棟については、学識経験者等で構成される八シ場ダム景観デザインに関する検討委員

会の資料を用いた説明を受け、他ダムの実例等を踏まえ、必要な施設内容として、同検討委

員会での意見を踏まえ平成28年5月に変更したことを確認した。

2）の要因による増額分の算定の考え方について確認したが、不適切と判断できる事実は確

認できなかった。
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○現地調査結果（平成28年6月16日～17日）

（3）3班調査結果

調査者茨城県宮本技師 栃木県伊藤主任

埼玉県長谷部副課長千葉県田畑副主幹

群馬県松沢主幹

東京都植田課長代理
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調査項目（大項目） 「地すべり対策、代替地安全対策等」

1）湛水に伴う地すべり等の対策費の増

2）湛水に伴う代替地地区の安全対策費の増

3）現地地質条件の変更等による増

①地すべり対策等に支障となる水没橋梁の撤去

②町道工事における現地精査に伴う構造の変更

③盛土材調達の計画変更

④代替地の墓囎鑿備内容の具体化による変更

4）用地制約に伴う運搬ルート変更等による増

①本体工事における用地交渉に伴う運搬経路の変更

②用地交渉難航に伴う裁決申請図書作成等

調査結果

1）湛水に伴う地すべり等の対策費の増

｢貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指針（案）・同解説(H21.7)｣ (以下「技

術指針」という｡）等を用いた説明を受け、平成16年の第2回基本計画変更時においては、3

か所の対策が必要とされていたこと、その後、平成21年7月に技術指針が策定され再検討が

必要となったが、ダム検証により検証期間中は新たな段階に対応するための調査は実施でき

なかったこと、ダム検証後に、技術指針に基づいた検討が適切に実施され、その結果6箇所

で地すべり等対策が必要であるとの結果が得られたことを確認した。

また、無作為に抽出した白岩沢地区、勝沼地区について、対策の考え方を確認した結果、

不適切と判断できる事実は確認できなかった。久森沢地区については、断面図・ボーリング

データにより対策が不要であることを確認した。

2）湛水に伴う代替地地区の安全対策費の増

｢宅地造成等規制法」（以下「宅造法」という｡）の条文等を用いた説明を受け、増額の要

因である代替地地区の安全対策については、平成18年の宅造法の改正に基づき必要となった

ものであり、平成16年の第2回基本計画変更時には計上されていなかったこと、平成18年

の法改正後、遅滞なく法改正に基づく検討を行っていたが、ダム検証により検証期間中は新

たな段階に対応するための調査は実施できなかったこと、ダム検証後、専門家の意見を聴い

たうえで、ボーリング等を実施し、再度盛土安定性の計算を行ったところ、5箇所（川原湯地

区①～④、長野原地区③）において対策が必要となったことを確認した。

対策工の種類については、抑制工と抑止工に大別されるが、抑制工の「押え盛土工」等は

代替地盛土の法尻部付近が急崖等で施工が困難なため除外し、概略検討により、抑止工の「杭

エ」と「アンカーエ」から地区毎に工法を選定していることを確認した。

また、無作為に抽出した川原湯地区③について、対策の考え方を確認した結果、不適切と

判断できる事実はなかった。

なお、上記1）、2）については、ダム検証の影響により、第4回基本計画変更時には、ボ

一リング調査、解析・対策工の必要性の検討が終了しておらず、対策費用が未確定であった

ことから、4,600億円の事業費には計上されていなかったことを確認した。



[
3）現地地質条件の変更等による増

①地すべり対策等に支障となる水没橋梁の撤去

資料等を用いた説明を受け、水没橋梁については、ダム管理に支障がない限り存置するこ

ととしていたが、平成27年度までに地すべり等対策の検討が進捗し、その施工に支障となる

等の水没橋梁の撤去が必要となったものであることを確認した。

②町道工事における現地精査に伴う構造の変更

資料等を用いた説明を受け、川原湯温泉の旅館等が立地していたため、当該箇所の地質調

査が未実施となっていたこと、旅館等が移転した平成26年1月にボーリング調査を実施した

ところ、推定岩盤線が当初の想定より深いことが判明したこと、このため当初計画していた

補強土壁工法が適用できなくなり、工法の比較検討を行った上で鋼製桟道橋への変更を行っ

たことを確認した。

③盛土材調達の計画変更

盛土材の受入等の経緯等の説明を受け、現計画では他事業からの発生土を受入れることを

想定していたこと、土砂の受け入れ段階になり、近隣自治体等からの発生土の受入調整を行

なったが、受土の時期に合う事業が見当たらず、別途土砂の確保が必要となったことを確認

した。また、管内から新たに採取する土砂が、盛土の安定性が確保できる材料であることを

確認した。

④代替地の基盤整備内容の具体化による変更

図面等を用いた説明を受け、平成28年4月に東・中村地区、小倉地区の土地利用計画が具

体化したことを受け、東・中村地区では盛土法先部の地盤改良の追加、小倉地区では重力式

擁壁の延長の増が必要となったことを確認した。

東・中村地区の地盤改良については、軟弱地盤対策工指針に基づいた検討がされ、当該工

法が選定されていることを確認した。

4）用地制約に伴う運搬ルート変更等による増

①本体工事における用地交渉に伴う運搬経路の変更

用地交渉の経緯等の説明を受け、ダム掘削残土は近隣代替地の二次盛土で有効利用する計

画であったが、用地交渉の遅れにより、本体工事の掘肖llスケジュールとのズレが生じ、残土

搬出先の変更が生じたことを確認した。また運搬ルートの変更に伴い道路の拡幅や橋梁補強

が必要となったことを確認した。

②用地交渉難航に伴う裁決申請図書作成等

土地収用法の事業認定告示等の説明を受け、未取得用地について、土地収用法第35条に

基づく立入調査（土地測量、立木調査等)、第36条に基づく裁決申請図書の作成が必要とな

ったことを確認した。

1）～4）の要因による増額分の算定の考え方|こついて確認したが、不適切と判断できる事

実は確認できなかった。
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唖
○現地調査結果（平成28年6月16日～17日）

（4）4班調査結果

調査者茨城県関係長 栃木県石井主幹兼総括補佐

群馬県八木生活再建対策主監

埼玉県稲場副課長 千葉県大川副主査 東京都永井主任

9J

調査項目（大項目） 「関係機関との調整等」

1）埋蔵文化財の試掘結果を踏まえた調査範囲の拡大に伴う増

2）事業者等関係機関との調整による構造や施工計画の見直しによる増

①付替鉄道

②景勝地の保全

3）会計検査受検状況

調査結果

1）埋蔵文化財の試掘結果を踏まえた調査範囲の拡大に伴う増

文化財保護法に基づき群馬県が定めた埋蔵文化財発掘調査に関する取扱い基準や協定書等

を用いた説明を受け、取扱い基準により、ダムの水没地域はすべて調査対象であること、対

象範囲等を定めた協定書に基づき調査を実施していること、県教育委員会が調査実績及び試

掘結果等から調査の必要性を判断していることを確認した。

第4回基本計画変更以降において、調査範囲（今後の予定を含む）が約29万㎡拡大してい

ることを確認した。

また、埋蔵文化財の所在・面積一覧表等を用いた説明を受け、調査面積当たりの調査費用

は一定ではなく、複数の地層から時代の異なる遺跡が発掘された箇所は調査費用が増額する

ことを確認した。

また、ダム検証中は水没地の調査が実施できなかったこと、家屋の移転が進んだH26年か

ら調査が本格化したこと、調査費用に加え、道路、家屋基礎等の撤去費用を見込んでいるこ

とを確認した。

調査範囲の拡大による増額分の算定の考え方について確認したが、不適切と判断できる事

実は確認できなかった。

2）事業者等関係機関との調整による構造や施工計画の見直しによる増

①付替鉄道

JRとの施行協定書等を用いた説明を受け、廃止鉄道施設は国に引き渡されること、PC

Bが含まれる電気機器の処分については、第4回基本計画変更時点で具体的な処分方法等が

決定していなかったこと、平成26年10月に廃止鉄道施設は国に引き渡しされ、PCBが含

まれる電気機器について必要な処分費用が追加計上されたことを確認した。

|日鉄道敷のレール等のうち、売却できるものは売却し、最終精算時にダム事業費に収益と

して計上されることを確認した。

枕木については、防腐処理がされていることによりダム貯水池に有害物質が溶出する懸念

が生じたことから撤去する必要が生じたことを確認した。なお、バラストについては、現時

点では撤去費用を見込んでいるが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に照らし、存置する

ことの妥当性を検討中であり、撤去とするか存置とするか精査中であることを確認した。

②景勝地の保全

八シ場ダム建設予定地の一部は、文化財保護法に基づき国指定の「名勝」に指定されてお

り、改変行為を行う場合は、文化庁の同意を得て実施する必要があること、平成19年1月の

文化庁長官からの回答において景観に係る条件が付されたことを受け、学識経験者等で構成

する委員会を設置し、委員会の意見を踏まえて平成25年度以降にダム本体等のデザインを

修正したことを確認した。
八司



資料4

2）の要因による増額分の算定の考え方について確認したが、不適切と判断できる事実は確

認できなかった。

3）会計検査受検状況

会計検査院による会計実地検査をH27年5月に受検し、八シ場ダム工事事務所に関する指

摘がないことを確認した。
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亜

平成28年6月28日（木）に関東地方整備局から

20億円の資料提示された精査額7
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資料B

精査中事業費の主な増要因(案）

※項目の金額については､精査中です。
※上表の増額は､今後のコスト縮減を見込んだ上での額です。

103

増要因 増額 比率
資料c

No.

1．社会状況の変化に係る要因

応一語石玉壺 －~－で
ILL!大規模地震に対する耐震性能照査による変更

1．2関係檀■との■更等による変更(埋董文化財対応など）

’
1．2．1埋蔵文化財の試掘結果を踏まえた碩査範囲の拡大に伴う増

1．2．2事業者等関係機関との湧整による構造や施工計爾の見直しによる増

付替鉄通

景勝地の保全

91

3

3

88

67

20

12

8

12.6％

0.4％

0.‘慨

12.鰯

9.4乱

2.8％

1.6％

1.2鮎

No．1

No.2

No.3

No．4

2.地すぺり
d

I 厚安全対策に係る要因

ぺり等安全対策による支更

1．1湛水に伴う地すべり等の対策費の噌

1.2潅水に伴う代緋地地区の安全対策費の増

141

141

粥

44

19.5％

19.5％

13.4％

6．1曲

No．5

No.6

3.現地状況の変化に係る要因 215

”2

2

41

3

鍋

11

2

18

16

8

10

41

16

13

13

12

0.5

29.8％

28.1弾

28.1も

5.7魁

0.4％

5.脇

1.5％

0.錦

2.4％

2.蕊

1.鵬

1.4､

5.7斑

2.溌

1.邸

1.鴎

1.露

0．1，

No.7

No.8

No．9

No.10

No.11

No.12

No.13

No.14

No.15

No.16

No.17

NQ18

No.19

4.自然災害に係る要因等 8

8

8

1.2％

1.が

1.蕊 N⑥20

5.社会経済的要因

5．1．2殻昏理安等の改定による変更

5.2洞受税率の麦更

266

2麺

212

21

32

36.9％

324男

29.鍋

3.い

4.5％

No．21

No．22

No.23

合計 720 1鴎



精査中
前回(5/20)提示額から今回(6/28)提示額の変更内容について

事業費の主な増要因(案）
（単位3億円〉

今回(6/28)提示前回(5/20)提示 泰業擬変更の経純(5/20－．6/28）
蝋要因

(豊籍) i 比率 差額 理由 増額｛ 比率

1.社会状況の淡化に係る擬脚 伽
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粋

1．1刷徽化による蝋麓

｜'‘1.’大規換地識に対する謝霞性猫照壷による“
1．21測係掘間との測整簿による蛮亜(埋蔽文化財対応など）

’1．2．1埋灘文化財の誠穏結要を鋤まえた勤壷施睡の拡大に伴う端

1．21測係掘間との測整簿による蛮亜(埋蔽文化財対応など）

1．2．1埋澱文化財の誠摺結粟を謎まえた勤壷施睡の拡大に伴う端

12．2事紫者騨間係曝間との翼整による構避や施工計圃の見渡しによる増

｜付慨鉄通

｜景勝地の保全

1．2．2事議者騨間係曝間との漠蓮による構遥や施工計圃の見糎しによる増

｜付慨鉄通

｜景腸地の保全

コスト網減(バラスト存置)による減[約－104憾円］

2.地すべり等安全対策に係る婆因

2.1地すべり等安全対策による変更

’2.1.1湛水に伴う地すべり等の対策喪の増

’2.1.2湛水に伴う代播地地区の安全対策蕊の塒

3.現地状況の変化に係る襲因

3.1地蜘蕊件の明硫化蝉による変更

3‘ '1．1現地地獄条件の変更簿による塒

本体掘削における土質区分の変更等

本体掘削における土髄区分の変更等(グラウチング）

貯水池伐採範囲の輔査

地すべり対策等に支薄となる水没枢梁の撤去

，冊材ブラントヤード塾礎地聲の土貴改良

水理模型実賎による減勢工の寵吏

遡股Ⅲﾘ臓物(脱水ケーキ)の処分

町追工瑚における珊池輔蚕に伴う柵通の変更

管理汲僻#ﾅ剛の轆澁による変更

盛土材削連の叶闘変更

代裕地の基繋整崎内容の具体化による変更

･コスト縮減(遡択伐採)による減[約-11.0偲円］

一
○
ｍ

3.2用地取榊篭航簿による変更

3．2．1用地制約に伴う運搬ルート変更等による増

｜本体工率における用堆交渉に伴う運鎧経躯の変更
｜用地交渉鮭航に伴う裁決申鯆画書作成等

3.2.1用地制約に伴う運畿ルート変更等による増

｜本体工率における用堆交渉に伴う運鎧経躯の変更
｜用地交渉雌航に伴う裁決申鯆画書作成等

｜
｜

’

4．自然災害に係る要因静

’
4.1洪水や大曾対応による麗奨

’4,1.1今彼の洪水や大雷対応等による端

毛
一
遍
一
釦
一
銅

1･10値円難位のまるめ〈不測の率態への備え)による減[約一“徳円］

5.社会艤済的蕊因

5．1公共工蛎間蝋吋i価の変化簿

消劉税(10鮎－8％)変更に伴う城[約-1.6臆円］
ｺｽﾄ輔減に伴う減[バラスト:約壺3.2惚円､選択伐採:約-3.5億円I
トレンドの兇面し(H25-H27からH25-H28の傾向)による減["-272催円］

5．1．1 公共工事側迩単価の変化 247 1 30.鯛 －35 212 1 29，輪

6．12一触管理雛等の改定による変更 －1 1，コスト縮減に伴う減〔バラスト;約-0.4碓円､選択伐採;約-“徳円］22 1 2醜 21 ： 3.0m

蛸敷税率(1096-896)変更に伴う減[約－10傅円］
･コスト縮減に伴う減〔バラスト:約-0.4億円､遮択伐採;約-“偉円］

5.2消擬税率の変Ⅲ5.2消擬税率の変Ⅲ 49 ； 6,2粥 －” 32 6 4‘5闇

合計

※合叶皷については、四猫五入の関係で一致しないことがあり誤す｡

800 i l的覺 -800 720 1 100

※項目の金額については､糟査中です轡
※上表の助額は､今後のコスト縮減を見込んだ上での額です。
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1．1耐涯化による変更(大規模地震に対する耐震性能照査による変更)…(約3億円）

■本体関連構造物(ゲート部等)の耐震性能照査を実施したところ､門柱部の補強対策が必要となる可能性がある
ことが確認されました。このため､他ダムの事例をもとに､門柱部の鉄筋量の増加を想定し､その必要額を計上
しました。

,ざ

膝了
寓蘓 1

I

鬘
画

ケート門裳鯨
(鉄筋量の変更）
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ロ 参考‘溌襲性能照議フロー》

①想定地溌の選定

劃’
＃ ･文献資料等の鯛壷・惣定地震の選定

一
一

’②レベル2地震動の設定

‘ ・想定地震による地震動の推定
※レベル2地獲動の推定方法は、「ダム距離減表式」

を用いる経験的方法によることを基本

､

、、
－す

、
H20年度、H28年度『蔓ム距離減衰式」改定

’I ③ダム本体の耐濃性能の照鷲

･謹形動的解析や損傷過程等を考恵した地溌応答解析
を実施し貯水機能が維持されることの確潔や修復
方法等を検討

、

鉄

･放流設構のゲート等の関連構造物に損傷が生じた
としてもダムの貯水擾能が錐持されることを確認

門柱鋒のコンクリート1,3当たりの鐘鉄筋量
を埴やし思琶重性能を砿係します．

堤体上流面綱

④関連構造物等の耐涯性能の照査
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’ 費 増事業 の主な主 案（ ）要因 ￥ r雨画一

1．2関係機関との調整等による変更(埋蔵文化財対応など）

（埋蔵文化財の試掘結果を踏まえた調査範囲の拡大に伴う増)…(約67億円）

■第4回基本計画変更以降の調査の進展及び新たな試掘結果を踏まえ､調査面積等が増大することとなりました。

■また､複数の地層から遺跡や出土品が発掘され､調査費用が増額している事例を踏まえ､既存の調査実績単価と
調査残面積から今後必要となる埋蔵文化財調査費用を見直しました。

断面図《三平I遺跡〉※複数の地謄から遺跡が発掘されたため罵鯛萱費用が増加した事例 (三平I遺跡）
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鴎事業費 主 増要
＝ 、

1．2関係機関との鯛整等による変更(埋蔵文化財対応など）
（事業者等関係機関との鵠整による構造や施工計画の見直しによる増(付替鉄道)〉｡"．(約了2億円）

■旧鉄道施設が水没した際め影響調査を実施したところ､枕木が防腐処理されていることが判明したため､関係機
関と調整し､水質の保全に万全を期すため､枕木等を撤去をすることとしました。

■また､PCBを含む電気機器については､旧鉄道施設の一部として引き渡しを受けていることから､処分費用を計
上しました。

Cポリ塩化ピフェエル(PCB)が含まれる電気機器については､関係法令にもとづき､一時的に保管後､適正に処分す愚こととしています。
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○枕木等については壱廃棄物処理法にもとづき､適正に処理します。 枕木“鎮路等の撤去イメージ

－
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’ 輸査中

事業 主 増要な増要因(案）案因の

1 2関係機関との調整等による変更(埋藏文化討対応など）
（事業者等関係機関との調整による構造や施エ計画の見直しによる増(景勝地の保全))…(約8億円）

■名勝吾妻峡の景観の保全について､文化庁長官の回答を踏まえ､学識経験者等から構成される委員会に諮り
検討を進めた結果､周辺景観とダム等の構造物との調和を図るために､ダム堤体等の構造を一部変更する必
要が生じました。

O周辺儀柵とダム簿の糊造物との鯛和を図るために変更した主な項目
(参考）景観性に関わる評価項目(鯛和を図るための観点）

’愛更項目 変更内容 劉和の観点 配慮の考え方 措置要濃

⑳ﾌーチング ･大雪さを小さく､形状を同じ高さに揃える 小さくする､揃える 雛ぐず・(見えなくする）

景観的なインパクト
を軽澱

糧々の要素に
関わる事項饗ケート徹作室(下流面） 小さくずる‘輻､高さを小さくする

.ビアと幅､形状を揃える
小さくする
揃える

半
一
一

ぼかす

諺ケート操作室(上流面） ･形我I毫丸みをつける(ぼかす） ぼかす
揃える

関係性を整え.無秩
序な瓢象を与えない
ようにし､ダム景観
全擁としての景観的
影馨を軽減

，導流壁の幅をビアと幅を揃える鞭導流壁 整える
要索同士の関

係に関わ‘る事
項

まとめる

塾堤休下部埋め濃し '左右岸で埋め漢し形状を揃え愚 揃える
整える

｜
’

齢ケート澗りの蝋勾鯛 ，堤体上流面の法勾記を揃える．
剛ヂート棚りの法勾鯛をビアの外側まで延ばす(整える）

繋える 溶け込詣せる

変更項目

＝弓

堤体上流面

講塁■0句車

‐

こ

凸型
＝毒、

』一

Ｊ
ｌ
ｌ

ｌ
卜 戸

一一ー‘ 一▽丁索一一一 r一一一ざ

1万一チング

雲ケート操作室
(下流面）

③ゲート操作室

(上流面）

唖溺硯駕

⑤堤体下部

埋め戻し

畠ケート周りの
法勾蕊



事 費業 の主な増要因(案）案要

2.1地すべり等安全対策による変更(湛水に伴う地すべり等の対策費の増)…(約96億円）

■現計画では、平成21年に定められた新たな技術指針※に基づき､当時得られている情報等をもとに最大限の範
囲を想定し､地すべり等の対策費を事業費の外数として整理していました。(従前から対策を予定していた3箇所
は現計画に計上）

■今般､専門家の意見を聴きながら地すべり等対策の必要な調査等を進めた結果､従前3箇所を含む6箇所の対
策が必要であることが判明したことから､必要な費用を事業費に計上しました。

○地渦り検討‘対策箇所一覧 ダム検醒難
｢－~1:地すべり対策ヱを必要とする可熊性がある地区
｢=~1 :索圃総嬢積物料壷対策工書必蕊どする可能性がある地区
●O:対蒙必要鱈蔚 ○○：対策不要箇所

対策エ法
地区名

（案〉

二社率(1'1”》樽塗篭ェ

蝋i馴紳》 籾塗篭工
I#土エ

小粛(橘離〉 神さえ盛土工
鋼僚抗エ

閏辨(“'栂婁謹ェ
久撫沢(林） ：櫛さえ盛土エ

久々戸(畏野源〉棒さえ盛土工

川原畑①樺さえ盛土エ

川原聖②押さえ盛土工

川原渦 押さえ盛土エ

櫓壁 押さえ琴十王

林 押さえ毒十王

霊図踊

現針画で

見込んでいる地
区

重
個

ー■■＝■

鮮細検射Ⅱ
』

－
９
魁 』

地
す
べ
り
騨
剣
論

噂二社平
勝沼

川原畑久鴬沢
|押さ兇盛土工!’

１
１
１

憎針(索)に篭づく
点検の総果

迅加された地区
魎
函
函
一
函

‐
怪
」
’
一
一
」

I来囲紬埋檎倒‐

魁遜溌健再や‐や

テミ慾
蛙‐

、
函

＝

認ュ一宇里竺誼■

釘珂 林へ”
＝‐

、

彦浄－－ ／
払
些

三
口

＝

一
〆

熈
、
》 野V |地すぺり対策(ｲﾒｰジ図) ’〆ｰ' I

雷
一
一
一
ン

久々戸
、

１
１ 川|踊溺

Q
ー 地すべり土壌の末鎧部に盛土を行うこ

とにより､地すべり溝動力に抵抗する力
を増油させ､地すべりを防止

地すべり土塊の頭部の荷宜を除去す

ることにより地すべりの滑動力を低減さ
せ､地すべりを防止

小倉
(対策済）

圃
一． I

ロ
叩
叩
叩蔚翻、画

■
同
■
■
輝

圭
鯉
一

Ｆ
伽
剛
』

らﾛ－ ■

O鮒たな術針燭の主な内容
1,,航幽ﾚｰサｰ測麺による地謬判隣⑳鯖漉向上
2’禰捌風ボーリングによるすべり樹靭癒qIWW膳向上
3，燐蝋流解析によ愚棚隙水窪の残留率の鞘遊向上！

！

｜
’
I

※鮒た綱H針:『貯水池周辺の地すべり溌査と対箪に関する披術揃齢〈業)･悶剛脱j平成21年7月園土交通描河1M局治水隙 押さえ盛土工(イメージ図）排土工(イメージ図）

No.5

麹すべり

岨すべり

漣すべり

地すべり

地ずくり

砲ずぺり

来園鞠埋糟！

素因帖埠郷

栄函館睡稽1

来困帖堆秘仙



事 増要業 主の

2.1地すべり等安全対策による変更(湛水に伴う代替地地区の安全対策費の増)…(約44億円）

■現計画では､平成18年に改正された宅地造成等規制法に定められた基準に従い､当時得られている情報等をも
とに最大限の範囲(5箇所)を想定し､代替地地区の安全対策費を事業費の外数として整理していました。

■今般､専門家の意見を聴きながら安全対策の必要な調査等を進めた結果､5箇所の安全対策が必要であること
が判明したことから､必要な擬用を事業費に計上しました。

ヨ安全対策

崗
(イメージ園）

P砂I!’

○代替地地区の安全対策一覧q

銀

地区名 ｜対策工法(案） グ

杭を不動地盤まで貫入し､地すべり土製
の滑勤力を杭で抑制し､地すべりを防止

ぷ

戴
幽

畢堯苧=一

露瀞
抗工(イメージ図）

＝

盤内にアンカーを定蒲審せ､地すべり潟

動力をアンカ＝ぬ割り､力で抑え､地すべ
りを防止

宅地｝ アンカーヱ(イメージ図）
平成18年に宅地造成等規制鶏が改正され賃新規宅地造成に係る耐霊性を確
保するための技術選準が嬢律上明確|重なった宮 少ロ喝む2‘雰騨

函

聞噸遺土盛田



事業費 増主な 案因（要 ）の

3.1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(本体掘削における土質区分の変更等))…(約41億円）

■ダム本体の基礎掘削の進捗により､掘肖1面の詳細な地質情報が明らかとなり、当初想定より硬い岩石の割合が
多いことや､除去が必要な弱層部が想定より深かったことなどから､これらにかかる掘肖l1費用等が増額となりま
した。

【断面図】 弱層部の追加掘肖リ(左岸） (右岸）

＝三一一 laZ="-

例【A断面I【EL58
q■再■■＝垂室＝＝＝
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〔ダム鑿》
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凡例掘削範囲

口：当初

R;追加

一

一

学
笙
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〃
ノ

【A断面】

硬い岩石の割合が増加

■ 例【地質断面図(EL580m)] /

〆

流）
ー些一

(上〃

（下流）
－－

／

ｼ侭
、-

電巫鯵／ I

※A断面を､右岸から左岸方向にみた図

※EL580mの断面を､真上から真下方向にみた塵

O塑弼の理定

冑L蝋の枠内力曙芯の分布鱒麗鍾ヨ

O麺の状塊
聯い範麓が砦石の分布遥鴎

’
弱層部の分布状況岩石の分布状況

NC簿7

凡例岩石範囲

F~可:当初

に二コ：変更



事業費の主な増主 案(案）要因因 ・
剃
一

3. 1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(本体掘削における土質区分の変更等(グラウチング))>…(約3憶劉）

■ダム本体の基礎掘削の進捗により､詳細な掘肖ﾘ面の地質情報が明らかとなり、弱部補強及び遮水性の改良の
ためのコンソリデーショングラウチングを施工する範囲の見直しを行いました。

○コンソリデーショングラウチング範囲(弱部補強）

帝＝ ’一

一一一

斗

“

(左燦） (海岸）

ーー－－－一一一一

I－－

※真上から真下方向を見た図面 一

【平面図】

補強
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一△一口

事 費 増業 主な増要因(案）案要因の 「凧§

3"1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(貯水池伐採範囲の精査>>…(約36億円）

■貯水池内の樹木伐採については､ダム管理上の観点から必要最低限の範囲とする計画としていましたが､悪臭
などの代替地周辺の環境及び船舶の通行等に影響があることが判明したため､伐採範囲の見直しを行いました。

樹木の伐採範囲について0
当初 変更(追加範囲） 篁珊合の

伐操面禰

･出水後､水位が下がるとゴミや

木によって悪臭を発する。
．残置樹木が支障となって流木タ
が行えない．

･管理上の問題として､船舶の遡
に支障が生じている。

＜＞

,近接する住民生活這塊への影
･観光資源としての価値低下

庵視点蝋からの可撰範囲を対象
"常時満水位以下慰誠路への影響のない

水位蟻以上を伐採

めより下流雷対叡
水位以下を全伐採

伐採対象
範囲

堂
の

墓璽璽蔓些＝=莞露83凧
後採対象
鋤イメージ

綴
且

:伐欄範囲

茨舷路への影
《近師年にお

､水位(乱54@4m)
粒の平均水位EL'552.1m!から水腫両用パス喫水嵩1,2mと樹木高10.5mを考慮した水位〉
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輔査中



｜輔査中｜

｢雨i詞事業費費 な増 案主 (案）要因の

3．1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(地すべり対策等に支障となる水没橋梁の撤去))…(約11億円）

■存置を予定していた水没する既設橋梁について､地すべり等対策の検討などが進捗し､施工の支障となること
が判明したこと等により､橋梁の撤去が必要となりました。

撤去橋梁の概要
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｜糖査中

I~WT
１
１事業費の主な増要因(案）案要因

3.7地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(骨材プラントヤード基礎地盤の土質改良))…(約2億円〉

■骨材ブラントヤードの土地造成については､現地の地山の切土土砂を盛土材として流用することとしていました
が､地山の切土に一部軟弱土が含まれていたため､土質改良が必要となりました。

骨材プラントヤードの土地造成

一

…

“

軟弱土の状態

雄

磯

隙寮縄1

ユ 毎一

≠L
u

溌圭

＝ ｰ

山
一一

▽

一

安
一塞

ぐ
角

』
毛

軟弱土に生石灰を混合し土闘を改良
(スタビライザを用いた固化剤(生石灰)の混合状況）
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’ 繍査中

業費事 案要因
＝

一一塁二皇

3.1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(水理模型実験による減勢工の変更))…(約18億円）

■水理模型実験により､放流水を減勢させるための構造の検討を進めた結果､減勢工構造の見直しが必要となり
ました。

O滅勢工⑳見直し項目

見直し理蜜見直し項目

流認の蚕驚誉鶯的とし､逆流域を形成･増大させるため､側壁の形状を斜めに開いた形状とした<諺側壁の形峨
四一一一一■一一＝一色生輔一一r一一晋一一 ■

放流1割:あ畷鴛畿蕊けない嵩さ･軌速い流速噌の越水を避ける簡さ確保した
■マーーヨL ■ ー =戸雪F 画

轡側蝋の篤鳶
一卓

鋳シルの股涜 流焼の安寵雀目的とし､強制的に跳水雀発生させるためのシルを詮置した

流規の安定毒量的とし､強制的I屋流れのエネルギーを滅勢させるプﾛｯｸを設霞した④ブロックの設置

翰訓ダムの嵩上lヂ

~

~

錘

~－－ー－＝蓉一~~~一~ ~~･~~一一 --~~マー ．’ ．‐ ｰ~ ｰ .． ‐ ‐･~一一一一~~ ‐.一一 ．‐ ー ‐~‐．~‐ ‘‐一一~一

流職の霧臘携鬮的燭し､喪瀧した跳水を発生させ･るた釣の減勢池水位を確保するために副ダム畜溺上げした
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業費 な増要因(案）案要因事 主の ｜N◎卜13

3.1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(建設副産物(脱水ケーキ)の処分))…(約16億円）

■ダム本体工事に伴い骨材製造設備及びダムサイト濁水処理設備から発生する建設副産物(脱水ケーキ)につい
ては､盛土材への利用を予定していましたが､他ダムにおいて産業廃棄物として処理する割合が高いという実績
を踏まえ､八ｼ場ダムにおいても環境基準値を超過した場合を想定し､産業廃棄物としての処分費用を計上しま
した。

濁水処理設備 脱水ケーキ

１
１

川隙畑

一
岬
。

輔査中



｜糀蚕~中｜

［両面詞事業費 主 要因
砦

3．1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(町道工事における現地精査に伴う構造の変更))…(約8億円）

■付替町道の－部区間において､ボーリングを実施したところ､推定岩盤線の位置が想定より深かったことから､当
初計画していた補強土壁工法から､他工法(鋼製桟道橋)に変更しました。

慾 ～ 爵
、

●推定岩盤線が当初想定していた深度よりも大幅に深し粒置にある

●補強十壁丁う喪の 高20m)を超貢

樫 ／／ ●工法変更により掘削規模が減少するため､仮設時の斜面対策が不要になる
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一
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唖
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グ

推定麺練
【当初】鐸鍔認舜

【変更】

14戸
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＝

事業費 な増主 (案要因 ）の

3.1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(管理設備計画の精査による変更))…(約10億円）

■現計画では､他ダムの事例を参考にして必要な施設を見込んでいましたが､その後､東日本大震災後に改定され
た要領等に基づき具体的な検討を行った結果､非常用発電設備や放流警報設備の追加等が必要となりました。

－－－

I

１
１
１

１
１
１

【放流警報設備】

現地調査及び吾妻川の既往洪水を踏まえた放流警報区間
の検討の結果､下流域の沿川住民や河川内利用者等に不聴
区間が生じないように警報局の箇所数が変更となりました。

【非常用発電設備】

東日本大震災での停電実績を踏まえ､停電の想定期間が3
日から7日間に変更となりました。

また､基準に基づく非常用電源設備の増強､及び必要な燃料
が確保できる設備に変更となりました。

一
噛
恒

14局→29局

1台→2台
※当初は､主要箇所(支川の合流点等)に放流警報設備を設置する

計画でしたが､現地調査の結果､河道沿いに公園や釣り場等の点在

が確認されたため､警報範囲を拡充しました。また､周囲に民家が
多く騒音問題が懸念される箇所への対策として､スピーカとサイレン
の併用に見直しを行いました。

÷雫弓一毒
"

届

干
心

１
１

非常用発斌機2台
三■■一

ゲート設備及びダム管理棟
に電力を供給し機能を確保

’’
一 一 .ご－一一一
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ー

｜繍査中壜_空」
匝璽画事業費の主な増要因（主 要因 案）呈鄙

＝

8.1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増〈盛土材調達の計画変更))…(約41億円）

幽流路工の盛土材は他事業からの受け入れを想定していましたが､土砂の受け入れ段階において､必要な受土
量が確保できなかったため､新たに盛土材の確保(採取､運搬)が必要となりました。

■■■■■■■■■■■■■■■■

流路工（感土）・土砂採取予定箇所位撒図
ｉ
一
‐

一

他事業からの発生土砂の受け入れを想定

一
胸
“

匿倒閏隔

施工段階において､土砂の

鍬繊脚期な受入時期等が
あえば受け入れ可能

＜ﾉ？

|(土砂錨鼠ｴ事， ’(土砂鋪鼠ｴ事） 霊盤王

L
土砂の受け入れのイメージ図



｜精査中｜

「祠詞事業賛 主な増要因(案）案要因の

3.1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(代替地の基盤整備内容の具体化による変更>)…(約1e億円）

■代替地地区の基盤整備内容が具体化したことにより､重力式擁壁の延長の増加や地質精査よる擁壁基礎の地
盤改良(置き換え工)、盛土法先部の地盤改良(セメント改良工)が必要となりました。

|横壁(小倉)地区I

断面図

A-A9断面

① ④
一
悩
挫 重力式擬製

|横壁(車･中村)地区’
断面図
B-B'断面

、③
地鐙改良(セメント改良工）

1廷
盛土

三

ー

三



’ 糊査恥

事業費 要の

3.2用地取得難航等による変更
（用地制約に伴う運搬ルート変更等による増(本体工事における用地交渉に伴う運搬経路の変更))…(約12億円）

■想定していた土砂搬出先の用地取得に時間を要したことにより､別の残土置場への運搬及び運搬路整備が必
要となりました。

変更項目 変更理由 唾

夕
＝

購痂瞭圃
役

【温井沢:13km】値､

川原畑
①残土垂

羅土置場⑩変箆
虎戸

O残生鯉鮎想定していた水没地内の用地取得に時間を要し､別の残土篭
場零への遡搬が必要となりました．

堵【打越】
（二次盛土）

＝

土砂迩搬路(臓郷胤梁>の補強 ○熟土置嶋へ還搬す愚ため､鰯t叙ﾝプに対応する既設樵蕊の補強力《新たに
必要と瀧りました。

喬痔一
神
蜘

〆

残土置増

地

一一

4
Z｡9km】

盾盾
、

【

聖 I引
一一

【久森
一■

一

白

酉

【仮設備.2．3

腰＝

‐宜一

既般機典の補強(25tダンプ対応）

害毒
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｡
’



一 宇－，

||~鶴…｜
「雨嗣事業費 主 案）要

｢~ ‐‐

弱｜

|翌画

三

3.2用地取得難航等による変更
（用地制約に伴う運搬ルート変更等による増(用地交渉難航に伴う裁決申請図書作成等))…(約0.5億門）

屋水没地等における未取得用地について､任意協議と並行して適切な時期に収用手続きを進めるため､土地収用
法第35条に基づく立入調査(土地測量､立木調査等)、36条に基づく裁決申請図書の作成が必要となりました．
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”主な増要因橇費 主 要因 零事業

4“1洪水や大雪対応による変更(今後鰯洪水や大雪対応等による増)…(約8億円）

蓮 自然災害により､工事現場等の復旧が必要となった実績を踏まえ､今後の自然災害の発生を想定し､復旧費用
を計上しました。

》
“
『



事業費 主な増要因(案）要の

5．1公共工事関連単価の変化等(公共工事関連単価の変化)…(約212億円）

■現事業費は､第4回基本計画変更時の単価(注'をもとに算定しています｡新事業費(案)については､その後､平
成25年度以降の変動を踏まえた費用を事業費に計上しています｡(注2(約154億円）

■また､平成25年度～平成28年度の傾向から､平成28年度以降の単価の変動を推定し､今後に備えるための費
用を事業費に計上しました｡(約58億円）

｜

’ ｊ垂
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Ｉ

Ｉ

Ｉ
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１ 実線部:H28年度以降はH27年度単価
点線部:H28年度は実績単価､H29年度以降はH25～H28年度の傾向による推定
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90

一

H24年度

100．0

H25年度

118．2

H31年度

152．7

H26年度

126．9

H27年度

130．8

H28年度

135‘4

H29年度

141．2

H30年度

146．9－労務単価

100.0 100.5 1"｡4 112.4 116.7 122,1 127.5 132.9

－学･一鴬赫澱

、& 機械継綴

100｡O 100"4 1"",.1 .103,3 101.4 1017 102. j iO2､ lI

l00.O 100.0 10a1 103.1 105．2 106.9 108"7 110.4

注1;第4回基本驚画変更時の単価は諺ダム検鯉時に蝉寵した平成22年度単価を採用している鍔
渡2:平成22年度から平成灘年度までは大きな蝋価の変動力性じていなかったため建平成24年度単価を蕊嫌として算出を行った。

■年度別単価上昇率(労務､黄材､機械経愛等）



＝ －

口
一

事業費の主な増要因＜案）案主 要因

1公共工事関連単価の変化等(一般管理愛等の改定による変更)…(約21億円）

平成27年度の国土交通省土木工事積算基準等の改定により､一般管理費等率が約20％､現場管理費率が5％、
設計業務委託等の諸経費が約5％増加しました｡平成27年度以降の工事等に改定後の積算基準を反映させた
ことによる増額が生じました。

０５
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』

Z昼鄭

正駆濫用の蕊本構成

（イメージ脚）
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人材育成・確保等の必要性を踏ま

えた適正な利潤を確保するため、一
般構理費等率が改定されました。
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一般篭珊識等率の改定に伴い、

現湖管理費の外注経磯（外識する
際の一般管理徴等）についても合
わせて改定されました。
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星
雲事業費 な増要因(案）案要因の主

5.2消費税率の変更…(約32億円〉

■現事業費は消費税5％を考慮したものでしたが､平成26年4月以降については､8％に変更しました。

消費税率の変遷(消蕃説率）

一
“
。

平成26年4月
8%

10％ 今回見込んだ

消費税平成9年4月
5％

■
平成元年4月

3粥

5％
－
１
１

＝

前回まで見

込んでいた

消費税L■■
＝

～

0％ 一ゞ 1■■■■■■■■■■■■■■一■■■■■■■■■■■■■■■■■－

昭和61年平成3年 平成8年平成13年平成18年平成23年平成28年～



資料D

精査中

ｺｽﾄ縮減策一覧表(案）

(単位:億円）

131

縮減内容 縮減額

1．工事の設計･施工等の見直しに係る縮減

1．1本体工事のための工事用道路の幅員等見直しによる減

1．2他事業の建設発生土を盛土材料に有効活用することによる減

▲ 7

▲ 4

▲ 3

2.管理計画等の見直しに係る縮減

2．1貯水池内伐採を選択伐採とし､伐採範囲を緒小したことによる減

2.2水没区間の旧鉄道施設のバラスト撤去黄用の取り止めによる減

▲ 22

▲ 12

▲ 10

3調査･設計等の精度向上に係る縮減

3．1地質調査等の精度向上に伴う貯水池周辺における地すべり等の対策の減

▲ 47

▲ 47

合計
▲ 76



’’誕鍾藍 輔恋中

縮減策 案（ ）卜 鷲ス． 溌瀦 鐸

Ⅱ

コスト縮減の取り組み【1/5】

1．1工事鋤設計卿施工等の見直しに係る縮減
〈本体工事のための工事用道路の幅員等見直しによる減)…(約▲4億円）

■ダム本体の掘削残土や地すべり対策などの工事用道路において､大型ダンプ(25t及び40t)の対面通行ができる
道路拡幅を計画していましたが､施工計画を照査(実車と空車の通行区分け等)し､①橋梁補強箇所の肖ﾘ減､②
対面通行から交互通行へ見直し､③仮設橋梁の構造変更を実施することにより､コスト縮減を図ることとしました。3）

①橋梁補強簡所の剛減
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謎必篭雫尋 鳶菫

縮減策(案）案コストス 諜遷 鰯 ’＝．画

コスト縮減の取り組み【2/5】

1．2工事の設計庭施工等の見直しに係る縮減
（他事業の建設発生土を盛土材料に有効活用することによる減)…(約▲3億円）

■盛土材料を現場内採取で賄うこととしていましたが､関東地方整備局管内の他事業等の建設発生土を本工事現
場に搬入してもらうように他事業と調達時期等についての調整を進め､土砂採取･運搬経費等の縮減を図ることと
しました。
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1輪査中 ’

縮 策 案コストス ｌ
‐
；

ｺｽﾄ縮減の取り組み【3/5】

2.1管理計画等の見直しに係る繕減
（貯水池内伐採を選択伐採とし､伐採範囲を繕小したことによる減)…(約▲12億円〉

鷺貯水池内鋤樹木伐採鮠囲について､上流部では視点場からの不可視範囲を対象として樹木を存置することとし、
それ以外は航路への影響のない水位以下の樹木は存置することとし､コスト縮減を図ることとしました。

O樹木の伐採範囲について
l |’ 凡例

I

’縮減前
一

約1獅緬

縮瀧後
一

約|78ha 一
■
。

(縮減前)伐採範囲

〈縮減後)伐採範囲

存置範囲

伐採面積

､視点蝋から録可視範囲を対錐
，流木止鞠より上流で､常時満水位以

下、銃路への影霧のない水位※以上錘闇
伐採鰄療

範囲 噌常特瀧水位以下を全伐採

》
鐸
曇

詮
嬬
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－

‘＃
一

縮減策(案）策 案コスト
＝ー－

－角

ｺｽﾄ縮減の取り組み【4/5】

2.2管理計画等の見直しに係る縮減
（水没区間の旧鉄道施設のバラスト撤去費用的取り止絢|こよる減)…(約▲10億円）

■水没区間内の旧鉄道施設は全撤去する計画でしたが､線路施設の取り扱いについて､環境調査結果及び薄関係
機関等と調整を踏まえ､バラストを存置し､コスト縮減を図ることとしました。

砂州

〆 バラスト：砂利(存置）荻、． ~、 夕

争一一一一

夕

げ

夕

〆
～

一
“
餌

庄一

一
一
睡

＝

趣 塑轌
‐ま

林l

竺鋪参
吃一

宙
ｊ
二
一

《
一
一＝＝聖奏嘩●

曇轌仏
き

ー

←

』

一

巴

レール･枕木(撤去）

、､‐

線路施設の撤去イメージ
’ I

■

－戸

「
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糖査中
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パラストの存置延長L二5,600m



■ ’ ’糒賓中

縮減策(案）策 案卜コス ’霧

ｺｽﾄ縮減の取り組み【5/5】

急.1調査罰設計等の精度向上に係る縮減
（地質調査等の箱度向上に伴う貯水池周辺における地すべり等の対策の減)…(約▲47億円）

■貯水池周辺の地すべり等対策において､平成21年に定められた新たな技術指針※に基づきダム検証時では11
箇所(うち1箇所対策済)が対策を必要とする可能性のある箇所としていました｡その後､平成25年度から専門家
の意見を聴きながら地すべり等対策の必要な調査等を進めた結果､対策箇所を6箇所(うち1箇所対策済)に限定
しました。

○地淋り検討･対策箇所一覧 ダム櫓歴誇 購壷の麓墨

同:ダﾑ検鯉碕の地すべり封簸ｴ溌必異とす愚可能膣が麓愚地区
『ﾛ｡-酉･ロー
i≦＝≦3 $ダﾑ検”の未圃轄堆穣物料簡対烈工を必要とする可能性がある地区

●②：対策必要箇所 ○○：対簸不要箇諭

対蹴工法
（察）

鍵土工
禅き憂毒十手

二社平〈川瓢迩》

準エ
挿さ患盛土範
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櫛さえ壷土エ

損饗鏡工
一
蝉
函

詳細検射
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撫
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傭土工
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白淵股(横幾

久轟淀(＃）
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論調
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川麗蜂久森沢 ！

久々戸(喪野漂>|押さえ蓬垂工

川凍jw(D 押さえ肇土エ

川睡② ｜押さえ窪土工
川原灘 ｜瀝晃盛土エ
ケ欄健 ｜押さえ睡士宝

林 ｜押さえ悪士丞

I
～

■…醸恥

■

祝霊
グ

－

ｰたp穴■■
●

■ぬ一■

ユー

■
ロ

一

識
一

雪
？
Ⅱ
一

恥
』

柳

で
地すべり対策（イメージ図）久々戸

地すべり土塊の末端部に蓬土を行うこ

とにより､地すべり講動力に抵抗する力
を増加させ､地すべりを防止

地すべり土塊の爾部の荷五を除去す

ることにより地すべりの湯動力を紙減さ
せ_地すべりを防止

小倉
(対策済） 白岩涙

ｉ
ｌ

O騒搾戦縮齢鞭の塞な内幕
l航空レー鋸撫獅馬よる埴瀞判穂偲輪腐向上
2廟晶質ポｰりﾝグにIk綱感くり閲判窟の鮪鷹向上
3漫撞琉縦析侭よ＆間隙水塵の擢瞥蕊の購度間上 排土工〔イメージ図） 工(イメージ

42識新たな術計'『貯水池閥辺の地すべり鰻査と討議に閲する技術謂針く調重詞解説』平成21年7月園土交通省河川局治水篠
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追加された地区
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適すぺり

地すべり

亀すべり

増ずぺり

未閲鮪堆柵

喉囲健堪犠1

未園鯖埋碩1



八ｼ場ダム建設事業工程表 資料E

精査中

｜ 項目 I 当初(第4回変更） ’ 変更(案） ’

｜ ェ期 ’工期 ’ ’昭和42年度から平成31年度までの予定 昭和42年度から平成31年度までの予定

－：当初〈第4回変更）

：変更く案）
工程の錆査

▽
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試験潅水
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この工程表は､事業完或までの逸め方⑳概ねの目安を示したものであり､実際の各工程は現地の状況等により変更となる可能性があります｡
補償の工程は､本体エ事綜への影轡しない般大限の工態を表したものであり､実際の工程は短縮される可能性があります。



亜

仮精査内容確認概要

(金）平成28年7月8日
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○仮精査内容の確認結果（平成28年7月8日）

調査者茨城県今井課長補佐栃木県高山課長補佐 群馬県一場主幹

埼玉県稲場副課長 千葉県田畑副主幹、桐木班長

東京都高津統括課長代理、植田課長代理

141

確認項目 「関東地方整備局の精査内容」

1）公共工事関連単価の変化、消費税率の変更、一般管理費等の改定の内容

2）貯水池内の樹木の伐採範囲

3）水没区間内の旧JR施設の撤去範囲

確認結果

1）公共工事関連単価の変化、一般管理費等の改定、消費税率の変更の内容

資料等を用いた説明を受け、物価の変化、一般管理費等の改定、消費税率の変更について

提示額が減額となったのは、以下の2）及び3）の項目の精査に伴い減となった内容を踏ま

えた影響額を精査したものであることを確認した。

また、今後の公共工事関連単価の変化を想定したトレンドについて、最新の平成28年度単

価を反映させ精査したものであることを確認した。

2）貯水池内の樹木の伐採範囲

図面等を用いた説明を受け、貯水池伐採範囲について、視点場からの可視範囲に縮小され

た内容であることを確認した。

3）水没区間内の旧JR施設の撤去範囲

JR旧鉄道敷施設のうちバラストについては、有害物質が溶出するおそれがないこと、存

置することにより土砂の流出防止、低水位時に管理用道路とし活用できることから存置する

こととしたことを確認した。

2）、 3）について精査額の算定の考え方について確認したが、不適切と判断できる事実は確

認できなかった。



第5回基本計画変更（案）

(金）平成28年8月12日
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j塗ﾀ｜ 士 ｜,．『 ‘‘
… “l1 f 番心 8顎｡

－

J 窕鰯噸且■師漁

痢一

平成28年8月12日（金）

国土交通省関東地方整備局

河 川 部

記者発表資料

｢八シ場ダムの建設に関する基本計画」の変更について

〆 、

国土交通省関東地方整備局では、洪水被害⑱軽減や都市用水の確保等のために、

八シ場ダム建設事業を進めてきており、ダム本鉢のコンクリート打設を開始するまで

に至っています。

今般､伺事謂亘ついて、特定多目的ダム法第4条の基本計画を変更することとし、

本日、同条第4項の規定に基づき、関係都県知事及び関係巍水者の意見をお聴きする
手続を開始します。

○事業費

○工期

約4,600億円→約5,320億円

平成31年度 （変更なし）

、‐ ノ

発表記者クラブ
や

竹芝記者クラブ、神奈ji健設記者会、茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ、

刀水クラブ･テレビ記者会、埼玉県政記者クラブ、千葉県政記者クラブ、東京都庁

記者クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会､国士交通省交通運輸
記者会

問い合わせ先

国土交通省関東地方整備局Y胤：048-6刺-3151（代表）

FAX w948-500-1378

ふるいちひでのり

河川部広域水管理官 古市秀徳 〈内線3516）

いしだかずや

河川計画課課長補佐 石麹和也 （内線5853）
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(平戒28年6月末時点）

子
長野原町補償基準妥結
吾妻町補償基準妥結
代替地分譲基準妥結

H13.6

剛6．11

H17｡9

補償基準他 地権者との用地補償等に係る基準は全て妥結

田｜
’

＝己F元一一一一一 斤＝=一宮一 ．㈱ 都一＝己F元一一一一一 斤＝=一宮一 ．㈱ 都一

用地取得
(456ha)*]

…尚

醗珊卿麹随’醗珊卿麹随’
Q塞呈 ，ご” 二』二全 司、 今Q塞呈 ，ご” 二』二全 司、 今

’

’
守一 三■ 訂 凸一 一ｴ 吟司幻 排 P

、一・種＊ ‐ず
溺卯

，I蕊≦
一迦-4-垂一

ー＝■F一一一■” bら － 土一

家屋移転

(470世帯)※2

琴

|’ ■‐毎 ＝

三

醗恥卿鎚灘祷〉
凶■ 一■＝

毒

p一一雪ニエーーーーーｰ一一一一一一一一一一一一一一一一一一■■Q－一一一一一一一一一一一－－－－－一一一一と一一種一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■■b一－0■■一一一一－一一一一一一一一一一

5地区で整備中（うち移転済86世帯）代替地造成》
楽
団 一一~ー一一一一一一一 一一一一一一一■■■一Ⅱ■■－－－－ーL一一 一一一一一＝ーー－－－ __ーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＝■ｰ－－－1■■一一一＝’■■一一ー一一ーーーーー－1■■一一ｰー一一一一一一

付替鉄道

(19.4km>

唾一画

100%(1034km)I

者Z盛グー・垂．？､迫屋一L

’
付替国道､付替県道

(22.8kin)

※3

96%(21｡8km)
銅叙弼

画＝雪 一一 一一 旦杏へ』詞 一シーー

司一司一

IIダム本体及
び関連エ事

※4※4仮排水ﾄンネル仮排水トンネル

(H21,7完成）(H21,7完成）

作業ヤード造成､骨材

ブ義ントヤ必．ごド造成､工
事用道路､仮締切等

作業ヤード造成､骨材
一鋤一生 ■ L､全 ■ふむ坐左一睡 空堅』

マジーロ Q g－9侭q1

事鬮道路､仮締切等

※4※4

試験湛水

一一一

、

画上､砺丞ノｺﾝｸﾘｰﾄ打設掘肖リ
､

I割:-用地取得｜ トー代替地｜ﾄｰ付替工事I トー本体関連
長野原町、東吾妻町における八シ場ダム建設及び関連工事のために必要な用地の合計。

長野原町、東吾妻町における八シ場ダム建設及び関連工事のために必要な移転家屋の合計。

付替国道と付替県道の付替延長に対して~供用（暫定供用含む）を開始している延長の割合を示す。（工事契約へ．-ｽでは99.6% (22｡7kin)着手済）
掘削コンクリート打設等を行うダム本体工事を平成26年8月20日に契約締結。
掘削は約9割完了、平成28年6月14日から本体コンクリート打設開始（減勢工部分）

１
２
３
４

※
※
※
※一



■＝－－

承かめじようまち

中之条町
<にむら

(旧六合村）

145号付替白砂川

〆霧笏
松谷

、
〃

、一鐸｡ヘ
ー／ 藍

一

ながのばらまち
～

県道林長野原線

／町道林長野原線
蕊雷箪'ゞ、一=毎

川原煙

E画

》
やんば館

藏諏煎調＆蕊と並j内 苔妾川偶

線

團
‐

鯉
幻

堅ハツj”ムェ事事移所一
心
〕

。

E 可 屍ﾛ

直頚
長野原軍逮ロ駅 Fソ

坐 要〆。‐

ごロ

層■壊坦

－

※平成28年6月末時点 X馳季橿士容世噂

八コ

凡 例
ｌ
」

■■■ 以降残
V

完成及び施工中



、〆

＝

湾塑 に

L〃

宇劇室

6J1卵’

錘.堂Ｌ
一
一

■

ー

－
岬｡

ダムサイト

聯
噌
垂

竜
』
『
Ｐ

本体工事(減勢工）

、 本体工事(基礎掘削(左岸)） ノ

〆 、

道の駅『八ｼ場ふるさと館」
<林地区代替地地区内で平成25年4月営業開始）

八ｼ場大橋（県道川原畑大戸線）
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八シ場ダムの建設に関する基本計画（第5回変更）について

1 ．基本計画変更の主な経緯

8群ﾛ42年4月 封撮十頤瀧手

昭和45年4月 建設事業着手

暇ﾛ61年7月10日難+聯（事業費:約2,110億円6㈹劇団、

平成13年9月27日第1回変更 （事業費:約2,110億円6㈹劇耐、

平成16年9月28日第2回変更 （事業費:約4,6m億円Ⅲ15"m、

平成20年9月12日第3回変更庫業費:約4,棚ｲ評］H19単価、

平成25年11月20日第4回変更霞業費:約4,6㈹億円Ⅱ22=Im，

輔
鞘
鞘
鞘
輔

Ⅲ
咽
Ⅲ
Ⅲ
剛

醐
酬
酬
醐
酬

2．この時期に変更に至った理由

事業が終盤を迎え、基礎掘肖llが概ね完了したことにより、事業の詳細な内容が概ね確

定したことから、コストの精査を行いました。

コスト縮減の工夫をしてもなお、前回計画変更以降の状況変化により、基本計画に定

める「建設に要する費用の概算額」（事業費）を変更する必要が生じたため、今般、基

本計画の変更を行うものです。

3．変更内容

（1）建設に要する費用の概算額（事業費）

第4回変更以降における、工事の進展に伴って明らかとなった社会状況の変化等により、

現事業費 ：約4,600億円(H22単価）

新事業費（案） ：約5，320億円(H27単価）

と変更します。

なお、新事業費（案）は、約76億円の今後のコスト縮減を見込んだ上での額です。

（2）その他

工期については、「平成31年度までの予定｣で変更ありません。

4
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4．事業費の主な増要因

(単位：億円）

※合計については、四捨五入の関係で一致しないことがあります。

コスト縮減の取り組み5．

新事業費（案）の増額720億円は、約76億円の今後のコスト縮減を見込んだ上での額です。

(単位：億円）

5
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増要因 増額

1．社会状況の変化に係る要因

1．1爾産化による変更

1．2関係楓関との飼整等による変更(埋蔵文化財対応など）

91

3

88

2.地すべり等安全対策に係る要因

2．1地すべり等安全対策による変更

141

141

3.現地状況の変化に係る要因

3．1地質条件の明確化等による変更

3．2用地取得腫航写による変更

215

202

13

4．自然災害に係る要因等

4．1洪水や大■対応による変更

8

8

5.社会経済的要因

5．1公共工事ロ連単伍の変化等

5．2消受税亭の変更

266

233

32

合計 720

縮減内容 縮減額

1．工事の設計･施工等の見直しに係る縮減

1．1本体工事のための工事用道路の犠負等見直しによる減

1．2他事案の連設発生土を盛土材料に有効活用することによる減

▲ 7

▲ 4

▲ 3

2．管理計画等の見直しに係る縮減

2．1貯水池内伐採を遍択伐採とし､伐採範囲を輪小したことによる減

2．2水没区岡の旧鉄逝施彼のパラスト微去受用の取り止めによる激

▲ 22

▲ 12

▲ 10

3.鯛査･設計等の精度向上に係る縮減

3．1地質鯛査等の鯖度向上に伴う貯水池周辺における地すべり等の対策の減

▲ 47

▲ 47

合計
▲ 76



第5回変更（案）現行

八シ場ダムの建設に関する基本計画八シ場ダムの建設に関する基本計画
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現行 第5回変更（案）

八シ場ダムの建設に関する基本計画

1建設の目的

（1）洪水調節

3

八シ場ダムの建設される地点における計画高水流量毎秒

000立方メートルのうち、毎秒2

の洪水調節を行う。

（2）流水の正常な機能の維持

ツ 800立方メートル

吾妻川における流水の正常な機能の維持と増進を図る。

（3）水道

群馬県に対し、別途手当される農業用水の合理化により行

われるかんがい期における用水の確保（以下「別途手当」

という。）と合わせて、新たに1 日最大172，800立方メ

ートル、藤岡市に対し、新たに1 日最大21 ，600立方メ

ートル、埼玉県に対し、別途手当と合わせて、新たに1 日

最大857 ，100立方メートル、東京都に対し、別途手当

と合わせて、新たに1 日最大499 ，300立方メートル

千葉県に対し、別途手当と合わせて、新たに1日最大126 ，

100立方メートル、北千葉広域水道企業団に対し、新たに

1 日最大30，200立方メートル、印旛郡市広域市町村圏

事務組合に対し、新たに1 日最大46，700立方メートル 、

茨城県に対し、新たに1 日最大94，200立方メートルの

水道用水の取水を可能ならしめる ◎

八シ場ダムの建設に関する基本計画

1建設の目的

（1）洪水調節

同左

（2）流水の正常な機能の維持

同左

（3）水道

同左
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現行 第5回変更（案）

（4）工業用水道

群馬県に対し、別途手当と合わせて、新たに1 日最大30 7

200立方メートル、千葉県に対し、新たに1 日最大40，6

00立方メートルの工業用水の取水を可能ならしめる。

（5）発電

八シ場ダムの建設に伴って新設される八シ場発電所にお

いて、最大出力11

2位置及び名称

（1）位置

利根川水系吾妻川

700キロワットの発電を行う。

右岸群馬県吾妻郡長野原町大字川原湯字金花山

左岸群馬県吾妻郡長野原町大字川原畑字八シ場

（2）名称

八シ場ダム

3規模及び型式

（1）規模

堤高（基礎地盤から堤頂までをいう。） 116．0メー

トル

（2）型式

重力式コンクリートダム

（4）工業用水道

同左

（5）発電

同左

2位置及び名称

（1）位置

同左

（2）名称

同左

3規模及び型式

（1）規模

同左

（2）型式

同左
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現行 第5回変更（案）

4貯留量、取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分に関する

事項

（1）貯留量

イ総貯留量

最高水位は、標高583．0メートルとし、総貯留量は、

107 500

ロ有効貯留量

， 000立方メートルとする。

最低水位は、標高536 3メートルとし、有効貯留量

は､総貯留量のうち標高583．0メートルから標高536．

3メートルまでの有効水深46 ．7メートルに対応する貯

留量90 ， 000 ， 000立方メートルとする 0

（2）取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分

イ洪水調節

洪水期（毎年7月1 日から1 0月5 日までの間を

いう。以下同じ。） においては、洪水調節を行う場合を除

き、水位を標高555 ．2メートル以下に制限するものと

する ○

洪水調節は、洪水期において標高583 ．0メートルか

ら標高555 ．2メートルまでの容量最大65 ，000，00

0立方メートルを利用して行うものとする。なお、洪水調

節は、非洪水期（毎年1 0月6 日から翌年6月3 0

日までの間をいう。以下同じ。） においても予備放流によ

り行うことができるものとする。

4貯留量、取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分に関する

事項

（1）貯留量

イ総貯留量

同左

ロ有効貯留量

同左

（2）取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分

イ洪水調節

同左
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現行 第5回変更（案）

ロ流水の正常な機能の維持

流水の正常な機能の維持と増進を図るための貯留量は、

洪水期においては標高555 ．2メートルから標高536

3メートルまでの容量25 ，000 ，000立方メートルの

うち最大1 ，313 000立方メートルとし、それ以外の

期間においては標高583．0メートルから標高536 ．3

メートルまでの容量90 ，000 ，000立方メートルのう

ち最大4，022，000立方メートルとする。

ハ水道

群馬県の水道用水として、渋川地点下流において、別途

手当と合わせて通年取水を可能とするため、毎年9月2

6 日から翌年5月3 1 日までの間において新たに1

日最大172 , 800立方メートルの取水を、藤岡市の水

道用水として、渋川地点下流において、新たに1 日最大

21
，600立方メートルの取水を、埼玉県の水道用水とし

て、利根大堰地点下流において、新たに1 日最大57 9

00立方メートル及びこのほか別途手当と合わせて通年

取水を可能とするため、毎年1 0月1 日から翌年3月

3 1 日までの問において新たに1 日最大799 ，200

立方メートル、毎年4月1 日から4月1 0 日までの

間において新たに1 日最大643 800立方メートル

毎年4月1 1 日から4月1 5 日までの間において

新たに1 日最大320 ，000立方メートルの取水を、東

ロ流水の正常な機能の維持

同左

ハ水道

同左
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現行 第5回変更（案）

京都の水道用水として、利根大堰地点下流において、新た

に1 日最大451 7 000立方メートル及びこのほか別

途手当と合わせて通年取水を可能とするため、毎年1 0

月1 日から翌年4月1 5 日までの間において新たに

1 日最大48，300立方メートルの取水を、千葉県の水

道用水として、栗橋地点下流において、新たに1 日最大

85 500立方メートル及びこのほか別途手当と合わせ

て通年取水を可能とするため、毎年1 0月1 日から翌

年3月3 1 日までの問において新たに1 日最大40 う

600立方メートルの取水を、北千葉広域水道企業団の水

道用水として、栗橋地点下流において、新たに1 日最大

30，200立方メートルの取水を、印旛郡市広域市町村圏

事務組合の水道用水として、布川地点下流において、新た

に1 日最大46，700立方メートルの取水を、茨城県の

水道用水として、栗橋地点下流において、新たに1日最大

94

する ◎

200立方メートルの取水を可能ならしめるものと

群馬県の水道用水のための貯留量は、別途手当と合わせ

て通年取水を可能とするための貯留量として、洪水期にお

いては標高555．2メートルから標高536．3メートル

までの容量25，000，000立方メートルのうち最大26

5，000立方メートル、非洪水期においては標高583．0

メートルから標高536．3メートルまでの容量90，00

同左
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現行 第5回変更（案）

0，000立方メートルのうち最大7 ，004，000立方メ

－トルとする。

藤岡市の水道用水のための貯留量は、洪水期においては

標高555．2メートルから標高536．3メートルまでの

容量25，000，000立方メートルのうち最大322，00

0立方メートル、非洪水期においては標高583 0メー

トルから標高536．3メートルまでの容量90，000，0

00立方メートルのうち最大986，000立方メートルと

する C

埼玉県の水道用水のための貯留量は、洪水期においては

標高555．2メートルから標高536．3メートルまでの

容量25 ， 000 000立方メートルのうち最大1 180

000立方メートル、非洪水期においては標高583．0メ

，

一トルから標高536．3メートルまでの容量90，000，

000立方メートルのうち最大3 ，058，000立方メー

トルとし、このほか別途手当と合わせて通年取水を可能と

するための貯留量として、洪水期においては標高555．2

メートルから標高536．3メートルまでの容量25 ，00

0
，000立方メートルのうち最大6，533 ，000立方メ

－トル、非洪水期においては標高583 ．0メートルから

標高536．3メートルまでの容量90，000，000立方

メートルのうち最大30 ，935 ，000立方メートルとす

る 0

同左
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現行 第5回変更（案）

東京都の水道用水のための貯留量は、洪水期においては

標高555．2メートルから標高536．3メートルまでの

容量25 ，000 000立方メートルのうち最大9，191 ，

000立方メートル、非洪水期においては標高583．0メ

一トルから標高536．3メートルまでの容量90，000，

000立方メートルのうち最大23 ，824 ， 000立方メ

－トノレとし、このほか別途手当と合わせて通年取水を可能

とするための貯留量として、洪水期においては標高555．

2メートルから標高536．3メートルまでの容量25 ，0

00 ナ 000立方メートルのうち最大51 000立方メー

トル、非洪水期においては標高583 ．0メートルから標

高 536．3メートルまでの容量90，000，000立方メ

一トルのうち最大1 828 ､ 000立方メートルとする。

千葉県の水道用水のための貯留量は、洪水期においては

標高555．2メートルから標高536．3メートルまでの

容量25，000 000立方メートルのうち最大1 ，743，

000立方メートル、非洪水期においては標高583．0メ

－トルから標高536．3メートルまでの容量90，000，

000立方メートルのうち最大4，518，000立方メー

トルとし、このほか別途手当と合わせて通年取水を可能と

するための貯留量として、洪水期においては標高555．2

メートルから標高536．3メートルまでの容量25

0
ツ

， 00

000立方メートルのうち最大43 ，000立方メート

同左
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現行 第5回変更（案）

ル、非洪水期においては標高583 ．0メートルから標高

536．3メートルまでの容量90，000，000立方メー

トルのうち最大1 ，417，000立方メートルとする。

北千葉広域水道企業団の水道用水のための貯留量は、洪

水期においては標高555 ．2メートルから標高536 ．3

メートルまでの容量25

ち最大616

000 000立方メートルのう

000立方メートル、非洪水期においては

標高583．0メートルから標高536．3メートルまでの

容量90 ，000 ，000立方メートルのうち最大1 ，597，

000立方メートルとする。

印旛郡市広域市町村圏事務組合の水道用水のための貯

留量は、洪水期においては標高555 ．2メートルから標

高 536．3メートルまでの容量25，000，000立方メ

一トルのうち最大951 ， 000立方メートル、非洪水期

においては標高583．0メートルから標高536．3メー

トルまでの容量90 ，000，000立方メートルの

大2 465 000立方メートルとする 0

う ち最

茨城県の水道用水のための貯留量は、洪水期においては

標高555．2メートルから標高536．3メートルまでの

容量25，000，000立方メートルのうち最大1 ,919,

000立方メートル、非洪水期においては標高583．0メ

－トルから標高536．3メートルまでの容量90，000，

000立方メートルのうち最大4，975 ，000立方メー

同左
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現行 第5回変更（案）

トルとする。

ただし、水道のための多目的ダムの使用は、イに規定す

る洪水調節及びロに規定する流水の正常な機能の維持に

支障を与えないように行うものとする

ニエ業用水道

0

群馬県の工業用水として、渋川地点下流において、別途

手当と合わせて通年取水を可能とするため、毎年9月2

6 日から翌年5 月3 1 日までの間において新たに1

日最大30 ，200立方メートルの取水を、千葉県の工業

用水として、栗橋地点下流において、新たに1 日最大19，

900立方メートルの取水を、布川地点下流において、新

たに1 日最大20，700立方メートルの取水を可能なら

しめるものとする C

群馬県の工業用水のための貯留量は、別途手当と合わせ

て通年取水を可能とするための貯留量として、洪水期にお

いては標高555．2メートルから標高536．3メートル

までの容量25 ，000 000立方メートルのうち最大4

6，000立方メートル、非洪水期においては標高583．0

メートルから標高536 3メートルまでの容量90，00

0，000立方メートルのうち最大1

－トルとする。

226 000立方メ

千葉県の工業用水のための貯留量は、洪水期においては

標高555．2メートルから標高536．3メートルまでの

同左

ニエ業用水道

同左
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現行 第5回変更（案）

容量25，000，000立方メートルのうち最大827，00

0立方メートル、非洪水期においては標高583．0メー

トルから標高536．3メートルまでの容量90．000，0

00立方メートルのうち最大2 ，145

ルとする。

000立方メート

ただし、工業用水道のための多目的ダムの使用は、イに

規定する洪水調節及びロに規定する流水の正常な機能の

維持に支障を与えないように行うものとする。

ホ発電

八シ場発電所の取水量は、毎秒13．6立方メートル以

内とし、発電のための貯留量は、洪水期においては標高5

55 ．2メートルから標高536．3メートルまでの容量2

5 000 000立方メートル、非洪水期においては標高

583．0メートルから標高536．3メートルまでの容量

90 000 000立方メートルとする。

ただし、発電のための取水は、イに規定する洪水調節、

ロに規定する流水の正常な機能の維持、ハに規定する水道

及び二に規定する工業用水道に支障を与えないように行

うものとし、これらのための放流による場合を除き行って

はならない 0

同左

ホ発電

同左



第5回変更（案）現行

5ダム使用権の設定予定者

群馬県（水道）

藤岡市（水道）

埼玉県（水道）

東京都（水道）

千葉県（水道）

北千葉広域水道企業団（水道）

印旛郡市広域市町村圏事務組合（水道）

茨城県（水道）

群馬県（工業用水道）

千葉県（工業用水道）

群馬県（発電）

5ダム使用権の設定予定者

同左

I

一
⑤
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6建設に要する費用及びその負担に関する事項

（1）建設に要する費用の概算額

約4，600億円

（2）建設に要する費用の負担者及び負担額

イ河川法第59条、第60条第1項及び第63条の規定に

基づく国並びに群馬県、埼玉県、東京都、千葉県、栃木県

及び茨城県の負担額

建設に要する費用の額からハに規定する負担額を減じ

た額に1，000分の546を乗じて得た額とする。

6建設に要する費用及びその負担に関する事項

（1）建設に要する費用の概算額

約5，320億円

（2）建設に要する費用の負担者及び負担額

イ 同左



一
つ
②

現行 第5回変更（案）

ロ 特定多目的ダム法第7条第1項の規定に基づく群馬

県（水道）、藤岡市（水道）、埼玉県（水道）、東京都（水

道）、千葉県（水道）、北千葉広域水道企業団（水道）、印

旛郡市広域市町村圏事務組合（水道）、茨城県（水道）、群

馬県（工業用水道）及び千葉県（工業用水道）の負担額

群馬県（水道）の負担額は、建設に要する費用の額から

ハに規定する負担額を減じた額に1

じて得た額とする。

000分の20を乗

藤岡市（水道）の負担額は、建設に要する費用の額から

ハに規定する負担額を減じた額に1

て得た額とする。

000分の5を乗じ

埼玉県（水道）の負担額は、建設に要する費用の額から

ハに規定する負担額を減じた額に1

乗じて得た額とする。

町 000分の168を

東京都（水道）の負担額は、建設に要する費用の額から

ハに規定する負担額を減じた額に1

乗じて得た額とする。

フ 000分の154を

千葉県（水道）の負担額は、建設に要する費用の額から

ハに規定する負担額を減じた額に1

じて得た額とする。

， 000分の33を乗

北千葉広域水道企業団（水道）の負担額は、建設に要す

る費用の額からハに規定する負担額を減じた額に1

0分の10を乗じて得た額とする。

ツ
00

ロ 同左



一
①
今

現行 第5回変更（案）

印旛郡市広域市町村圏事務組合（水道）の負担額は、建

設に要する費用の額からハに規定する負担額を減じた額

に1 000分の15を乗じて得た額とする。

茨城県（水道）の負担額は、建設に要する費用の額から

ハに規定する負担額を減じた額に1

じて得た額とする。

000分の31を乗

群馬県（工業用水道）の負担額は、建設に要する費用の

額からハに規定する負担額を減じた額に1

を乗じて得た額とする。

， 000分の4

千葉県（工業用水道）の負担額は、建設に要する費用の

額からハに規定する負担額を減じた額に1 ，000分の14

を乗じて得た額とする。

ハ特定多目的ダム法第7条第1項の規定に基づく群馬県

(発電）の負担額

群馬県（発電）の負担額は、建設に要する費用の額に1

000分の1を乗じて得た額とする。

7工期

昭和42年度から平成31年度までの予定

，

同左

ハ同左

7工期

同左



資料A八ｼ鰯ダム建設事業総事業費内訳(案）

’ (窒醗:百万円）

現計画事妄費
(第4回変更）

現計画事案費
（組み排え）
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資料B

事業費の主な増要因(案）

※上表の増額は､今後のコスト縮減を見込んだ上での額です。
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増要因 比率
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増額

1．社会状況の変化に係る要因

F/T砺花E罵遍－－－－~
Ｉ

’
1．1．1大規模地慶に対する鰯展性龍顛査による変更

1．2凹係援関との■整等による変更(埋蔵文化財対応など）

’
1.2.1埋蔵文化財の試掘結果を踏まえた調査範囲の拡大に伴う増

1.2.2事業者等関係機関との凋整による構造や施工計画の見直しによる増
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5.社会経済的要因

5.1.2一般管理饗等の改定による変更

5.2消受我率の変更
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八シ場ダム建設事業(報告）
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平成28年8月12日

国土交通省関東地方整備局
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で．事業の概要
(1)八シ場ダム建設事業について

｝I八シ場ダムは、群馬県吾妻郡長野原町（利根川水系吾妻川）において事業中の治水・利水の目的を持つ多目的ダムです。

約4,013偲円')(平成27年度末までの執行見込額）
1)卑願20年歴までは代替地葺傭受蜜腺<

本体工事､生活再建事業を実施中

■予算執行状況

■事業の現状

…

ゴ

1



1｡事業ので。事 概要
(2)八ツ場ダム建設事業の目的

･工期（完成予定年度） ： 平成31年度
･建設に要する費用の概算額： 約5,320億円（新事業費（案））

~I洪水調節l

ダム地点における計画高水流量3,000m3/sのうち、2,800m3/sの洪水調節を行います。

~、

L
』

侈三流水の正常な機能の維持（河川の水量確保）－ 、

－－－－

吾妻川（名勝吾妻峡）における流水の正常な機能の維持と増進を図ります。一
『
ぬ

L
-J

剴新規範市用水の齢造---
新たに水道用水、工業用水の供給を行います。

。水道用水：群馬県、埼玉県、東京都、千葉県、茨城県に最大21.389m3/sを供給します。

・工業用水：群馬県、千葉県に最大0.82m3/sを供給します。

－－、

L 』
一

(電。 需亜
■
Ｄ
Ｆ
ｚ

Ｐ
■
廊
毎

■可

一一

ダム下流に群馬県により新設される八ﾂ場発電所において､最大出力11,700kWの発電を行います。

L一

2



一

事業 概要利． の
(3)事業の経緯

昭和27年

昭和42年 11月

昭和45年 4月

昭和61年 7月

平成4年 ’ 7月

平成'3年’ 6月
平成13年’ 9月

平成16年’ 9月

利根川改修改訂計画の一環として調査着手

実施計画調査着手

建設事業着手

特定多目的ダム法の基本計画告示（事業費（約2,110億円））

「八ツ場ダム建設事業に係る基本協定書」を締結

「利根川水系八シ場ダム建設事業に伴う補償基準」調印

第1回基本計画変更告示（工期変更（平成12年度→平成22年度））

第2回基本計画変更告示（目的、利水参画量、事業費（約4,600億円）等）

「利根川・江戸川有識者会議」（第1回）を開催
（関東地方整備局長が「利根川水系利根川・江戸ﾉll河川整備計画（案）」を作成するにあたり、河川法第16条の2第3
項の趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴く場として設置）
（以降、第11回（平成25年3月）まで開催） ※第5回時に利根川の洪水流出に関する分野の学識経験者3名を追加

平成18年 12月

一
割
の

年
年
年
年
年
年
年

０
１
１
１
２
３
４

２
２
２
２
２
２
２

成
成
成
成
成
成
成

平
平
平
平
平
平
平

第3回墓本計画変更告示（目的、ダム高、工期変更（平成22年度→平成27年度）等）

八シ場ダム本体建設工事の入札を延期（平成21年1月八シ場ダム建設工事の入札公告）

八シ場ダムについて中止の方針を表明（前原国土交通大臣）（平成21年10月八シ場ダム建設工事の入札中止）

全国のダムと同様に八シ場ダムを検証することを表明（前原国土交通大臣）

「八シ場ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」を設立（→平成23年11月検討結果を本省報告）

官房長官裁定を踏まえ、八シ場ダムを「事業継続」するとの対応方針を決定（前田国土交通大臣）

八シ場ダムについて、前田大臣の判断を尊重して、早期完成を目指すとの方針を表明（太田国土交通大臣）

蝸
一
明
一
明
一
順
一
明
一
朗
一
朗

l
l

太田大臣は、「「官房長官裁定」には縛られない」「河川整備計画の策定を八シ場ダム本体着工の条件とはしないが、
速やかに策定」との旨を発言

平成25年 1月

年
年
年
年
年

５
５
６
７
８

２
２
２
２
２

成
成
成
成
成

平
平
平
平
平

「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画【大臣管理区間】jの策定・公表

第4回基本計画変更告示（工期変更（平成27年度→平成31年度）等）

八シ場ダム本体建設工事の契約

八ツ場ダム本体建設工事起工式

一級河川利根川水系八シ場ダム建設工事の事業認定の告示

明
一
朋
一
明
一
狙
一
帽
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ー一

巳

事業の進 【1/4】(1) 状況 (平成28年6月末時点）

矛
長野原町補償基準妥結
吾妻町補償基準妥結
代替地分譲基準妥結

H13,6

H16.11

H17.9

補償基準他 地権者との用地補償等に係る基準は全て妥結

用地取得
(456ha)X1

一

二

一

一

●

ご

念

一

二

一

一

●

ご

念

:9脇(鯛9脇‘:9脇(鯛9脇‘建蕊§
霊
『
〆

幸

一

坐
○
ワ

ー

▲零
曲

弓[万一一一■ 〃 ニーロ ｡＝

ゴ ザ雪遂一一画一…F● 。 Q戸毎で ﾞ 鄙． 一頭 一一 畠＝弓も＝ー霊

’
1

家屋移転

(470世帯)澱2
鯛蹴4鴎糧環調 匡

一

室
一
一
》
識垂今一塑一室 ．,－－－・勇 一J…＝吾 舟』 草モミ声

ー一一~幸一一一一ｰ､唾一一－一一~一一‐ーやーｰ－－－－－－－－~÷一－一＝‘一坐程一一＝一一一“－－，一一一一一一四一㎡エーユー一心リユ＝一一一一空△ユーーーユユー～､一一一.一一一坐一一一一一一一一一一一一一一一一一＝

代替地造成 5地区で整備中（うち移転済86世帯）
~

曙-J
今

一ー一一一一ー一一一＝ー一一一一ｰ一一一‐＝一一一一画一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－－－－－一…－■■､＝苗々－－－－－－＝一一一－－－－－－－－－－－－－．－－－－－－．一一堅一一一

付替鉄道

(10｡4km)

ユ ーー q干司 ユ 4 ㎡ d 二 暫三

100%(10,4km)

川

－

８

付替国道曙付替県道

(22"8km) ’
I■一一■一哩軍

※3

96%(21.8km)

P~ 品へ

作業ヤード造成､骨材
プﾗﾝﾄﾔｰド造成､工
事用道路､仮締切等

一 ~~＝ー 三 一一－ざ‐－界

作業ヤード造成､骨材
＝一一 目 ．凶一 ■,L&山.一正 一一

‐プーワ U U 等犀･ず~、

事用満路､仮締切等

ダム本体及
び関連工事

仮排水トンネル
納21.7完成〉

仮排水ﾄンネル

(服1‘7完成）

※4※4※4※4

試験湛水ノｺﾝｸﾘｰﾄ打設

岬一一

ロ掘削

■■■-用地取得[－ﾄｰ代替地「－ﾄｰ付替工事[二]-本体関連
長野原町、東吾妻町における八シ壜ダム建設及び関連工事のために必要な用地の合計。

長野原町、東吾嚢町に曲け暴八シ場ダム建設及び関連工事のために必要な移転家屋の合計。
付替国道と付替県通の付替延長に対して、供用（暫定供用含む）を開始している延長の割合を示す。（工事契約へ’…ｽでは99.6%(22.7km)濡手済）
掘削、コンクリート打般等を行うダム本体工事を平成26年8月2､O日に契約締紙
掘削は約9割完了、平成28年6月14臼から本体コンクリート打設開始。（減勢エ部分〉

１
２
３
４

※
※
※
※
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2．事業の進捗状況
(1)事業の進捗状況【2/4】

ひがしあがつ溌寵ち

帯
剖
酎

※平成28年6月索鱒点

戸

｡



2事業の進捗状況
(1)事業の進捗状況【3/4】
一

、／
＃

h
2

霧

■５

一鬮

『

準一．銅

匡
一／

強詞

訂

＝

癖

‐毒

鐸

;霧平成28年6月30日

●｡

窯皇霊』

垂

一

一
一 、■

学
割
句

ダムサイト

峨腿且壬或28誕月23日風…Fi _.『謬雪
本体工事(減勢工）

、 本体工事(基礎掘肖l1(左岸))
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一

》
》2事業 進捗状況の

『

ー

(1)事業の進捗状況【4/4】

〆 ‐、

八シ場大橋（県道川原畑大戸線）

鵠
剖
剖

道の駅『八ｼ場ふるさと館」
(林地区代蕃地地区内で平成25年4月営業開始） (平成26年10月供用開始）

川原湯温泉駅(JR吾妻線付替新線）
（平成26年10月運用開始）

川原畑地区代替地
(平成19年6月分譲手続き開始､以降整備中）、 ノ 7



掛
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一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
１
１
１
‐
‐
１
１
ｉ
‐

‐
脳
Ⅱ

“

（頭紙のみ）

"g+ ! ､ " ] , 7 , !-《“ 日十 】 ､． 】 』竺

一0

口P

平成28年8月12日（金）

国土交通犠閥蕊地方整臓局

河 川 部

記者発表資料

｢八シ場ダムの建設に関する基本計画」の変更について

、〆

国土交通省関東地方整備局では、洪水被鯵の軽減や都市用水の確保等のために、

八シ場ダム建設事業を進めてきており、ダム本体のコンクリート打設を開始するまで

に至っています。

今般、同事業について、特定多目的ダム法第4条の基本計画を変更することとし、

本日、同条第4項の規定に基づき、関係都県知事及び関係利水者の意見をお聴きする

手続を開始します。

約4,600憾円→約5.320鍾円

平成31年度 〈変更なし）

○事業費

○工期

ノ、

発表記者クラブ
三型些

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ、

刀水クラブュデレビ記者会、埼玉県政溌者クラブ、千葉県政記者クラブ、東京都庁

記者クラブ、国土交通記者会、国土交遥省建設専門紙記者会、国土交通犠交透運籍

記者会
e

問い合

国土交通省関東地方盤備局礎L

FAX

わせ先

“8芯01イ151〈代表）

048-“船1378

ふ愚いちひでのり

古市秀徳 （内線蕗16）

いし麓がずや

石田和他 （内線5863）

河川部広域水管理官

河川計画課課長補佐

■

的

178



S.基本計画の変更内容
主宰

(1)基本計画変更の概要

業が終盤を迎え基礎掘削が概ね完了したことによ

事業の詳細な内容が概ね確定したことから、コスト精査を
行いました。

○コスト縮減の工夫をしてもなお、前回計画変更以降の状況

変化により、基本計画に定める「建設に要する費用の概算

額」（事業費）を変更する必要が生じたため、今般、基本

計画の変更を行うものです。

一
『
ぬ

容
費
期

内
業

更
事
工

(案）

： 約4, 600億円→約5, 320{=

： 平成S1年度（変更なし）

｡
辺



口
基本計本 の変 容更内画e.

(1)基本計画変更の概要(工期）

ｒ
Ｌ

「
ノ

工程を精査した結果､工期に変更は生じません｡｢早期完成に向けた取り組みを進める｣との基本的な方針に沿っ
て､引き続き工期短縮に取り組みます。

｜ 項言 ’ 基本計画(第4回変更） 基本計画(第5回変更）

｜工期 ’工獺 ’ ’昭和42年度から平成31年度までの予定 昭和42年度から平成31年度までの予定

－：基本計画(第4回変更）
一：基本計画(第5回変更）

工程の繪盗

ｖ
蕪－1識1 H25年塵 I H26年度 H27年度 H29年度 H30年度 ■

■
■
唇

H31年度
句可

工魏

帯
“
。

侭締切

’
’

職撒塑

』 I

《俸薪一ド透賎〉
ー記

(作案ヤード識戒）
■■■■■■■

埋
休
工
事

I
本体闘速エ事
(ヤード造歳〉

’

１
１

一

一＝…… ■ ｜

’

本体工

茎
。
■

一 一一旦

I ｜ ー=＝＝ー

仮股僧

雫
･両

廿梼通瀦

荊
憾

1世L_豆ざ 『P
｡ １

１
＃1地補償

■I■■■■■■■■

｜
I ＝賊験湛水

１
２

注
注

この襲謹表は､螂業完成までの進め方の概ねの目安を示したものであり､実際の各エ程は現地の状況等により変更となる可能性があります。
補償の工程は､本体エ事等へ影響しない最大眼の工期を表したものであり､実際の工程は短縮される可能性があります。
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零
雲重

3基本計画の変更内容本 変更内 堯寒索
》
‐ 旦鐸;を

;一~唖

(2)事業費変更の背景

｛ ｝前回基本計画変更(第4回変更)以降､事業費に関わる条件に変化が生じました。

｜ 年月 日
ﾛーーー

｜－ 事業の経緯

’
第4回基本計画変更告示

（工期変更（平成27年度→平成31年度）、洪水調節計画）
平成25年11月20日

|平成26年1月8日

|平成26年8月20日
|平成27年4月10日
|平成28年4月22日

八ツ場ダム本ｲﾎ建設工事の入札公告
八シ場ダム本体建設工事の契約
一級河川利根川水系八シ場ダム建設工事の事業認定を申請
|一級河川利根川水系八ツ場ダム建設工事の事業認定告示

匠 重■
一

基本計画(第4園 ’(l基本計画嘩蓉回変』_alL__j
一

“
一

｢－ ダム本体工事契約前 1 Iダム本体工事等②進捗

･ダム本体工蕊について､ボーリング調査結果等の既存資料をも
とに饗用等を窺定

･ダム本体工事に藩手し､地質状態が判明したことや､関係機関
との調整等が進展した星とにより､これに基づき必要な費用等を
算定

I ｝湛水に伴う地すべり等対策を調査･検討中 -I 湛水に伴う地すべり等対策箇所が判明

･調査､検討が進み､対策箇所が判明したため、これに基づき必
要な費用等を算定し､事業費の内数で計上

､調査｡検討段階であり､既存の技術情報をもとに検討した最
大限の地すべり等の範囲を想定し算定を行い､事業費の外数
で計上

II ）） コスト縮減計画内容がほぼ確定ｺｽﾄ縮減の内容を検討中

，更なるコスト縮減内容について検討中 ，コスト縮減内容がほぼ確定し､これに基づき必要な費用等を
算定

I I公共工事関連単価の変化等･消費税率の変更

11



1
1
1

’

｜
’

S｡基本計本 変画の変更内容内更
(3)事業費の主な増要因【1/25】

〆
’
１ ｝

事業費を精査した結果､720億円の増額となりました。(現事業費約4,600億円(平成22年度単
価)→新事業費(案)約5, 320億円(平成27年度単価))

事業蓋の主な増要因 単位 億円

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ＩI

増要因 増額

1．社会状況の変化に係る要因 91

口
1．1耐震化による変更 3

1‘2関係機関との鯛整等による変更(埋蔵文化財対応など）1‘2関係機関との鯛整等による変更(埋蔵文化財対応など） 88

一
“
ぬ 2．地すべり等安全対策に係る要因

｜塾､地すべり等安全対策による変更魁．1地すべり等安全対錨によ愚変更

141

14，1

3，現地状況の変化に係る要因 215

口
3．1地質条件の明確化等による変更 202

3．2用地取得難航等による変更3．2用地取得難航等による変更 13

4．自然災害に係る要因等

’4,‘洪水や大雪対応による変更4．1洪水や大雪対応による変更

8

8

5．社会経済的要因 266

5．1公共工事関連単価の変化等 233

5.2消費税率の変更5.2消費税率の変更 32

’ 今
回 計 720

※合計については､四捨五入の関係で一致しないことがあります。
12



l

l

'3基本計画の変更内容S・基本 変更内
(3)事業費の主な増要因【2/25】

事業費の内訳
(単位:億円）

｜ 細目 ’細目項 工種 現事業費 新事業費(案） 増額

建設費 4，277 4，997 720

工事費 984 1，518 535

ダム費 748 1，163 415

管理設備費 15 29 14

仮設備費 220 326 106

工事用動力費工事用動力費 0 0 0一
ｍ
②

測量設計費 755 851 96

用地費及び補償費 2,506 2，593 87

用地費及び補償費 1,221 1,221 0

補償工事費 1,3551，268 87

生活再建対策費生活再建対策費 16 16 0

船舶及び機械機器費 32 34 2

事業車両費事業車両費 1 1 0

営繕｡宿舎費 24 25 0

工事諸費

事業費

0298 298

4，600 5，320 720

※合計については､四捨五入の関係で一致しないことがあります。
13



更内容内.基本計画の変3

(3)事業費の主な増要因【3/25】
、

〆1．1耐屡化による変更(大規模地震に対する耐震性能照査による変更)…(約3億円）
本体関連構造物(ゲート部等)の耐震性能照査を実施したところ､門柱部の補強対策が必要となる可能性がある

ことが確認されました。 このため､他ダムの事例をもとに､門柱部の鉄筋量の増加を想定し､その必要額を計上し

、ました。 ノL
~鈩

患幾画坪

鞘
令

1ｑ
９
月
ｑ
’
五

一

’ ’
一
蝉
や

（
砧名

園【
■稀 琴 ､詩 …－－ 1

雰亘:薗碩ダム(下霊面）
ー

~てこ雷

参考《耐震性能照蓋フロー》

’ I)i想定地震の選定

文献蓋料等の狐溌・想定地震の選定

’
I

’ 囚レベル2地震動の股定

・想定地震による地震勲の推定
※レベル2地震動の推定方法は、「ダム距離減衰式」

を用いる経験的方法によることを灘本
､

、

’I

、
動ダム本体の耐震性能の照査

･線形動的解析や禍傷過程等を考慮した地溌応答謡析
を実施し、貯水機能が維持されることの碓認や修復
方法等を検討

I

7

1 ⑳関連構造物等の耐溌性能の照壷

･放流設備のゲート零の関連構造物に捌蛎が生じた
としてもダムの貯水機能が維持されることを碓認

14

鉄

■画

全■

門柱部のコンクリート1m愚当たりの総鉄筋量
を鑓やし､苗垂性能を鐘保します．

獺

弱
一
口
■
■
■
■

差

伸

仙

卜
■
巴
■
日
日

申0

§

；
占
飼
凶
馴
側

二
■
８
０
日
ｓ

一」戸

一
一
一
一 I
二画

－

Ｊ
■
一
一

一
》
麺
堂

一
一
一
一

壱一
一
一
》
』

囮

I

堤体上流面図



a基本計画の変更内容基本 変 内更
(3)事業費の主な増要因【4/25】

／ 、
1．2関係機関との調整等による変更(埋蔵文化財対応など）

（埋蔵文化財の試掘結果を踏まえた調査範囲の拡大等に伴う増)…(約67億円）

第4回基本計画変更以降の調査の進展及び新たな試掘結果を踏まえ､調査面積等が増大することとなりました。

また､複数の地層から遺跡や出土品が発掘され､調査費用が増額している事例を踏まえ､既存の調査実績単価

、と調査残面積から今後必要となる埋蔵文化財調査費用を見直しました。 － ‐ －一ノ

断面図(三平I遺跡）※複数の地暦から遺跡が発掘されたため､溺壷幾用が蝋加した事例（三平I遺跡）

馳

一
“
伽

両

艶

－ －公一

15



Sゞ基本計画の変 内容更
(3)事業費の主な増要因【5/25】

角2関係機関との調整等による変更(埋蔵文化財対応など） 、

（事業者等関係機関との調整による構造や施工計画の見直しによる増(付替鉄道))…(約12億円）

旧鉄道施設が水没した際の影響調査を実施したところ､枕木が防腐処理されていることが判明したため､関係機
関と調整し､水質の保全に万全を期すため､枕木等を撤去をすることとしました。

また､PCBを含む電気機器については､旧鉄道施設の一部として引き渡しを受けていることから､処分費用を計

、上しました。 ノ－ノ

○ポリ塩化ビフェニル(PCB)が含まれる電気機器については､関係法令にもとづき､一時的に保管後､適正に処分することとしています。
公谷

ヂヂーー弓も旧長野原変電所内のPCBを含有する電気機器
Ｌ

■

■

中

Ｏ

Ｇ

■

■

●〕
二

夕
ゴ

グ
夕

P

諦
騨
⑳

記

』

'
‐

夕

段
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岳

〃

夢

門／
。P

三島

鷹 臼

夕

ず

P
砿

吃
竃■

少
夕

､ 夕

ヂ

ヨ
ヨ

グ聖一心垂;短函

_＝、、、

夕
国勺凸宰丞嘩15F ゴ

夕
巳〆

…｡關過鋤農鬘耳角
〃

夕

ダ
釘

罫

膠要語
一

L 一

長野原草津ロ駅

＝
■ l伊ﾛ嘩痘壷＝や

＝

ご川顎漫退泉駅
一一宇 =一－

11

言

掌
▲

元

ー

息芝

『雪冤ニニン鏑秒
枕木等撤去延長L=5"600m

川原湯

扇
で

＝

炉
〃

b

y桧 P

u岬忽L ;IAm

都

声一
・》『

マリ風。

O枕木等については､廃棄物処理法にもとづき､適正に処理します。 枕木“綴路等の撤去イメージ 1_f



’
蕊繍

2座

露國

基
匪刻

本計 変 容内画 更3。 の 鵜
削認

(3)事業費の主な増要因【6/25】
ノー

’1．2関係機関との調整等による変更(埋蔵文化財対応など） 、
（事業者等関係機関との調整による構造や施工計画の見直しによる増(景勝地の保全))…(約8億円）

名勝吾妻峡の景観の保全について､文化庁長官の回答を踏まえ､学識経験者等から構成される委員会に諮り検
討を進めた結果､周辺景観とダム等の構造物との調和を図るために､ダム堤体等の構造を－部変更する必要が生

＆じました。 ノ

○周辺景観とダム等の桶遺物との鯛和を図るために変更した主な項目
(参考）景観性に関わる評価項目(調和を図るための観点）

ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ

’ ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

要素 ’ ’変更項目 変更内容 澱和の観点 配慮の考え方 措溌

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

．大きさを小さく､形状を同じ高さに揃える鋤フーチング 小さくする､揃える 無くす(見えなくする）

個々の要素に
関わる事項

景観的なインパクト
を軽減

１
１
１
１
Ⅱ
１
１
川
ｑ
１
Ｉ
ｊ
川
口
印
Ｆ
Ｉ
Ｉ
．

②ケート撒作室く下流面） '綱､滞さ畿小さくする
櫓ビアと撚､形状を揃える

小さくする小さくする

揃える
ぼかす一

“
『 ③ケート撹作室〈上琉面） ‘形状1選丸みをつける(腰かす） ぼかす

揃える
関係性を整え､無秩
序な印錐を与えない

ようにし､ダム畿観
全体としての景観的
影韓を軽減

｜
’

紛蝉流壁 伽導流醗⑲噸獲ビアと幅透識える 整える
蕊素同士の関

係に間わる事
項

まとめる

⑳塊休下部埋め漢し 胴左右岸で蝋め漢し形状を識える 揃える
整える

’⑥ケート周りの法勾配 ､堤休上流面の瀧勾配を繕える．
‘ケート間りの法勾配をビアの外側まで延ばす(整える）

整える 溶け込ませる

蕊更項目

堤体上流面
＝

＝

ー

雲~】

■
や

‘
‐
，
‐
細
卿
繊
“
“
〃
塚
膨
・
９
口蝿k■

竺

17

､ﾌーチング

鰯ケ 室
ｊ

作
面

3ヶ一卜操作室
(上流面）

勘堤体下部
埋め戻し

⑧ケート周
法勾配



軸

基塁"基本計 変 容更内
(3)事業費の主な増要因【7/ZS】

〆2'地すべり等安全対策による変更(湛水に伴う地すべり等の対策費の増)…(約96億円） 一、、

1現計画では､平成2'年に定められた新たな技術指針※に基づき､当時得られている情報等をもとに最大限の範
｜ 囲を想定し､地すべり等の対策費を事業費の外数として整理していました。(従前から対策を予定していた3箇所は

現計画に計上）

今般､専門家の意見寒聴きながら地すべり等対策の必要な調査等を進めた結果､従前3箇所を含む6箇所の対

、策が必要であることが判明したことから､必要な費用を事業費に計上しました。 ノ
地滑り検討･対策箇所一覧

”別｜撹黙｜，箇齢遮鍛
○

F可:地すべり対蠣璽“鯉する可能性力《翻馳風
:一~~~I :未圃結堆積物斜面対箪ｴを必要とする可能性がある地区
6－－－－－J

○●:対蕊必雲滴所 ○O:対乗不要箇所

ダム桟証筒 蛎蚕⑩軸驫
｜
蝿
一
ｉ
Ｉ
ｌ
ｉ
１
，
｜
；
幟
》
’
一
Ｉ
Ｉ
１
－
Ｉ
－
Ｉ
－
〃
ｉ
’
１
－
１
－

噸
篁謹零(II卿照

臆蕊夛霧忍(林）

１
１

現針面で
見込んでいる堆

区一
韓
騨 關

恩

W

鮮紬械肘

拠蝋参一/b

／ゾ
地
オ
ペ
リ
等
対
策

吟二社平
艤溜

ゼ

調＃
E
－や狸

函

邑了ﾖ屑■丘囚、

函

、

、

、

、

１珂罵
I”）句

~､＝

Ｉ
ｎ

Ｋ

一
地すべり対策 (イメージ図〆'圭j久々戸 V11邸竃

、

、
、

ノ I

地すべり土塊の末端蕊健壷土を行うこ
とにより､地すべり潜動力に抵抗する力
を増加させ瞳地すべりを防正

地すべり土塊の頭部の荷重を除去す
る農とにより地すべりの滑動力を鮭減さ
せ､地すべりを防止

小鴬
(対鍛済） 翫『熊i3ふぷ基藍型

1．新たな術針匿の窒な内容 一一i

l驫繍溌灘雛繍
濃新た聴柵針:r貯水池周遡の地すべ1噸壷と対策に関す愚披備蛎針(案>･閥解脱｣平成2X"7月創土淡通省鐵剛騎治水灘 ；

ゲ
Ｌ
Ｌ押さえ盛土工(イメージ図）排ナエ(イメージ図）

地すべり

地すべり

珊すべり

地すべり

地すべり

地すべり

末閲結地積1

奉固紬堆積1

未固帖堪穣粕

幾固馳堆硬劇

排土工
樽さえ盛土工

押さえ塗土工

鶴土工
押さえ織創

鋼管枕民

樵土工
弾奏え蕊土エ

対董不要

騨さ免窯土工

対簸不饗

対望不興

対策不饗

認さえ窒土エ

対篭不要
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I －一一

内容S.基本計 変更内画の

(3)事業費の主な増要因【8忽5】
、亀.,地すべり等安全対策による変更(湛水に伴う代替地地区の安全対策費の増)…(約44億円）

現計画では､平成18年に改正された宅地造成等規制法に定められた基準に従い､当時得られている情報等をもと
に最大限の範囲(5箇所)を想定し､代替地地区の安全対策費を事業費の外数として整理していました。

今般､専門家の意見を聴きながら安全対策の必要な調査等を進めた結果､5箇所の安全対策が必要であることが

ぜり明したことから､必要な費用を事業費に計上しました。 ノ

トー
｜

－

I
安全対策（イメージ図）

園砂州

さ軸罎… O代替地地厩の蜜金対策一覧 今

一

夢ｉ
一

杭を不動地盤まで貫入し､地すべり土塊
の滑動力を抗で抑制し､地すべりを防止

畿
″
凄
孝一一

一
画
⑫

杭エ(イメージ図）

－
献竺母

＝…

総内にアンカーを定繍させ､地す・ぺり滞
勤力をアンカーの割張力で抑え､地すべ
りを防止I感耐

0二重二墓垂：

一‐茸

一一蕾

跡禽
P

蕊軽－

噸雪
■君壊画一、

／

〆○宅地造成等規制法の主な内容 一

平成18年に宅地造成簿規制法が改正され､新規宅地造成に係る耐震性を確
アンカーェ(イメージ図）

／

保するための技術基準が法律上明確になった。 八趨寿春全＝■

姪I

代替地地区の

安全対策

地区名

川原湯①

)I源湯②

川原湯③

川原湯④

長野原

対策工法(案）

杭工

杭工

杭工

杭工

アンカーエ

杭ヱ

二二

アンカーエ



'三.基本計画の変 容更内
(3)事業費の主な増要因【9/25】

／ 、

3.1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(本体掘削における土質区分の変更等))…(約41億円）

ダム本体の基礎掘肖l1の進捗により、掘削面の詳細な地質情報が明らかとなり、当初想定より硬い岩石の割合が
多いことや､除去が必要な弱層部が想定より深かったことなどから､これらにかかる掘削費用等が増額となりました。

ノ、

【断面図】 弱層部の追加掘削（左岸） (右岸）

諜
一 例【A断面】【EL580

■■ーーー■■D一一一一一一一一一一一一一

I
一
や
つ

＝

／
※上流から下流を望む【A断面】

硬い岩石の割合が増加
一一一一一一一一一一一一一 －＝－－－－－－－－－－－－

例【地質断面図(El.580m)】／

(上〉

悪

）
※A断面を､右岸から左岸方向にみた図

ウマ

』？碑

I※EL580mの断面を､翼上から風下方向にみた図

Q画初の懇疋

骨も唾の枠内が岩薯の分布漣圃

○実鰹の状魂
赤い範囲が過石の分布範盟 弱臓部の分布状況岩石の分布状況

20

I

I

凡例岩石範囲

門：当初

仁二コ：変更
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｜

口
’

一一一

S｡基本計画の変更内容本 詞

＝I

(3)事業費の主な増要因【10/25】
、／

S.1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(本体掘削における土質区分の変更等(グラウヂング)))…(約3億円）

ダム本体の基礎掘肖llの進捗により､詳細な掘削面の地質情報が明らかとなり､弱部補強及び遮水性の改良のた
めのコンソリデーショングラウヂングを施工する範囲の見直しを行いました。

ノ、‐

Oコンソリデーショングラウチシグ範囲〈弱部補強）
１
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０
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０
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堅』圏
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鍵

ダム軸
宇自三

全雪･‐
牢『 上■拳
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》
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卿

I I

- I
D

I心一i=r fJ匡_1句謹誌)JIF 伊ﾛ

韮
＝

※真上から真下方向を見た図面

【平面図】 凡例コンソリデーシヨン

グラウチング範囲(弱部補鑑）

「一]当初

D;変更
織



|皇.基本言子画の変更内容基本 変更画3

手－7瓦昏些H‐6 F＝ニヱーー哲西』

(鋤事業費の主な増要因【11/25】
／ 、

、8. 1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(貯水池伐採範囲の精査))…(約36億円）

貯水池内の樹木伐採については､ダム管理上の観点から必要最低限の範囲とする計画としていましたが､悪臭な
どの代替地周辺の環境及び船舶の通行等に影響があることが判明したため､伐採範囲の見直しを行いました。
、 ノ

○樹木の伐採範囲について
当初 変更(追加範囲〉

伐採面積

伐概対鍬
範醐

一
蝉
悩

伐採対象
のイメ…ジ

※航路への影
（近30年にお

22



a基本計画の変更内容基 変本 更の
漣垂.三月

(3)事業費の主な増要因【1芝/25】
、〆

3.1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(地すべり対策等に支障となる水没橋梁の撤去))…(約11億円）

存置を予定していた水没する既設橋梁について､地すべり等対策の検討などが進捗し､施工の支障となることが
判明したこと等により､橋梁の撤去が必要となりました。

、 ノ

撤去橋梁の概要

卿
＊ ･I》

心
“ 罫

弓

厩暫戸ー■

酔

念？

ざ
ト ジ

FS~Z田機写真.下

替鎗◆

F，F，

戸戸

〈
F

用

' 』

コマ計

謀 鮒
、

横壁(未圃結堆輸物）
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｜
’S｡基 変本 容画の変更内の

(3)事業費の主な増要因【1巷/堂5】
／ 、

3．1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(骨材プラントヤード基礎地盤の土質改良))…(約2億円）

骨材プラントヤードの土地造成については､現地の地山の切土土砂を盛土材として流用することとしていましたが、
地山の切土に－部軟弱土が含まれていたため､土質改良が必要となりました。

、 ノ［
骨材プラントヤードの土地造成

灘
●

塾｢＞弓
一
蝉
畢

極
唖

_ﾉごf
骨材ブラントヤード空搬 軟弱土の状態

切土した土砂に軟弱な土砂が含まれており、
土砂の巡搬を可能とするため、土賀改良を実
施し、盛土材に流刑

直直

土質改良
※盛土材1重流用 改良目標髄（コーン指数）

改典前：約200kN/m2"
U

改良後: M0kN/m2"'

(A画A

I圃山碗

尉鴛凹 劉閣一
▽

※1土地造成において適切な土質改良を行えば
使用可能なもの

※2土地造成においてそのまま使用可能なもの
『建設発生土利用マニュアル｣より

！

軟弱土に生石灰を混合し土質を改良
(スタピライザを用いた固化剤(生石灰)の混合状況）

断面図
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｜
’S.基本計 内更

(3)事業費の主な増要因【1〃25】
／ 、

3．1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(水理模型実験による減勢工の変更))…(約18億円）

， 水理模型実験|こより､放流水を減勢させるための構造の検討を進めた結果､減勢工構造の見直しが必要となりま

Lした。 ノ

○減勢工の見直し項目

l
I
l’ 翼適し理由見直し項目

流況の安定を目的とし､逆流域を形成,増大させるため､側壁の形状を斜めに開いた形状としたp側壁の形状
－－－

一－－ー －
ー

放流による浸食を受けない窩さで､速い流速での越水を避ける高さ磁保した②側壁の窩さ
－一

流況の安定誉園的とし、強制的に跳水を発生させるためのシルを設溌した③シルの股溌
－－－ －－

－

流況の安定を目的とし峰強制的に流れのエネルギーを減勢させるブロックを設置した④ブロックの設置
一戸一一三

⑤剛ダムの嵩上|ﾂ！

－－一一一－

一
噸
廟

流混の安購巻鬮的出し､磯定した跳水を発生させるための減勢池水位を硫保するために副ダムを嵩上げした

b
画盈(-

趣
Ｉ
ｉ
ｌ

弛
仏

I

班竜
ロ

②鰯壁の高さ轌
口

a-a'断震I

亡二進
９

入
内
川
引
勤
イ
、

」

ー

~

一

入

ひ
■
Ｐ
里

ざa 世
乃
Ｕ
Ｊ
側 |；

I
妙ブロックの設置

～

b-b'断面 | '職副ダムの樹上げ
卓⑳シルの般置

、

1)騨壁の形状
ー■

一

里

、へ､右岸
1
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１
１

＝

容内更
(3)事業費の主な増要因【15/25】

／ 、
3．1地質条件の明確化等による変更

（現地地質条件の変更等による増(建設副産物(脱水ケーキ)の処分))…(約16億円）

ダム本体工事に伴い骨材製造設備及びダムサイト濁水処理設備から発生する建設副産物(脱水ケーキ)につい
ては､盛土材への利用を予定していましたが､他ダムにおいて産業廃棄物として処理する割合が高いという実績を

、踏奉孟八ﾂ場ダﾑにおいても環境基準値を超過した場合を想定し､産業廃棄物としての処分費用を計上しました｡ノ
濁水処理設備 脱水ケーキ
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骨材製造設備では､骨材の洗浄水やふ為

い分け時に使われた濁水が濁水処理識備
|星送られます｡この設備では､擬薬剤番潟い
で微粒な縣濁粒芋を水と分離きせ間そい後
脱水篭行います｡
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ﾂご雲ジ

曝参’一J・噌診綴



－－－－－ － 一

基本計画の蜜。

－一

S,基本 画

＝二
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ｑ
●
１
１
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勺
ケ
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洪

一
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ご
○
４

一

Ｊ

一
一
両
』変 容？内更

(3)事業費の主な増要因【16/25】
〆 、

3．1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(町道工事における現地精査に伴う構造の変更))…(約8億円）

付替町道の一部区間において､ボーリングを実施したところ､推定岩盤線の位置が想定より深かったことから､当
初計画していた補強土壁工法から､他工法(鋼製桟道橋)に変更しました。

［ ノ

●推定岩盤線が当初想定していた深度よ蛇大幅に深い位置にある

●補強十壁T渓の 準（盛土高20m)を超え

●工法変更により掘削規模が減少するため､仮設時の斜面対策が不要に芯る

一
建
言

町道

27
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１
１
１基本 変 容更内S｡"

ー

(3)事業費の主な増要因【17/芝5】

ra,地質条件の明確化等による変更
、

（現地地質条件の変更等による増(管理設備計画の精査による変更))…(約10億円）

現計画では､他ダムの事例を参考にして必要な施設を見込んでいましたが､その後､東日本大震災後に改定され
た要領等に基づき具体的な検討を行った結果､非常用発電設備や放流警報設備の追加等が必要となりました。

L ノ

【放流薔報設備】
現地調査及び吾妻剛の既往洪水を踏まえた放流警報区間

の検討の結果､下流域の沿川住民や河川内利用者等に不聴
区間が生じないように警報局の箇所数が変更となりました。

【非常用発電設備】

東日本大震災での停電実績を踏まえ､停電の想定期間が3
日から7日間に変更となりました。

また､基準に基づく非常用電源設備鋤増強､及び必要な燃料
が確保できる設備に変更となりました。》

ぬ
、 14局→堂9局

1合一2台
燕当初は､主要篇所(支川の合流点等)に放流警報設備を設置する

計画でした賊現地調謹の結果､河道沿いに公園や釣り場等の点在
が確認されたため､警報範囲を拡充しました。また､周囲に民家が
多く騒音問題が懸念される箇所への対策として､スピーカとサイレン
の併用に見直しを行いました。

’

P

非常用発澄機2台
似

ゲート設備及びダム管理穂

に電力を供給し機能を確保
１
１

28



－

基本計画の変 容更内S.

(3)事業費の主な増要因【18/芝5】
／ 、

3．1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(盛土材調達の計画変更))…(約41億円）

流路工の盛土材は他事業からの受け入れを想定していましたが､土砂の受け入れ段階において､必要な受土量
が確保できなかったため､新たに盛土材の確保(採取､運搬)が必要となりました。

、 ノ

流路工（盛土） 。土砂採取予定箇所位置図
|他事業からの発生土砂の受け入れを想定－－斗 トー

圏厩周厩
一
鍾
鍾

４

口

Ｊ

Ｏ

◆

一

口

。

施工段階において､土砂の

発生時期と受入時期等が
あえば受け入れ可能

、'

（土砂錦熟工事）(土砂錦熟工事）

土砂の受け入れのイメージ図
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基本計画の変更内更 容3。

(3)事業費の主な増要因【19/25】

ra!地質条件の明確化等による変更 、

|代驫鰐薑懸懲舗I鰐欝諜鰯鐙篁蓋繍惹章蝋:懸礎の地盤
L改良(置き換え工)､盛土法先部の地盤改良(ｾﾒﾝﾄ改良工)が必要となりました。 ノ

|横壁(小倉)地区｜

爵
弔

凪一

巳贈

ざざ

篭、"

、

欄側

断面図

A－Am断面

① 逝力式“
砲
○
つ 、

、

、
F

f

…
|横壁(東･中村)地区’

断薗図
B-B'斯面

③ ③
地盤改良(セメント改良工） 盛土

》
貢 ~＝P －－
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3．基本計画の変更
一一ユー

基 変本念． 内容内
(3)事業費め主な増要因【芝O/25】

、〆

3.2用地取得難航等による変更
（用地制約に伴う運搬ルート変更等による増(本体工事における用地交渉に伴う運搬経路の変更))…(約12億円）

想定していた土砂搬出先の用地取得に時間を要したことにより､別の残土置場への運搬及び運搬路整備が必要
となりました。

ノ、

更理鹿更項目 轡
一

ク
一

尾

垂
|川原畑残土溌瑚の変更 O残土麓場と想定していた水没地内の用地取得に時悶を要し､別の残土置

襲簿への還臘が必要となりました。 ①残土量増【打越】
（二次盛土）

〆戸

役土砂通撒蹄(脳般椴蕊>の補講 O残土臘蝋へ運搬するため､25tダンプに対応する緊設樗梁の補強が新たに
必要となり漢した鰻
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｜

’

4一

Sゞ基本計画の変 内容容更
(3)事業費の主な増要因【劃/25】

／ ~、

3．2用地取得難航等による変更
（用地制約に伴う運搬ルート変更等による増(用地交渉難航に伴う裁決申請図書作成等))…(約0｡5億円）

水没地等における未取得用地について､任意協議と並行して適切な時期に収用手続きを進めるため､土地収用
法第35条に基づく立入調査(土地測量､立木調査等)、36条に基づく裁決申請図書の作成が必要となりました。
、 ノ
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軍妃

ー

画の変更内容so基本計
雲：

一

一

(3>事業費の主な増要因【22/2辱】
、

1〆

4.1洪水や大雪対応による変更(今後の洪水や大雪対応等による増)…(約8億円）

自然災害により、工事現場等の復旧が必要となった実績を踏まえ､今後の自然災害の発生を想定し､復旧費用を
計上しました。

ノに

‐

=I生睾竃･土砂垂11

楠
つ
“

3
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1

1 3.基本計画 変 容更内の

(3)事業費の主な増要因【23/25】
／5．1公共工事関連単価の変化等(公共工事関連単価の変化)…(約212億円） 、

現事業費は､第4回基本計画変更時の単価(注'をもとに算定しています｡新事業費(案)については､その後､平
成25年度以降の変動を踏まえた費用を事業費に計上しています｡(注2

また､平成25年度～平成28年度の傾向から､平成28年度以降の単価の変動を推定し､今後に備えるための費用
、を事業費に計上しました。 ノ

１
１ ■年度別単価上昇率(労務､資材､機械経費等） ’ 実線部

点線部
H28年度以降はH27年度単価
H28年度は実績単価､H29年度以降はH25～H28年度の傾向による推定

170 H25=R28年度め燗可にま為推

隆160 ■：実横億

口 :推定値ロ :推定値
（
９
丁
萬
馨
掛
砿
判
壜
恕

|’掴
。
“

直云う謹直盤
価の単価差150

_”...､-----=-~●7140

130 ＝

凸ニーザタュェロ△苧7
_一か卓△-~卓120

110

100

90

＝ 幸

I124年度

100．0

H25年度

，'18．2

H27年度

130．8

H30年震

146．9

H31年度

152．7

1126年度

126．9

1128年度

135．4

!129年度

141．2－労務単価

一一労務(測)単価 '00．0 1“､5 106．4 112．4 1’'6．7 122．．1 127.5 132．9

一麓祷費 1000 100,4 105．1 103.3 101‘4 101．7 102．1 102.4

－機擢識鍵 100,0 100．0 103．1 103.1 105.2･ 106.9 108.7 110.4

注1:第4回基率瀞画変更時の単価は､ダム検鉦時に算定した平成22年度単価を採用している．
注2:平成22年度から平成24年鹿までは大きな単価の変動が生じていなかったため､平成24年度蝋価を難準として騨出を行った． 34



S｡基本計画本 変更内容内の

(3)事業費の主な増要因【24/25】

/5．，公共工事関連単価の変化等(一般管理費等の改定による変更)…(約2,億円） 、

平成27年度の国土交通省土木工事積算基準等の改定により､一般管理費等率が約20％､現場管理費率が5％、
設計業務委託等の諸経費が約5％増加しました｡平成27年度以降の工事等に改定後の積算基準を反映させたこと

、による増額が生じました。 ノ

Z5弾

瞳蕊徴用の難本柵成
（イメージ図）
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一般管理盟等率の改定に伴い、
現場管理費の外注経賀（外注する
際の一般管理喪等）についても合
わせて改定されました。
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季
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10億7“万

涛象鐘《碗工事黄）

蝿；現卿瀞理費：工郡施工にあたって，工聯を僻理するために必擢な共通彼識賀以外の総溌し
ー －

※1及び※2.：士木工瓢標準毅算艦準瞥（共通鍋）平賎28年度（4月版）より抜粋35

消費税等相当額
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S｡基本計画の変更内容内 窯 準

望邸…

(3)事業費の主な増要因【25/25】

〆
、

、
ノ

5.2消費税率の変更…(約32億円）

現事業贄は消費税5％を考慮したものでしたが､平成26年4月以降については､8％に変更しました。

消費税率の変遷(消善我率）
ー

”
○
動

平成26年4月
8％

10％
今回見込んだ
消費税

－

平成9年4月
5蝿

■
平成元年4月

3％

5％ ー

前回まで見

込んでいた

消費税

産

唖

0％ －－

昭和e1年平成3年 平成8年平成13年平成18年平成23年平成28年～
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本計画 変 容念 の
2 －

ー

B2二二

(4)コスト縮減の取り組み【1/6】

可新事業費(案)の増額720億円は､今後実施予定の約76億円のコスト縮減を見込んだ上での額です。

ｺｽﾄ縮減の取り組み
単位:億円

１
１

縮減内容 縮減額

■

1．工事の設計"施工等の蔓直しに係る縮減 ▲ 7

1．1本体工事いための工事用道路の幅員等見直u二よる減踵
つ
『

▲ 4

1．2他事業の建設発生土を盛土材料I遥有効活用することによる減1．2他事業の建設発生土を盛土材料I遥有効活用することによる減 ▲ 3

堂・管理計画等的見直しに擦る縮猿 ▲ 22

2’1貯水池内伐採を選択伐採とし、伐採範囲を縮小したことによる減
▲ 12

Ｉ

■

ｂ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ⅱ

。

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ⅱ

Ｉ

間

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

■

Ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｍ

望。2水没区間鋤泊鉄道施設②バラスIG｡撤去費用②取り止めによる減望。2水没区間鋤泊鉄道施設②バラス1－撤去費用②取り止めによる減 ▲ 1C
ﾛ

3．調査｡設計等の精度向上に係る縮減

|s ,巽墓鶇等の精度向上に伴う貯水池周辺における地すべり等の3｡1鶉鰯慧=雪精度向上に伴う貯水池周辺における垂すべり等の
▲ 47

１
１

▲ 47

今
二 計

▲ ア6

※合計については､鯛捨蕊入の関係で－数しないことがあります。
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3-基本計画の変更内容基本 内3 ■

(4)コスト縮減の取り組み【2/6D

／ 、
1．1工事の設計･施工等の見直しに係る縮減

（本体工事のための工事用道路の幅員等見直しによる減)…(約▲4億円）

ダム本体の掘削残土や地すべり対策などの工事用道路において､大型ダンプ(25t及び40t)の対面通行ができる
道路拡幅を計画していましたが､施工計画を照査(実車と空車の通行区分け等)し､①橋梁補強箇所の削減､②対
面通行から交互通行へ見直し､③仮設橋梁の構造変更を実施することにより､コスト縮減を図ることとしました。
L － 一ノ

2）

ノ

①橋梁補強箇所の削減

咋蚤

議蕊
島坐亀急

3綴
正

PJ

蕊
鰯 涜一ム

ーー りん

へ銭小識へ

罰

門

＝

聯燃雲
←旬 星＝

篝
醜 哩〆へ

“
》

閏
つ
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笏

蕊別
ノノ

識:要縦
心

釘1画

典屋

／､、覇 燈

ロ

ア. ’

ヤ
〆

､、
ｮ,金 瞳一

91

I

③仮設橋梁の構造変更

鑿謹
一一

且且

昼．

溺
仮設橋梁から橋梁補強へ構造変更i

蕊
一
・
混 毒；

〃
鮒 急婆電

‘

豐緊腕『

麹 2≦

窪
一
参

＝

参
ノ

夕 P1 1魂

ノノ

勢
や

b必可
1

当初
対面通行:L=2,820m

〆丘

尾占

徴〆華‘鐸癖雪ｼrf=~_雷…

睾曾対剛行か篭冥璽堂舎黒塵と

一室まﾕ

11 1

町

交互通行区間

『トンネル区間）
L=50m

仮設播梁剛減

変更
対面通行
交互通行

rnr‘

篝
診声

ｍ
ｍ

Ｏ
Ｏ

刀
５

＃
２一

一
一
一

Ｌ
Ｌ

ド

綱…認頃,
一
一
一 8！ ※既存の橋梁をコンクリートで固め補強ー

△
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’基本 変計画の 容更内3 の

(4)コスト縮減の取り組み【3/6】

角.五事の設計.施工等の見直しに係る縮減 、

（他事業の建設発生土を盛土材料に有効活用することによる減)…(約▲3億円）

盛土材料を現場内採取で賄うこととしていましたが､関東地方整備局管内の他事業等の建設発生土を本工事現 ｜
場に搬入してもらうように他事業と調達時期等についての調整を進め､土砂採取･運搬経費等の縮減を図ることとし ｜

、ました。 － ‐ ノ

悩
○
準

〃
″
ｊ
Ｉ
Ｉ
１
ｔ
、

ノ

、、－＝＝＝〆’ 39



＝墨華旦1鷲冨璽』癬翌…争痴 製此珊j錘を窒巴垂秘曼 亜こ＝

基本計画の変 容更内3
K…＝王 j舎那

一一一

二

(4)コスト縮減の取り組み【4/6】

r2]管理計画等の見直しに係る縮減 、

（貯水池内伐採を選択伐採とし､伐採範囲を縮小したことによる減)…(約▲12億円）

貯水池内の樹木伐採範囲について､上流部では視点場からの不可視範囲を対象として樹木を存置することとし､そ

、れ以外は航路への影響のない水位以下の樹木は存置することとし､コスト縮減を図ることとしました。 ノ

○樹木の伐採範囲について
縮漉誌 繕滅後

伐採面潅 約111ha 約78ha

･視点場からの可視範囲を対鯨
･流木止めより上流で_常時満水位以

下､航路への影癬のない水位※以上の間
伐採対謹

範圃 .常時満水位以下を全伐採

未

A
幟
一
○

／！’匝亙団

慎一

伝
ｊ
錘、伐採対象

のイメー錘 ”欲へ
＝

（
｝

川原織塘庭代鋳地

耐

瀬航婚への騨響のない水位(EL､"0,,珊爾一

（遊30年におけ禍鳩水位の平均水位墜好'52,1mから水建両用バス喫水高1.2mと樹木高1045m!を考臆した水位）

二

げ

劃 ゴー ,〃
画毎

亀
囲 〃

雪一類二塁.二墓::為
鞭 画 川鳳瓢地区代祷地

犀 F一

I
而顧蕊1

多切面

鍼.。
〆〆

鍛舞 40

凡例

■■＋■■：(縮減前)伐採範囲

■■ ：(縮減燐)伐採鮠囲

■■ ：存置範囲

[二コ ；視点場



一
一
』

一

基本 変 容内更S の盆
一

一－1■■■■

(4)コスト縮減の取り組み【5/6】
／ 、

2．2管理計画等の見直しに係る縮減
（水没区間の旧鉄道施設のバラスト撤去費用の取り止めによる減)…(約▲10億円）

水没区間内の旧鉄道施設は全撤去する計画でしたが､線路施設の取り扱いについて､環境調査結果及び､関係
機関等と調整を踏まえ､バラストを存置し､コスト縮減を図ることとしました。
、 ノ

砂川

鐸

グク バラスト･砂利(存置）ク

夕
〃

、---‐ 〃

、、〆
，〃

"Wi-鯉

1 m

､匂

脚
畢

一

醍
纈
！

＝

〆

丑
|

謎
〆

凌
癌
凌
癌

…ミ
＝

,鐘

nI原湯

■』

＝夕睡

Gr合

;ｰ■

蕊蕊謹 聖.弓51P ■

レール･枕木(撤去）

線路施設の撤去イメージ
バラストの存置延長L=5,600m

－抄ト
ー
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基本計画の変更内変 内更 容3 ■

(4)コスー縮減の取り組み【6/6】
／ 、

3．1調査･設計等の精度向上に係る縮減
（地質調査等の精度向上に伴う貯水池周辺における地すべり等の対策の減)…(約▲47億円）

貯水池周辺の地すべり等対策において､平成21年に定められた新たな技術指針※に基づき､ダム検証時では11箇
所(うち1箇所対策済)が対策を必要とする可能性のある箇所としていました｡その後､平成25年度から専門家の意見
を聴きながら地すべり等対策の必要な調査等を進めた結果､対策箇所を6箇所(うち1箇所対策済)に限定しました。

L ノ
○地滑り検討･対策箇所一覧

｜要図別｜種駕｜地震名’
曇
鯛 溌濁｢_1:ダﾑ検謡時の“くり対策ｴを“とする可能性がある地区

『.....｡."..l :ダﾑ検雛時の来園総堆積総斜面対錐工を必要とする可能性がある地区
､二二ぞ＝-｣

○○;対縦必蕊繍所 ○●：対鍛不”所
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’地すべり対策〈イメージ図）
〆匡j′久々戸 辿壁

1
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、
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l

地すべり土塊の末端部に盛土を行うこ
とにより､地すべり渦動力に抵抗する力
を端加させ､地すべりを防止

二

恥

地すぺり土塊の頭部の荷重を除去す
ることにより地すぺりの滑動力を催減さ

序

V耐關
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O新たな柵針瀦の寵な内容
l航翼レーザー測愚による雌形判磯の淵庚向上
2蘭品貫ボーリングによ為すべり面範定の輔度向上
3拠懲飾解新による間隙水鷹の残霞率の繍度向上
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凸 押さえ盛土工(イメージ図）排土工(イメージ図）
42※断た蹴術針:｢貯水漣周辺の地すべり澗議と対策に関する技術揃針(案>,同解脱｣平成2ﾕ年7月国土交通省河川局治水課

押さえ盛土工

排土魏
押さえ盛:胸工

併土エ
卵さえ壷土蕪

鋼筈抗型

脈ﾋエ
押さえ盛土エ

対嬢不調

押さえ盛土工

対策不瓢

対策不要

対策不要

陣虞え轡土工

対涜不要


